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令和４年１２月甲良町議会定例会会議録 

令和４年１２月５日（月曜日） 

 

◎本日の会議に付した事件（議事日程） 

第１       会議録署名議員の指名 

第２       会期の決定 

第３ 議案第62号 甲良町税条例等の一部を改正する条例 

第４ 議案第63号 こうら農産物加工所の設置に関する条例を廃止する条例 

第５ 議案第64号 甲良町都市公園条例の一部を改正する条例 

第６ 議案第65号 甲良町使用料徴収条例の一部を改正する条例 

第７ 議案第66号 甲良町改良住宅の設置及び管理に関する条例の一部を改

正する条例 

第８ 議案第67号 甲良町デイサービスセンター等の設置及び管理に関する

条例の一部を改正する条例 

第９ 議案第68号 町道路線の廃止につき、議決を求めることについて 

第10 議案第69号 町道路線の認定につき、議決を求めることについて 

第11 議案第70号 権利の放棄及び和解につき、議決を求めることについて 

第12 議案第71号 甲良町デイサービスセンター「けやき」の指定管理者の指

定につき、議決を求めることについて 

第13 議案第72号 甲良町デイサービスセンター「かつらぎ及びはつらつルー

ム」の指定管理者の指定につき、議決を求めることについ

て 

第14 議案第73号 甲良町グループホーム「らくらく」の指定管理者の指定に

つき、議決を求めることについて 

第15 議案第74号 甲良町過疎地域持続的発展計画の策定につき、議決を求

めることについて 

第16 議案第75号 令和４年度甲良町一般会計補正予算（第６号） 

第17 議案第76号 令和４年度甲良町墓地公園事業特別会計補正予算（第２

号） 

第18 同意第４号 甲良町公平委員会委員の選任につき、同意を求めることに

ついて 

第19 請願第３号 「消費税インボイス制度実施の中止を求める」との意見書

の提出を求める請願書 

第20       一般質問 
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◎会議に出席した議員（１１名） 

   １番 小 森 正 彦 ２番 岡 田 隆 行 

   ３番 山 田   充 ４番 山 田 裕 康 

   ５番 野 瀬 欣 廣 ６番 阪 東 佐智男 

   ７番 丸 山 恵 二 ８番 木 村   修 

   ９番 建 部 孝 夫 １０番 西 澤 伸 明 

  １１番 宮 嵜 光 一 

 

◎会議に欠席した議員 

   な  し 

 

◎会議に出席した説明員 

 町 長 野 瀬 喜久男 教 育 長 青 山   繁 

 総 務 課 長 中 村 康 之 教 育 次 長 中 川 雅 博 

 会計管理者 福 原   猛 学校教育課長 寺 田 喜 生 

 税 務 課 長 大 野 けい子 社会教育課長 望 月   仁 

 企画監理課長 熊 谷 裕 二 総 務課 参 事 村 田 茂 典 

 住民人権課長 宮 川 哲 郎 総務課長補佐 岩 瀬 龍 平 

 保健福祉課長 山 崎 志保美 建設水道課長補佐 寺 居 友 彦 

 産 業 課 長 西 村 克 英 建設水道課長補佐 丸 山 幸 志 

 呉竹センター館長 上 田 真 司  

 

◎議場に出席した事務局職員 

 事 務 局 長 橋 本 浩 美 書 記 山 脇 理 恵 
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（午前 ９時００分 開会） 

○宮嵜議長 ただいまの出席議員数は１１人です。 

 議員定足数に達していますので、令和４年１２月甲良町議会定例会を開会し

ます。 

 直ちに本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、既に配布しているとおりです。 

 日程第１ 会議録署名議員の指名を行います。 

 本日の会議録署名議員に７番 丸山議員、９番 建部議員を指名します。 

 次に、日程第２ 会期の決定についてを議題とします。 

 お諮りします。 

 本定例会の会期は本日から１２月１４日までの１０日間としたいと思います

が、ご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○宮嵜議長 異議なしと認めます。 

 よって、本定例会の会期は、本日から１２月１４日までの１０日間と決定し

ました。 

 これより、町長の挨拶、行政報告並びに提案説明を求めます。 

 町長。 

○野瀬町長 本日、令和４年１２月甲良町議会定例会を招集いたしましたとこ

ろ、議員各位におかれましては大変お忙しいところご出席いただきまして、誠

にありがとうございます。また、平素は町政全般にわたりまして、格別のご支

援、ご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。 

 ここで、提案説明に先立ち、若干の行政報告をいたします。 

 １１月９日に、安全・安心の道づくりを求める全国大会が東京の砂防会館で

開催され、滋賀県道路・都市計画協会活動として滋賀県内全市町長が出席し、

国会議員への要望活動を行いました。 

 １１月１１日は、滋賀県人会近畿大会が大阪駅前のホテルで開催され、町長

が出席いたしました。当日は、企業として環境に配慮した社業の発展のめざし

方と地域社会への貢献などをテーマに、お菓子のたねやグループの山本昌仁社

長の講演がありました。 

 １１月１５日は、甲良町が本年４月１日に、過疎新法に基づき過疎地域に指

定され、一般財団法人全国過疎地域連盟主催の総会が東京の日本教育会館で

開催され、町長と議長が出席しました。総会終了後、県内選出の全ての国会議

員に財政支援等の要望活動を行いました。 

 １１月１７日と１８日の２日間、東京で開催された全国町村長大会に町長が

出席いたしました。日程の中で、県内６町長研修と県選出国会議員との意見交
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換会も開催され、本町は過疎対策の諸事業と財政支援について要望を行いまし

た。 

 それでは、本日提案させていただきました案件について、その概要をご説明

申し上げます。 

 議案第６２号は、甲良町税条例の一部を改正する条例で、地方税法の一部改

正に伴い、所要の改正を行うものであります。 

 議案第６３号は、甲良町給食センターであった施設を利用して、道の駅直売

所向け加工調理施設として貸与していた利用期間が終了したことにより、こう

ら農産物加工所の設置に関する条例を廃止するものであります。 

 議案第６４号は、甲良町都市公園条例の一部を改正する条例で、芝広場等の

施設利用の明文化を図ることと、将来の指定管理者導入を見据えて、指定管理

者制度に関する規定を設けるものであります。 

 議案第６５号は、甲良町使用料徴収条例の一部を改正する条例で、議案第６

３号、議案第６４号の条例改正に伴い所要の改正を行うものであります。 

 議案第６６号は、甲良町改良住宅の設置及び管理に関する条例の一部を改

正する条例で、改良住宅の譲渡に伴い所要の改正を行うものであります。 

 議案第６７号は、甲良町デイサービスセンター等の設置及び管理に関する条

例の一部を改正する条例で、事業を終了したことに伴い所要の改正を行うもの

であります。 

 議案第６８号は、呉竹東川原地先の町道路線を廃止し、普通財産化するた

め、道路法の規定に基づき議会の議決を求めるものであります。 

 議案第６９号は、呉竹東川原住宅団地内の道路を新たに町道認定することに

つき、道路法の規定に基づき議会の議決を求めるものであります。 

 議案第７０号は、住宅新築資金等返還請求につき、権利の放棄及び和解をす

るため、地方自治法第９６条第１項第１０号及び第１２号により議決を求める

ものであります。 

 議案第７１号から議案第７３号は、デイサービスセンター等の指定管理者を

指定することについて、地方自治法の規定に基づき議会の議決を求めるもので

あります。 

 議案第７４号は、甲良町過疎地域持続的発展計画の策定につき議決を求め

ることについてで、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第８条第

１項の規定により、甲良町過疎地域持続発展計画を定めることについて議会の

議決を求めるものであります。 

 議案第７５号は、令和４年度甲良町一般会計補正予算（第６号）で、４，１

９９万４，０００円を追加し、補正後の予算総額を４２億３３８万２，０００

円とするものであります。 
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 主な補正項目といたしましては、歳入では、国庫支出金のうち、新型コロナ

ウイルスワクチン接種対策費負担金２２１万７，０００円、障害児施設措置費

国庫負担金１１５万円、学校保健特別対策事業補助金１３５万円、県支出金の

うち、新たな子育て家庭支援基盤整備事業補助金２５９万７，０００円を増額

し、歳出では、社会福祉費のうち、光熱費７７４万２，０００円、施設修繕料

７５５万円、障害児施設給付負担金２３０万円、日常生活用具給付費１５０万

円、障害者自立支援補装具給付費１００万円、児童福祉費のうち、補助金返還

金２３２万２，０００円、光熱水費１７０万１，０００円、燃料費１１４万２，

０００円、農業費のうち、ため池施設修繕工事費４４０万円、道路橋梁費のう

ち、除雪委託１，４４１万５，０００円。教育総務費のうち、設計監理委託２

９７万７，０００円、交際費のうち、繰上償還元金１，８００万円などを追加

をいたし、徴収費のうち、システム改修委託５１２万７，０００円、社会福祉

費のうち、更生医療給付費３２０万円、老人保護措置費２９８万４，０００円、

障害者訪問入浴事業委託１２６万円、児童福祉費のうち、コピー・印刷機リー

ス料２０９万円、教育総務費のうち、施設修繕工事６７２万８，０００円など

を減額するものであります。 

 議案第７６号は、令和４年度甲良町墓地公園事業特別会計補正予算（第２

号）で、７４万４，０００円を追加をいたし、総額を１５８万４，０００円と

するものであります。主な内容といたしましては、歳入では、永代使用料６９

万円、墓地管理料５万４，０００円。支出では、墓地公園管理委託５万４，０

００円、一般会計借入金返還６９万円を増額するものであります。 

 同意第４号は、甲良町公平委員のうち、１名が任期満了により、今回、新た

な委員の選任について同意を求めるものであります。 

 以上、本日提案いたしました案件につきまして、その概要を説明申し上げま

した。何とぞよろしくご審議をいただき、適切な議決、同意を賜りますようお

願い申し上げまして、提案説明とさせていただきます。 

○宮嵜議長 次に、日程第３ 議案第６２号を議題とします。 

 議案を朗読させます。 

 局長。 

○橋本事務局長 議案第６２号 甲良町税条例等の一部を改正する条例。 

 上記の議案を提出する。 

 令和４年１２月５日。 

 甲良町長。 

○宮嵜議長 本案に対する提案説明を求めます。 

 税務課長。 

○大野税務課長 それでは、議案第６２号についてご説明いたします。 
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 地方税法等の一部を改正する法律、令和４年法律第１号と関係法令の改正

に伴い、甲良町税条例等の一部を改正します。 

 今回の改正の主な概要について、新旧対照表の１ページをお願いいたしま

す。 

 第１８条の４、納税証明書の交付手数料、その交付について法改正により登

記に記載されているものが、住所が明らかにされることにより、人の命や身体

に危害を及ぼす恐れがある場合、当該証明書に住所に代わる事項を記載したも

のを交付することとする規定の整備です。 

 新旧対照表の６ページをお願いいたします。６ページの下の方です。 

 第７３条の２、固定資産税課税台帳の閲覧の手数料。 

 ７ページの上段、第７３条の３、固定資産税課税台帳に記載されている事項

の証明書の交付手数料、こちらについても同様の改正です。 

 １ページにお戻りください。 

 １ページ、第３３条、所得割の課税標準、こちらについては、この４項では

株式の配当所得、次のページ、６項では株式の譲渡所得について、確定申告書

の記載によって総合課税または分離課税の適用を行うこととする規定でござい

ます。 

 同じく２ページの次条、第３４条の９、配当割額または株式等譲渡所得割額

の控除について。 

 次に、７ページをお願いします。 

 ７ページの下の段、附則第１６条の３、上場株式等に係る配当所得等に係る

町民税の課税の特例について。 

 続いて、９ページの上段の附則第２０条の２、次条第２０条の３におきまし

ても、確定申告書への記載、そちらで選択した申告方式を適用する規定です。

個人住民税と所得税との課税適用の統一化を図るものです。 

 次に、３ページの方にお戻りください。 

 第３６条の２、町民税の申告です。町内に住所を有する方の申告について、

この改正は公的年金受給者の住民税申告の義務の対象の整備でございます。 

 次のページ、４ページをお願いします。 

 下段、第３６条の３の２、個人の町民税に係る給与所得者の扶養申告書で

は、給与所得者の扶養親族申告書の住民税に関する記載に、対象配偶者の氏名

を記載する改正です。 

 次のページ次条、第３６条の３の３、こちらは個人の町民税に係る公的年金

受給者の扶養親族申告書についても、一定の配偶者及び扶養親族の氏名等の

記載をする改正です。 

 次に、７ページをお願いします。 



－7－ 

 ７ページの中ほど、附則第７条の３の２、個人の町民税の住宅借入金等特別

税額控除では、その対象となる期間が延長されます。 

 １１ページをお願いします。 

 新旧対照表、１１ページ、附則第２５条、新型コロナウイルス感染症に係る

住宅借入金等特別税額控除の特例です。適用期間の終了と、さきの附則第７条

の３の２の期間の延長により削除となります。 

 次のページをお願いします。 

 次は、甲良町税条例の一部を改正する条例の一部改正です。令和３年の改正

規定中、施行期日前の条項を改正しています。 

 次に、改め文をお願いします。４ページです。 

 附則です。この条例は、令和５年１月１日から施行します。 

 附則第１条第１号の規定は令和６年１月１日から、第２号の規定は令和６年

４月１日から施行します。 

 第２条では、納税証明書に関する経過措置を、第３条では、町民税に関する

経過措置を、第４条では、固定資産税に関する経過措置を定めています。 

 以上、よろしくお願いします。 

○宮嵜議長 説明が終わりましたので、質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○宮嵜議長 ないようですから、これで質疑を終わります。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○宮嵜議長 ないようですから、これで討論を終わります。 

 これより、議案第６２号を採決します。 

 お諮りします。 

 本案は原案のとおり決することに賛成の方はご起立願います。 

（賛成者起立） 

○宮嵜議長 ご着席願います。 

 起立全員です。 

 よって、議案第６２号は可決されました。 

 次に、日程第４ 議案第６３号を議題とします。 

 議案を朗読させます。 

 局長。 

○橋本事務局長 議案第６３号 こうら農産物加工所の設置に関する条例を廃

止する条例。 

 上記の議案を提出する。 

 令和４年１２月５日。 
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 甲良町長。 

○宮嵜議長 本案に対する提案説明を求めます。 

 産業課長。 

○西村産業課長 こうら農産物加工所の設置に関する条例を廃止する条例でご

ざいます。こうら農産物加工所の設置に関する条例は廃止する。 

 附則。この条例は、公布の日から施行する。 

 旧給食センター内に２カ所の加工室を整備しておりましたが、利用者がもう

既に自立されているということから閉鎖をするという、それに基づきまして、

条例を廃止するものです。 

 以上です。 

○宮嵜議長 説明が終わりましたので、質疑はありませんか。 

 西澤議員。 

○西澤議員 全協でもお尋ねしましたけども、その後の使い道、跡地利用。一定

の広さの施設ですし、それから、駐車場を含めて敷地があります。その点でも、

利活用ができるのかなという点がございます。そういう点では、検討を始める、

ないしはこういうことで構想を持っているとか、構想の程度でもあるのかどう

か、その辺の検討が始まっているのか。それとも、そういう構想は持っておら

れるのかについてお尋ねします。 

○宮嵜議長 産業課長。 

○西村産業課長 今、廃止します加工所につきましては、公共施設からいったん

普通財産に移りますので、これはまた所管は総務課になりますので、また、別

途、協議をさせていただきたいと。 

 施設全体の話につきましては、既にもう普通財産となっておりまして、現状

は、物置として建物の中は使っております。ここの役場の横、西側に倉庫があ

ったんですが、そこを潰して中身を移動させているという状況で、現在のとこ

ろまだ、その活用というのは協議されておりませんが、今後、協議されるもの

と考えております。 

 以上です。 

○宮嵜議長 西澤議員。 

○西澤議員 そうすると、今の答弁に基づきまして、総務課の方で、ないしは町

長の方で、そういう構想、それから、物置のまま利活用をしていくという方向

での固まりがあるのか。それとも、それ以外の点でも検討をする。先ほど言い

ましたように、構想も含めてどうなのか、というのをご見解よろしくお願いし

ます。 

○宮嵜議長 町長。 

○野瀬町長 今、施設廃止をしたばっかりといいますか、議決をいただかなけれ
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ばなりませんが、その普通財産がありますので、まだ未検討の状態であります

ので、これから利活用については検討していきたいと思っております。 

○宮嵜議長 ほかにありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○宮嵜議長 ないようですから、これで質疑を終わります。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○宮嵜議長 ないようですから、これで討論を終わります。 

 これより、議案第６３号を採決します。 

 お諮りします。 

 本案は、原案のとおり決することに賛成の方はご起立願います。 

（賛成者起立） 

○宮嵜議長 ご着席願います。 

 起立全員です。 

 よって、議案第６３号は可決されました。 

 次に、日程第５ 議案第６４号を議題とします。 

 議案を朗読させます。 

 局長。 

○橋本事務局長 議案第６４号 甲良町都市公園条例の一部を改正する条例。 

 上記の議案を提出する。 

 令和４年１２月５日。 

 甲良町長。 

○宮嵜議長 本案に対する提案説明を求めます。 

 建設水道課長補佐。 

○寺居建設水道課長補佐 そうしましたら、１枚おめくりいただきまして、１ペ

ージでございます。 

 甲良町都市公園条例の一部を改正する条例でございます。主な改正点です

が、４ページです。指定管理の業務を将来的に行えるということで、１７条の

３、１７条の４、１７条の５、１７条の６ということで、いずれも指定管理の

制度につきまして、今後、行えるような形で条例改正を進めさせていただきた

く記載させていただきました。 

 あわせまして、隣の５ページ、別表になりますが、現在、芝広場、あと多目

的広場につきまして、もう少し細かく施設の名称を細分化するということで、

ナイター照明付き少年野球場、多目的練習場、ゲートボール場、多目的広場と

いうことに改めさせていただきたいと思っております。 

 附則につきましては、この条例は公布の日から施行するということで、よろ
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しくお願いいたします。 

 以上です。 

○宮嵜議長 説明が終わりましたので、質疑はありませんか。 

 西澤議員。 

○西澤議員 ２点、お尋ねします。全協でも議論になりましたが、１７条の２、

先ほど言われました、指定管理の準備をしていくという条文が追加になってい

ます。その点で、実証期間もないまま実施されるという、準備だけなんですけ

ども、そのことが必要ではない、まだ十分ではないのかと思います。その点で、

業務委託で今までずっと経過をしています。その点で、管理の問題でも今後、

料金を徴収するとなりますと、形態も変わってきます。だけども、その対応は

必要だと思いますけども、指定管理の導入を視野に置くということは、今の段

階で必要ではないのかと思います。それが１つです。 

 それから、もう一つは、有料エリアの管理、常駐ではないわけですよね。多

賀町の例や他の施設も同様で、囲いをして出入口に鍵をかけると。その鍵の管

理を、いわゆる教育委員会か、それとも担当課が管理をする、ないしは必要な

ときに開けに行くという、そういう対応で十分ではないのかと思いますが、こ

の見解をよろしくお願いします。 

○宮嵜議長 建設水道課長補佐。 

○寺居建設水道課長補佐 今ほど２点いただきました。１つは、指定管理につき

ましては検討というか、これから運営する上で必要なことだと思っております。

ただ、今おっしゃったように試験的なものがないという中では、どういったこ

とを整備するかというのは、一定、今現在シルバー人材センターなどに委託を

しておりますので、そういった中で模擬的に管理を置いていただくとかという

ことは検討したいと思います。ただ、指定管理を進める上では、もっと今の立

派な施設を活用するためには、甲良町が管理をするだけではなく、指定管理を

することで、沢山の方に利用していただけるようなことで、発展的な意味を込

めてしたいと思っております。 

 もう１点、管理につきましては、今現在、グラウンドゴルフ場も含めまして、

整備が一部できていないところがありますので、そういった整備を進めた上で、

最終的に指定管理を募集していきたいということで、今この制度につきまして

は、できるということで上げさせていただきましたが、あくまでも施設の整備

を先に終わらせていただいて、その期間と合わせて試験的なことをまた検討し

ながら進めたいと思っておりますので、まずは施設整備を進めた上で、指定管

理の流れに持っていきたいと思っております。よろしくお願いします。 

○宮嵜議長 西澤議員。 

○西澤議員 であれば、なおさら１７条というのは、そういう施設の整備ができ
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て、そして、この新しい有料エリアが決まるわけですよね。それの実証がされ

た上で、十分間に合うのではないかと私は思います。その方が、実証上、どう

いう管理、やっぱり業務委託だけでは足りんと、指定管理になる。こういうこ

とが必要かと思いますけども、その点、やはり今言われた、利用者を多くする、

これは管理の仕組み自体とあんまり関係ないと思いますね。町がきちんとやれ

ばいいと思うんですけども、そこは、もう一度見直しが必要ではないかと思い

ますが。 

○宮嵜議長 町長。 

○野瀬町長 大筋は、建設課長補佐が申し上げたとおりであります。条例上、次

なる展開の準備をお願いしたいということであります。以前から、懸案になっ

ているのは、現地に管理者を置いていないということで、使用料をもらって使

う施設、それから、一般の人に開放して自由に使っていただく施設、それから、

年間管理といたしましては、シルバー人材センターに除草委託をしております。

行政としては、必要な所要経費を担当課で持っておりますし、それからプラス

アルファになるかもしれませんが、健全な管理という意味では、何らかの形で

現地で適正に管理を行う、グラウンド整備もそうでありますが、そういう施設

全体を健全な形に持っていくということが必要だと思いますので、それを視野

に入れて、今、担当課で条件整備をしておりますので、町長としても、指定管

理を視野にということも指示をしておりますので、そういう第１段階の条例整

備だとご理解いただきたいと思います。 

○宮嵜議長 ほかにありませんか。 

 丸山議員。 

○丸山議員 例えば、今聞いている中での指定管理をするにつけて、町としても

幾らぐらいかかるのか、そんな想定をしておられるんですか。というのは、近

隣でもそういう町の施設を指定管理されているところあるのかとか、それを幾

らぐらいでしてはるのか、情報が入っているのかどうか、ちょっとその辺、聞

かせていただきたい。 

○宮嵜議長 建設水道課長補佐。 

○寺居建設水道課長補佐 現時点で指定管理を進めるというものの、将来的な指

定管理と思っていましたので、今現時点、幾らぐらいの指定管理料というのは

まだ想定はしておりません。しかしながら、一定の金額としましては、今現在、

シルバー人材センターなどに委託している維持管理費、そういったものと、あ

と徴収していただける徴収料金と差引きをしながら、委託費としては、一定、

町の方が支払う形にはなるかなと思っております。 

 ただ、申し訳ありませんが、今現時点でちょっと他市町の大きな施設の指定

管理がどれぐらいという金額までは、ちょっと知り得ておりませんので、これ
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から調べさせていただいて、将来的な指定管理に向けて、その準備を進めてい

きたいと思っております。 

○宮嵜議長 丸山議員。 

○丸山議員 言うて悪いけど、これを出すにつけて、やっぱり近隣のある程度の

ことを確かめて、これで私らに出して納得をせえというのは、ちょっと、今日

は納得しにくいとこなんです、正直言ってね。だから、そういうこともあり、

やっぱり指定管理するについては、今後の、まだ先のことなんやけど、やっぱ

りきっちりと金額的なことも決めんと。今いう墓地公園があることもあります

ので、墓地公園に行くのに有料になるとおかしな話ですので、墓地公園に行く

いうて、上まで上がっていきますよね。一番上に上がっていく、帰りに降りて

きて子どもと遊んでいるとか、そんなこと十分できますやんか。だから、どこ

までが有料で、どこまでがというのは難しいとこですやんか、正直言って。今、

西澤議員が言われるように、やっぱり彦根市なんかやったら、グラウンド、野

球場なんかに関しても、必ずもう扉があって、鍵がかかっています。ただ、そ

ういうようなところに、やっぱり指定管理で言うまでもなく、やっぱり施設に

職員１人、もうこれはもう悪いけど、退職される方とか、１人やっぱり常駐で

ついてもらう、そういうようなことで最初はいいんじゃないかなという思いな

んですよ。それで、統計を取ってみた方がいいんじゃないかなという、私の思

いです。 

○宮嵜議長 ほかにありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○宮嵜議長 ないようですから、これで質疑を終わります。 

 討論はありませんか。 

 西澤議員。 

○西澤議員 私、指定管理の１７条に関する部分は必要がないと。町の考え方か

ら見ても、施設整備をしていくと、そこから、指定管理の視野を持っていくと

いう、そういう条件整備の条例を今回、提案されたわけですけども、それは準

備不足だと思いますね。その点でも、実証がされる期間が必要だと私は思いま

す。その点でも、今回、十分、施設整備ができた上でやり直しをする、私はこ

の１７条を削って、その以外の部分はそのとおりだと。料金の点でいろいろ不

十分なところがありますけども、まずは、そこでスタートする。だけども、指

定管理まで必要なのかと。指定管理された、例えば指定管理の料金、それから

ペイできる金額とのバランスが合わんですよね。その利用者からもらうという

ことで、人件費を稼ぐ、その点でも大変です。そういうバランスから見ても、

なかなか難しい。その難しい状態を検証期間、つまり、せめて１年とか２年と

か、施設整備をその間やるわけですから、先にやっていくわけですよね。そう
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いう点から見たら、その後でも十分間に合うように思いますので、これは、１

７条を削るということを提案したいですし、その要請をしたいですし、６４条

については、反対せざるを得ないと思います。 

○宮嵜議長 ほかにありませんか。 

 阪東議員。 

○阪東議員 今ほど各議員が申されましたように、例えば、向こう２年後にそう

いうようなことを考えているというんであれば分かるんですけれども、将来と

いうのは未知の話なので、それはもう当然、これは省くべきものという形で思

います。よって、やっぱりこれは反対せざるを得ないと、そこの部分について

は反対せざるを得ないと思っております。 

○宮嵜議長 ほかにありませんか。 

 木村議員。 

○木村議員 私も全協のときに、ちょっとキュービクルの関係のことをお尋ねし

ましたが、私の経験上の話をしたもので、キュービクルに関して、ナイター照

明ですね。ナイター照明が一番、金額がかかる、イコール、ナイター照明のた

めにキュービクルを置いとかなあかんというような状況だと思いますので、そ

っちの方のキュービクルをやめる、続けるということから、いわゆる考えを新

たにしてもらわなあかんのじゃないかという意味も込めまして、次の議案にも

関係するんですけど、反対とさせていただきます。 

○宮嵜議長 ほかにありませんか。 

 岡田議員。 

○岡田議員 私もちょっと反対討論をさせていただきます。以前、一般質問させ

ていただいたときに、こちらの方の条例の、特に徴収の部分については、無料

という点で、やっぱり整備の方もかなりお金が要りますし、今後のことも考え

て、取りあえずこの条例は必要かなと思うんですけれども、やはりほかの皆さ

んがおっしゃっているように、特に１７条の方の指定管理については、まだま

だちょっと検討の余地があるかなと。逆に今、先にそういった条例をつくって

おいて、後で外すということも一瞬は考えたんですけれども、やはりきちんと

整ってから、料金面も含めて、まだちょっと改善の余地があると思いますので、

もう一回、改正なり何なりして、様子を見た方がいいかなということで、ちょ

っと今回は反対をさせていただきます。 

○宮嵜議長 ほかにありませんか。 

 丸山議員。 

○丸山議員 私もこの件に関して今ほど言いましたとおり、ちょっと今回は賛成

はできないという思いで反対討論させていただきたいと思います。電気代もろ

もろ、木村議員も言われましたけど、ナイター設備以外だったら私たちの町に
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ソーラーパネル的なエネルギー、新エネルギーのああいう山の高いところだっ

た日がよく当たるし、そういう設置なんかの方で、全然やる気がないとか、そ

んなにやっていないし、そういうのをやっぱりやっていくべきだと思うし、そ

の施設の決まりというのを先にやってから、指定管理はまだまだ先だと思いま

すので、私も今、この件に関しては今は賛成できませんので、反対とさせてい

ただきます。 

○宮嵜議長 ほかにありませんか。 

 山田裕康議員。 

○山田裕康議員 私も反対とさせていただきます。前にも一般質問をしています

と、経費が２５０万円から３００万円かかって、使用料が１０万円ほどという

ことで、すごい赤字が出ているということを、一般質問のときにお答えいただ

きましたが、その整備の方がきちっとできていないのに、指定管理の方を先に

開始するのはどうかなと思いますので、今日に関しては反対させていただきま

す。 

○宮嵜議長 ほかにありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○宮嵜議長 ないようですから、これで討論を終わります。 

 これより、議案第６４号を採決します。 

 お諮りします。 

 本案は原案のとおり決することに賛成の方はご起立願います。 

（賛成者起立） 

○宮嵜議長 ご着席願います。 

 起立少数です。 

 よって、議案第６４号は否決されました。 

 次に、日程第６ 議案第６５号を議題とします。 

 議案を朗読させます。 

 局長。 

○橋本事務局長 議案第６５号 甲良町使用料徴収条例の一部を改正する条例。 

 上記の議案を提出する。 

 令和４年１２月５日。 

 甲良町長。 

○宮嵜議長 本案に対する提案説明を求めます。 

 建設水道課長補佐。 

○寺居建設水道課長補佐 そうしましたら、甲良町使用料条例の一部を改正する

条例ということでございます。 

 改め文でございますが、先ほどの都市公園条例の中の別表のところで、施設
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の細分化をしたということで、名称を変えさせていただきました。名称を変え

させていただいた内容に伴いまして、料金については、ナイター照明付き少年

野球場については、料金改定は行っておりません。多目的広場の全面、半面に

つきましても、そのままでございます。今回、多目的練習場とゲートボール場

につきまして、明細の方分けさせていただいたことによります改正となってお

ります。また、先ほどのこうら農産物加工所の利用についても記載を上げてお

りましたので、そこについては削除させていただいております。 

 この条例につきましては、公布の日から施行するということでございます。

よろしくお願いいたします。 

○宮嵜議長 説明が終わりましたので、質疑はありませんか。 

 西澤議員。 

○西澤議員 先ほどから問題になっている料金の徴収区域と無料の区域の区分

けなどの施設整備、これは予算化もされていないと思うんです。既にされてい

たら、これは別ですけども、その施設整備の準備、まず設計、それから、面的

なもの、それから予算、こういうやつは、議会にいつ出される予定ですか。こ

れは、町長の見解があるかなと思いますけども、ご説明お願いします。 

○宮嵜議長 建設水道課長補佐。 

○寺居建設水道課長補佐 整備につきましては、令和５年度に予算計上する予定

をしております。いったん、芝広場の部分につきまして、特にグラウンドゴル

フ場で今利用しているところについて、先ほどもおっしゃっていただいたよう

に、フェンスなどの囲い、有料か無料かの部分は必要となってまいりますので、

そういったところについては、先に整備を来年度、計上させていただきたいと

思っておりますので、また、その際にはご審議よろしくお願いいたします。 

○宮嵜議長 西澤議員。 

○西澤議員 そうしますと、施設整備もできていない。そして、ここからこのエ

リアは有料だということは分からないまま、料金体系だけ決める。せめて、着

手がされて、そういう全体像が見える、つまり、有料と無料がちゃんと区分け

されて、管理もされる。そういう見通しの中で、この料金もこういうように決

めますよというのが提出されていないので、その点では未整備だと私は思いま

すので、この点いつ、町長は来年度といった答弁でしたけども、着手自体も、

つまり設計から始まって予算化もありますよね。そして、区割りをどういうよ

うにしていくのかという、面の図面の提示もございます。それはいつされる予

定ですか。 

○宮嵜議長 町長。 

○野瀬町長 まだ、今のところは未定でありますが、担当課は次年度、予算要求

をしておりますので、まずは、両区分の料金体系にかなうように施設整備をし
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て、そして料金設定というふうになると思います。 

○宮嵜議長 西澤議員。 

○西澤議員 最後に。町長は、その施設整備の全体像が見えた段階で、この料金

体系の改正をしても十分間に合うというように思われますか。そうではなくて、

先に準備をするということなんでしょうか。 

○宮嵜議長 町長。 

○野瀬町長 公園の管理規定とともに、今、否決をされましたが、議案第６４号

において指定管理の件が集中的に議論されましたが、指定管理をすることがで

きるという、それに向けての条例整備でありました。伴って、今、事務所でし

か管理をしておりませんので、それが今現在、整理ができる範囲内で準備をす

るということを今回の条例改正としておりますので、施設整備はこれからとい

うことになりますので。後先と言われれば、そうかもしれませんが、それを想

定した条例改正ということを今回はお願いしているわけです。 

○宮嵜議長 ほかにありませんか。 

 阪東議員。 

○阪東議員 ちょっと使用料の関係で、やはりグループでいかはるんですけど、

やっぱりグループという単価の決め方になっているのか、個々の決め方になっ

ているのか、そういうところがちょっと明確に分からないし、要は、グループ

であれば何人までという枠もあってもええんかなと思います。そういった意味

が、この中の条例で、単なるグループで、時間で見張って、大勢の方が来て、

また少ない人も来てというところで不公平も起こるし、もう少しちょっともう

真剣に、今の言う多目的練習場とゲートボール場という形の見直しをしっかり

しはった方がええんと違うかなと思いますので、そこら辺はどうなんですかね。 

○宮嵜議長 建設水道課長補佐。 

○寺居建設水道課長補佐 今の使用料条例に伴います料金体系については、人

数とかということではなくて、あくまで１時間当たりの使用料として算出させ

ていただいております。こちらについては、ちょっとほかの市町の使用料の関

係、ホームページとかに載っているのを確認しましても、一応、時間当たり、

もしくは時間で限られた中での使用料という形で、あくまで使用される人数に

ついての上限というのは設けられていないように見受けられますので、一定、

料金体系としては、時間単価での徴収という形になるのかなとは思っておりま

す。 

○宮嵜議長 阪東議員。 

○阪東議員 やっぱり人数で、やっぱり水道とかトイレとか、いろんな形で使う

ので、ほかの体系じゃなくて、我が町の体系でやっぱりやればええと思うんで

すけれども。そういうところもやっぱりきっちり調べて、新たに設定を起こし
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てもらいたいと思っております。 

○宮嵜議長 建設水道課長補佐。 

○寺居建設水道課長補佐 すいません。今おっしゃっていただいたご意見につき

ましては、ちょっとほかのところを調べながら、甲良町独自ということもおっ

しゃっていただきましたので、そこについては、別でまた検討させていただき

たいと思います。 

○宮嵜議長 ほかにありませんか。 

 木村議員。 

○木村議員 今、多目的練習場、あるいはゲートボール場の使用金額が新たに決

められようとしているんですけど、これ今まで、要は無料やったんです。かな

り長い期間やったと思うんですけれど、今回、料金を決められたのは、議員の

方からもいろんな意見があったもんやから、この際ということで決められたの

か。先ほどちょっと答弁があったと思うんですけど、他の市町を調べられての

金額かなと思うんですけれど、何で今やったということをちょっとお聞きした

いんです。 

○宮嵜議長 建設水道課長補佐。 

○寺居建設水道課長補佐 すいません、今ほどおっしゃっていただいたゲートボ

ール場とかということにつきまして、今までは芝広場という大きなくくりだけ

で、先ほども申し上げました少年野球場についても明文化されておりませんで

したので、そこについては、先ほどの都市公園条例の中で明文化をさせていた

だいていたということでございます。その中で、やはり施設が増えるというこ

とは施設ごとにやはり徴収するということが一定考えられますので、そういっ

た中で、多目的練習場であったり、ゲートボール場につきましては、同じ甲良

町の呉竹の児童公園の方で利用しています利用料金などを参考に算定をさせ

ていただいておりますので、利用料の徴収については、施設がもともとあった

わけでございますが、今までは大きい一くくりということで、細かい施設の名

称がなかったことで、もらえていなかったというような形もありますので、一

定ここで整理させていただけたらなということで上げさせていただきました。  

○宮嵜議長 ほかにありませんか。 

 丸山議員。 

○丸山議員 今、課長補佐が言われたように、多分、今年、少年野球の甲良町の

人の名前、Ａさんにしておきましょうか、その名前で予約とか、グラウンド使

用のあれがあったと思うんですけど、結局、使われているのはよその人であっ

たということが分かりましたよね。多分そういうことから、こういうのはぼち

ぼちしていかなあかんなという動きになったんじゃないかなと私は思っている

んですが、今これを見ていると、料金のことでもそうなんですが、私は全協で
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も言うたと思うんですけど、やっぱり近隣であれば、多賀のＢ＆Ｇ、この間も

言った彦根中学校のナイター、愛荘町、旧の秦荘の宇曽川沿いにあるナイター

設備のある野球場。やっぱり最低限度、この近隣の使っている金額を私は調べ

ておいてほしいということを全協でも言うてたと思うんですけど、私が聞いて

いる範囲では、もう全然これを見ていると安過ぎる金額。何も値段を上げれば

いいというんじゃないんやけど、やっぱり地元の育成、子ども、青少年は分か

るんやけど、今、地元少年野球としては西学区も東学区もないという状態であ

りますし、そういった中でやっぱり他市の人が来てくれるのはありがたいんで

すよ。ありがたいんですが、やっぱりこういった中で、やっぱり安いから甲良

町のグラウンドを使いたいの。高けりゃ、よそに行く、そんな感覚で来られて

いたら困りますよね。 

 というのは、私、何べんも言いますけど、前からグラウンドの山砂なんかが、

やっぱり多少なり減っていきますよね。当時は、教育委員会が管理していたの

かな、教育委員会の方から１年に１回ぐらいか、砂を入れていたと思うんです。

そういう減る分を見越してね。だから、そういうようなこともあるし、やっぱ

りこの間から見ていると、料金が非常に安い。この設定ではもう全然あかんの

で、近隣の、この間言うてた、分かるところだけ何カ所か金額、調べてくれま

したか。 

○宮嵜議長 建設水道課長補佐。 

○寺居建設水道課長補佐 今回の条例改正については、名称に伴うもので、料金

の改定はさせていただいていないんですが、今おっしゃっていただいたように、

近隣の方を調べさせていただきまして、本来であれば、紙でお渡しさせていた

だかないといけないところで申し訳ありませんが、隣の多賀町でございますと、

昼間１時間当たり１，０００円。あと、ナイターを使われた場合、１時間でい

きますと、甲良町の場合２，５００円となっていますが、３，５００円と、若

干１，０００円なり、５００円ずつは高いということでございます。豊郷町に

おきましても同様でございまして、町内であればナイター照明を使わせてもら

うと３，４００円、町外の方で４，８００円ということで、甲良町よりは若干

高いという状況でございます。ここにつきましては、今回、条例改正の内容に

は含めておりませんが、言わせていただいたように検討するということが必要

になってまいりますので、これについては、またいろんな資料を調べながら、

近隣の金額も参考にしながら定めていきたいと思っておりますし、内部での検

討も必要となってまいります。その際にまた、議員の皆様にはご協議いただき

たいと思っておりますので、よろしくお願いします。 

○宮嵜議長 ほかにありませんか。 

 山田裕康議員。 
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○山田裕康議員 この使用に対する利用規則があるのかどうかというのを聞きた

いのと、それと、この金額になって収入の方が幾らになるかというのをどうい

うふうにシミュレーションしているのかということをお聞きします。 

○宮嵜議長 建設水道課長補佐。 

○寺居建設水道課長補佐 使用料に伴う関係につきましては条例のみでして、規

則はなかったように思います。シミュレーションとおっしゃっていただいたの

は、今のグラウンドの利用の関係のシミュレーションということでよかったで

しょうか。 

○山田裕康議員 うん。１年間、去年でもおととしでも。 

○寺居建設水道課長補佐 今年においては、あくまで町内で利用されているなど

で免除をさせていただいている方が多くて、現時点で６５件の申請があったり

しながらも、大半は町内の施設の団体なりで免除させていただいている中で、

利用料金としては約２万円程度の徴収しか行っておりませんので、そこの金額

の設定も含めまして、利用料金、あと免除、あくまで子どもたちの育成の関係

で、全てが全て料金を取るというのもどうかという検討も出てくるかと思いま

すので、そういったことのシミュレーションはちょっと現時点で行えておりま

せんので、ここについても検討させていただきたいと思います。 

○宮嵜議長 ほかにありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○宮嵜議長 ないようですから、これで質疑を終わります。 

 討論はありませんか。 

 西澤議員。 

○西澤議員 総じて雑やと思いますね。使用規定がないとなると、例えば免除規

定、どういう場合の免除がされるのか、減額、減免の制度はどういう場合に適

用されるのかというのが、規定でないということなんでしょうか、その点、そ

の１点でも駄目だと思いますし、それから、施設整備との関係で言うたら、や

はり整合性がないと思いますね。ですから、阪東議員が言われた、人数との関

係でも規則ないしは条例にはならないですけども、規則か要綱でちゃんと文書

的に議会に議案を提出する上では準備をちゃんとしておくと。つまり、住民の

代表の議員を納得させるわけですから、そういう準備をしていくという点でも、

粗雑だと私は思いますね。ですから、もう一遍やり直しをしてほしいというの

が中心的ですし、それから中身、料金についても、整合性やその点、必要だと

思います。その整合性の基準は、施設はどういう目的で町が設置するのか、つ

まり、健康増進で子どもの育成をするのか、一般の方が利用する場合やと、き

ちんとした料金取るけども、こういう場合は免除ですよと、減免、減額ですよ

という、そういう規定がちゃんと示されて、その目的に沿うということをぜひ
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してほしいと思いますので、反対討論です。 

○宮嵜議長 ほかにありませんか。 

 木村議員。 

○木村議員 先ほどの６４号のときも言いましたけど、今回のこの使用料のこと

に関しては、これぐらいの金額で仕方ないんかなとは思うんですけど、ただ、

先ほども申しましたけど、私はキュービクルの方を置いてある、置いていない

で、全然金額が違うんです、僕の経験上。だから、この間、全協で説明があっ

たときにはナイターは１０回前後やったように聞いたんですけど、１年間で。

だから、キュービクルはほとんどがナイター照明の関係やと思うので、沢山の

電気設備があると他いうふうに言われましたけど、もう１回そこら辺を調べて、

それから改めて、先ほど西澤議員も申されましたけど、改めてこの議案を出し

ていただきたいという意味で反対です。 

○宮嵜議長 ほかにありませんか。 

 丸山議員。 

○丸山議員 私も、この議案に関しても反対討論をさせていただきたいと思いま

す。もう１つ、正直言って目的が見えない。それと、何も甲良の町だけがこん

なに安くしなくてもいいんじゃないかなと。先ほども言いましたが、近隣で言

われる多賀町、豊郷町、旧の秦荘にあるナイター設備なんかの値段から見ても、

場所的にしたら、やっぱり天気の日なんか、ほんまに芝生の長い滑り台がある

ところかな、家族連れで来て、弁当を持ってきて、弁当をそこで食べたりとか

して、ほんまに見ていると風景的にいいところなんですよね。そういった意味

もあるし、何も遠慮なく、ごく一般の金額をやっぱり出すべきだと思うので、

もう１つ、目的が見えない、今回に関しては。だから、思いつきでやるという

と言い方は悪いですが、そんな感じで急いで何かやらなあかんみたいな議案書

になっていますので、今回、この議案に関しては反対させていただきたいと思

います。 

○宮嵜議長 ほかにありませんか。 

 野瀬議員。 

○野瀬議員 先ほど阪東議員等、皆さんから話がありましたけども、全体にやっ

ぱり安いなという。ほかの地域から伺っても、この辺の金額の設定、その辺も

含めて、やっぱり私はもう一度見直しが必要かなという気はしております。今

回は、先ほどから話がありますように、その金額の見直しではなしに、この項

目を増やすというところがメインという話だったんですけども、出すに至って

は、やっぱりその辺のところをしっかり、最新の数字に合わせるというところ

も含めて訂正していただきたかったというところで、私、この議案に関しては

反対といたします。 
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○宮嵜議長 ほかにありませんか。 

 阪東議員。 

○阪東議員 私も反対せざるを得ないかなと思っております。公共設備というの

は、儲けるところじゃないので、費用対効果を考えなくてもいいと思うんです

けれども、それにしても、その徴収の方法がやっぱり雑やと思うので、当然、

電気もこれから上がってきますし、そういうものも今回やっぱり、使用料とい

うのは上がるとき、下がるとき、いろいろあるので、今の状況はやっぱり見て、

もう少し真剣にちょっと考えて、使用料を検討していただきたいと思います。  

○宮嵜議長 ほかにありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○宮嵜議長 ないようですから、これで討論を終わります。 

 これより、議案第６５号を採決します。 

 お諮りします。 

 本案は原案のとおり決することに賛成の方はご起立願います。 

（賛成者起立） 

○宮嵜議長 起立がありません。 

 よって、議案第６５号は否決されました。 

 次に、日程第７ 議案第６６号を議題とします。 

 議案を朗読させます。 

 局長。 

○橋本事務局長 議案第６６号 甲良町改良住宅の設置及び管理に関する条例

の一部を改正する条例。 

 上記の議案を提出する。 

 令和４年１２月５日。 

 甲良町長。 

○宮嵜議長 本案に対する提案説明を求めます。 

 建設水道課長補佐。 

○丸山建設水道課長補佐 それでは、甲良町改良住宅の設置及び管理に関する

条例の一部を改正する条例でございます。改良住宅の譲渡によりまして、その

改良住宅の使用しなくなった部分を削除するというものでございます。 

 新旧対照表３ページの方をご覧ください。３ページの４段目、東川原団地５

号。 

 続きまして、６ページ、１段目をご覧ください。６ページの１段目、下大町

団地３２号。同ページの４段目、三水団地１３号。同ページの６段目、三水団

地３８号。 

 ７ページの９段目、一番下になります。下地蔵団地４１号。 
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 以上の５戸の改良住宅を譲渡することによりまして、別表の方から削除する

というものでございます。 

 説明は以上でございます。 

○宮嵜議長 説明が終わりましたので、質疑はありませんか。 

 西澤議員。 

○西澤議員 一つずつ進んできているわけですけども、残りの一覧表を見ますと、

まだまだ課題が残っていると思いますけども、その取組の状況、それから方針

上の点で課題や問題点など、ご報告願いたいと思います。 

○宮嵜議長 丸山建設水道課長補佐。 

○丸山建設水道課長補佐 改良住宅の譲渡に関しましては、順次、譲渡できるよ

うに協議の方をさせていただいているという状況でございます。しかしながら、

近年ちょっと譲渡する数の方が鈍ってきておるというのが現状です。ただし、

今、入居していただいている改良住宅に関しても、譲渡するというのが基本的

な方針として課は考えております。譲渡をしていただけるような環境を整えさ

せてもらって、できるだけ譲渡をしていただくということの推進をさせていた

だくという方向になっております。 

○宮嵜議長 ほかにありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○宮嵜議長 ないようですから、これで質疑を終わります。 

 討論はありませんか。 

 西澤議員。 

○西澤議員 先ほどご答弁いただきましたけども、問題点や課題、これは財産の

譲渡ですので、金銭が伴います。その財政状況、それから暮らしの状況、これ

はだんだんと高齢になって、後になりますとなかなか難しいという点でもあり

ますので、随分、他市と比べますと、改良住宅の譲渡はいろいろ思い切って、

その本人さんが譲渡を受けやすいようにやってきているわけですから、その点

さらに、課題を整理しながら進めていただきたいことを申し上げて、賛成討論

とします。 

○宮嵜議長 ほかにありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○宮嵜議長 ないようですから、これで討論を終わります。 

 これより議案第６６号を採決します。 

 お諮りします。 

 本案は原案のとおり決することに賛成の方はご起立願います。 

（賛成者起立） 

○宮嵜議長 ご着席願います。 
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 起立全員です。 

 よって、議案第６６号は可決されました。 

 次に、日程第８ 議案第６７号を議題とします。 

 議案を朗読させます。 

 局長。 

○橋本事務局長 議案第６７号 甲良町デイサービスセンター等の設置及び管

理に関する条例の一部を改正する条例。 

 上記の議案を提出する。 

 令和４年１２月５日。 

 甲良町長。 

○宮嵜議長 本案に対する提案説明を求めます。 

 保健福祉課長。 

○山崎保健福祉課長 それでは、甲良町デイサービスセンター等の設置及び管理

に関する条例の一部改正でございます。 

 こちらは、事業終了に伴います、文言を削除する一部改正となっております。  

 第２条、第１項の表中「甲良町デイサービスセンターせせらぎ」「甲良町大

字在士３５７番地１」及び「甲良町デイサービスセンターえがお」を削る。こ

の条例は公布の日から施行する。 

 以上でございます。よろしくお願いします。 

○宮嵜議長 説明が終わりましたので、質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○宮嵜議長 ないようですから、これで質疑を終わります。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○宮嵜議長 ないようですから、これで討論を終わります。 

 これより、議案第６７号を採決します。 

 お諮りします。 

 本案は原案のとおり決することに賛成の方はご起立願います。 

（賛成者起立） 

○宮嵜議長 ご着席願います。 

 起立全員です。 

 よって、議案第６７号は可決されました。 

 次に、日程第９ 議案第６８号を議題とします。 

 議案を朗読させます。 

 局長。 

○橋本事務局長 議案第６８号 町道路線の廃止につき、議決を求めることにつ
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いて。 

 上記の議案を提出する。 

 令和４年１２月５日。 

 甲良町長。 

○宮嵜議長 本案に対する提案説明を求めます。 

 建設水道課長補佐。 

○寺居建設水道課長補佐 そうしましたら、１枚おめくりいただきまして、町道

路線の廃止につき議決を求めることについてでございます。 

 路線につきましては、３路線でございます。呉竹東川原団地内１５号線、１

６号線、１７号線でございます。 

 もう１枚おめくりいただきますと、位置図の方を載せさせていただいており

ます。こちらにつきましては、現時点で甲良町の町営住宅を解体しました後の

部分になりまして、ここについて道路法の１０条に基づきまして、一般の交通

の用に供することが必要でなくなったということで、今回、路線の廃止をさせ

ていただくものでございます。このことから、行政財産から普通財産にするこ

とによりまして、今後の活用も含めまして検討できるということになっており

ます。 

 また、残りの路線につきましては、次の議案の方で、また再度、認定という

ことで上げさせていただいておりますので、よろしくお願いいたします。 

○宮嵜議長 説明が終わりましたので、質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○宮嵜議長 ないようですから、これで質疑を終わります。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○宮嵜議長 ないようですから、これで討論を終わります。 

 これより、議案第６８号を採決します。 

 お諮りします。 

 本案は原案のとおり決することに賛成の方はご起立願います。 

（賛成者起立） 

○宮嵜議長 ご着席願います。 

 起立全員です。 

 よって、議案第６８号は可決されました。 

 次に、日程第１０ 議案第６９号を議題とします。 

 議案を朗読させます。 

 局長。 

○橋本事務局長 議案第６９号 町道路線の認定につき、議決を求めることにつ
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いて。 

 上記の議案を提出する。 

 令和４年１２月５日。 

 甲良町長。 

○宮嵜議長 本案に対する提案説明を求めます。 

 建設水道課長補佐。 

○寺居建設水道課長補佐 続けてでございます。先ほどの廃止に基づきまして、

一部、町道として残す部分がございますので、そこについて再度、認定をお願

いしたいものでございます。 

 路線名につきましては、呉竹東川原団地内１６号線と１７号線でございま

す。位置図につきましては、もう１枚おめくりいただきまして、黒丸から矢印

が向いている２路線でございます。こちらにつきましては、いったん道路廃止

をしたものについて再度認定するものでございますが、路線延長が異なること

から、再度認定していただくことになりますので、よろしくお願いいたします。  

○宮嵜議長 説明が終わりましたので、質疑はありませんか。 

 西沢議員。 

○西澤議員 図面で示されたやつで見ますと、５区画ですか。広いところが、草

ぼうぼうの空き地になっています。その点で管理と、それからその後の計画に

ついて何か立案や構想があるのかをお尋ねしておきたいと思います。 

○宮嵜議長 建設水道課長補佐。 

○寺居建設水道課長補佐 こちらの住宅につきましても、先に解体させていただ

いております住宅同様、大分老朽が進んでおりますので、こちらの今お住まい

の方についても順次、新たなところへ住んでいただけるように、先に空き家と

いうか、町の住宅の方の改修なりを進めた上で、住まいの方に相談しながらで

すけれども、移転していただけるように進めたいと思っておりまして、将来的

には、同じく更地にしたいと思っております。 

○宮嵜議長 西澤議員。 

○西澤議員 いや、だから、今後更地にするやつと違って、既に雑草が生え茂っ

ている広場というか、区画があります。ここはまとまった地域、広さができま

すので、何か構想、検討が始まっているのか。それとも、そういう構想でされ

ているのかどうか。これは財産の管理になりますので、総務課ですか、町長側

でご説明願います。 

○宮嵜議長 総務課参事。 

○村田総務課参事 昨年の１２月議会で建設水道課の方で、当時、私の方が担当

させていただきましたけれども、１期、２期、３期という形で譲渡計画の方を

出させていただいたかと思います。そちらの方で今回、道路を廃止されたとこ
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ろというのが、第１期計画としまして、今現在お住まいの部分も一部、２棟４

戸ですか、まだお住まいでございますけれども、そちらのところについても交

渉をしていただきまして、あわせて、その敷地面積については一括して、今回、

道路廃止しましたので、１つの区画となりますので、今回の議決でその道路部

分を用途廃止しましたら、１つの区画となりますので、一括した広い敷地とし

て住宅用地として売却ができるんじゃないかなと考えていたところです。 

○宮嵜議長 ほかにありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○宮嵜議長 ないようですから、これで質疑を終わります。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○宮嵜議長 ないようですから、これで討論を終わります。 

 これより、議案第６９号を採決します。 

 お諮りします。 

 本案は原案のとおり決することに賛成の方はご起立願います。 

（賛成者起立） 

○宮嵜議長 ご着席願います。 

 起立全員です。 

 よって、議案第６９号は可決されました。 

 次に、日程第１１ 議案第７０号を議題とします。 

 議案を朗読させます。 

 局長。 

○橋本事務局長 議案第７０号 権利の放棄及び和解につき、議決を求めること

について。 

 上記の議案を提出する。 

 令和４年１２月５日。 

 甲良町長。 

○宮嵜議長 本案に対する提案説明を求めます。 

 建設水道課長補佐。 

○丸山建設水道課長補佐 それでは、権利の放棄及び和解につき議決を求めるこ

とについてでございます。次のとおり、権利を放棄するとともに、これに伴う

和解をするため、地方自治法第９６条第１項第１０号及び第１２号により、議

会の議決を求めるものでございます。 

 １、放棄する権利及び和解の概要でございます。 

 （１）です。放棄する権利及び和解の内容。大阪高等裁判所令和４年（ネ）

第１９１４号貸金等返還請求事件で請求した金額のうち、遅延損害金の一部に
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ついての権利を放棄し、別紙和解案のとおり、相手方と和解するものでござい

ます。 

 （２）です。放棄する権利の金額です。残元金及び利息５９１万２，１６３

円に、平成９年７月２２日から元金の支払われた日まで、年１０．９５％の割

合による遅延損害金を加えた総額から、別紙和解案のうち、被告らが支払い義

務があると認める金額６４８万６，０３２円を差し引いた額となります。 

 ２、和解関係人の所在地及び氏名は記載しているとおりでございます。 

 次のページ、おめくりください。 

 ５、放棄及び和解の理由です。本事件については、この和解により紛争が早

期に解決することを勘案し、遅延損害金の一部についての権利を放棄し、和解

しようとするものである。 

 ６、授権事項でございます。町長は、必要に応じ、次に掲げる行為をできる。

（１）趣旨を損なわない和解案の軽微な修正。（２）本件に関し、和解に代わ

り、民事調停法第１７条の規定による、調停に代わる決定が行われた場合で、

その決定が本件和解案の趣旨と相違ないとき異議を申立てないことの決定で

ございます。 

 ３ページ、和解案は記載案のとおりとなっております。 

 以上、説明は以上でございます。よろしくお願いします。 

○宮嵜議長 説明が終わりましたので、質疑はありませんか。 

 西澤議員。 

○西澤議員 説明書を資料２、全協のときに配られました。それを見ますと、請

求額、元金で５４２万９，０００円。そして、一括金が約３００万円です。そ

の点で、元金の割込みがございます。その元金が、未回収の部分は分割という

ようになっていますが、元金が割り込んで一括払いというようになった事例は

少ないと思いますが、質問の内容は、他の事案との関係で不公平が生じないか

どうか、その点どういうふうに考えているのか、町長の見解を尋ねておきたい。

担当課が言っていただいても結構ですから、お願いします。 

○宮嵜議長 丸山建設水道課長補佐。 

○丸山建設水道課長補佐 元金の割込みに関してなんですけれども、今回の事

案、被控訴人らがかなり高齢となっております。和解案としまして、まず、債

務金６４８万６，０３２円のうち、３００万８，４３０円を和解の席において、

一括で支払っていただけるということでございます。この一括で支払っていた

だける金額が大きいので、控訴人らの年齢のことなども考えますと、残りの分

割で支払ってもらっている額、約７年間になります。その間に回収、一日でも

早く弁済を開始していただいて、一日も早く１円でも多く回収金の方を取るこ

とが先決ではないかということで、今回の和解案を上げさせていただいた次第
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でございます。 

○宮嵜議長 西澤議員。 

○西澤議員 この遅延損害金の割引にしろ、それから利息や元金の割込みについ

ては、長年、町が放置しておいたという点で、おわびのつもりが入っていると

いうように、以前からずっと意見を言わせていただきましたが、もうそういう

点で他の事例との関係でも、なかなか今後の対応が難しくなると思いますが、

その点では整理が必要だと思いますが、町長、この事案でなかなかきれいにい

かないわけですけども、その点どういうふうに考えておられるか、見解を聞い

ておきたいと思います。 

○宮嵜議長 町長。 

○野瀬町長 今までの和解議決事例については、以前から、議員さんの方で、遅

延損害金については云々ということがありまして、一応、元金を割り込まない

という、キープしておりましたが、今回はそうでない事例が発生しました。い

ずれにしても法的措置の中で、十分、司法判断、それから和解勧告という中で

十分、中身の議論を意見ごとにやってもらっておりますので、今回これが今ま

での取組とは違うということになりましたが、回収という面での見通しを含め

て、今回こういう事例が発生しました。他に影響しないように、十分個別的に、

今後、取組を進めてまいりたいと思っています。 

○宮嵜議長 西澤議員。 

○西澤議員 これ、分割で支払いを計算しますと、８４回、７年かかるんですよ

ね。かなり高齢になっておられるその方が、年金の収入もほんまに枯渇してい

ると思いますけども、そこからまた支払いが滞ると、もう一度裁判となっちゃ

うわけで、その点でもリスクが高いと思いますが、私自身は高齢になったから、

長年そういうようにならざるを得なかった放置、この分は差引きすべきだとは

思っていますが、８４回、７年かかるという点で、和解の段階でどんな話合い

がされてきたのか、説明願いたいと思います。 

○宮嵜議長 丸山建設水道課長補佐。 

○丸山建設水道課長補佐 今回の支払っていただく７年間という期間につきま

して、少し厳しいかなというところではあったんですけれども、弁済していた

だく方たちは高齢であり、あと、年金の生活だったり、そういった形の方がい

らっしゃいます。なかなかその弁済金を一気に短期間で支払っていただくとい

うような要求をさせていただくと、なかなか和解の交渉がうまく進まないとい

うこともありまして、弁済していただく方たちに、どれぐらいだったら期間的

にいけますかという協議の方をさせてもらって、うちが出す条件と、向こうが

出してきた提案の間を取りまして、７年間という形の結論に至りました。 

○宮嵜議長 ほかにありませんか。 



－29－ 

 町長。 

○野瀬町長 ちょっと答弁、失礼しました。今回、元金は割ってなくて、明細を

見てみますと、利息分が割り込んだということでございますので、ちょっと訂

正させていただきます。 

○宮嵜議長 ほかにありませんか。 

 丸山議員。 

○丸山議員 あんまりくどくど聞きませんが、この７年の間、今、高齢と言われ

ましたけど、この人たちは正直、子どもさんなんかいてはるやろうと思うんで

すが、最終的には、まだ子どもさんまで流れ的には行くんですかね。ちょっと

その辺を聞かせて。高齢と言わはるので、この人らの子どもたちがいるんであ

れば。 

○宮嵜議長 丸山建設水道課長補佐。 

○丸山建設水道課長補佐 今回の方に関しては、ご兄弟の方が中心になって払っ

ていただいております。子どもさんなどはいないと言う状況です。 

○丸山議員 いないの。 

○丸山建設水道課長補佐 いらっしゃるんですけれども、相続の放棄だったりと

か、そういう形で請求はできないという形になっております。 

○宮嵜議長 ほかにありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○宮嵜議長 ないようですから、これで質疑を終わります。 

 討論はありませんか。 

 西澤議員。 

○西澤議員 高齢を理由に、そういう点では困難な状況、それから当人さんの分

については困難だというやつは配慮的に、また温かい対応でというのは大事な

ことだと思います。同時に、町がこの間、利息が積み増しされて、そういう状

況になってきたという点で、大反省が要ると思いますね。というのは、私が先

ほど町長が答弁のやり直しをされましたけれども、一括金そのものが元金を割

り込むわけです。ですから、その点で危うい１万３，８００円の月々支払いで

すよね。もうこれは負担にかからない、年金生活がもう３万円、４万円という

方が大変多いですから、その分、支払いはえらいと思いますけれども、その点

から見たら、今後の方式、町が取り組むべき、今まで、長年、利息が積み増し

するような放置をしてきたという点でのおわびの意味、町は請求をしていると

いう立場からおわびするつもりはないと思いますけども、そういう意味合いも

入っているんだというのをはっきりと当人さんに示して、他の事例も和解の方

向でけりがついていくように配慮、心配りをしていただくことを求めて、賛成

討論とします。 
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○宮嵜議長 ほかにありませんか。 

 丸山議員。 

○丸山議員 私も長年にわたって、こういう事例が出てきて、丸澤前課長のとき

に、ここまでよく踏み込んだなという思いをいまだに思っております。そうい

った中で、半分でも払って、あとぼちぼちと払っていただけるということを思

いまして、賛成討論とさせていただきたいと思います。 

○宮嵜議長 ほかにありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○宮嵜議長 ないようですから、これで討論を終わります。 

 これより、議案第７０号を採決します。 

 お諮りします。 

 本案は原案のとおり決することに賛成の方はご起立願います。 

（賛成者起立） 

○宮嵜議長 ご着席願います。 

 起立全員です。 

 よって、議案第７０号は可決されました。 

 次に、日程第１２ 議案第７１号を議題とします。 

 議案を朗読させます。 

 局長。 

○橋本事務局長 議案第７１号 甲良町デイサービスセンター「けやき」の指定

管理者の指定につき議決を求めることについて。 

 上記の議案を提出する。 

 令和４年１２月５日。 

 甲良町長。 

○宮嵜議長 本案に対する提案説明を求めます。 

 保健福祉課長。 

○山崎保健福祉課長 それでは、議案第７１号です。甲良町デイサービスセンタ

ー「けやき」の指定管理者の指定につき議決を求めることについて、地方自治

法第２４４条の２第６項の規定に基づき、議会の議決を求めるものでございま

す。 

 １、公の施設の名称。甲良町デイサービスセンター「けやき」。 

 ２、指定管理者。犬上郡豊郷町大字八目１２番地、公益財団法人、豊郷病院、

代表理事、佐藤公彦。 

 ３、指定期間。令和５年４月１日から令和１０年３月３１日まででございま

す。 

 本日、皆様の机の方に各事業所の事業の取組内容、利用者数等の実績をまと
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めさせていただきました資料をＡ４横向けのもの１枚です。用意させていただ

きました。 

 以上、よろしくお願いいたします。 

○宮嵜議長 説明が終わりましたので、質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○宮嵜議長 ないようですから、これで質疑を終わります。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○宮嵜議長 ないようですから、これで討論を終わります。 

 これより、議案第第７１号を採決します。 

 お諮りします。 

 本案は原案のとおり決することに賛成の方はご起立願います。 

（賛成者起立） 

○宮嵜議長 ご着席願います。 

 起立全員です。 

 よって、議案第第７１号は可決されました。 

 次に、日程第１３ 議案第７２号を議題とします。 

 議案を朗読させます。 

 局長。 

○橋本事務局長 議案第７２号 甲良町デイサービスセンター「かつらぎ及びは

つらつルーム」の指定管理者の指定につき議決を求めることについて。 

 上記の議案を提出する。 

 令和４年１２月５日。 

 甲良町長。 

○宮嵜議長 本案に対する提案説明を求めます。 

 保健福祉課長。 

○山崎保健福祉課長 続きまして、議案第７２号です。甲良町デイサービスセン

ター「かつらぎ及びはつらつルーム」の指定管理者の指定につき議決を求める

ことについて。地方自治法第２４４条の２第６項の規定に基づき、議決を求め

るものでございます。 

 公の施設の名称。甲良町デイサービスセンター「かつらぎ及びはつらつルー

ム」。 

 指定管理者。彦根市後三条町３５０番地３、鈴木ヘルスケアサービス株式会

社、代表取締役、鈴木則成。 

 指定期間は、令和５年４月１日から令和１０年３月３１日までです。 

 以上、よろしくお願いします。 
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○宮嵜議長 説明が終わりましたので、質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○宮嵜議長 ないようですから、これで質疑を終わります。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○宮嵜議長 ないようですから、これで討論を終わります。 

 これより、議案第７２号を採決します。 

 お諮りします。 

 本案は原案のとおり決することに賛成の方はご起立願います。 

（賛成者起立） 

○宮嵜議長 ご着席願います。 

 起立全員です。 

 よって、議案第７２号は可決されました。 

 次に、日程第１４ 議案第７３号を議題とします。 

 議案を朗読させます。 

 局長。 

○橋本事務局長 議案第７３号 甲良町グループホーム「らくらく」の指定管理

者の指定につき、議決を求めることについて。 

 上記の議案を提出する。 

 令和４年１２月５日。 

 甲良町長。 

○宮嵜議長 本案に対する提案説明を求めます。 

 保健福祉課長。 

○山崎保健福祉課長 議案第７３号 甲良町グループホーム「らくらく」の指定

管理者の指定につき議決を求めることについて。地方自治法第２４４条の２第

６項の規定に基づき、議会の議決を求めるものでございます。 

 公の施設の名称。甲良町グループホーム「らくらく」。 

 指定管理者。犬上郡豊郷町大字八目１２番地、公益財団法人、豊郷病院、代

表理事、佐藤公彦。 

 指定管理期間。令和５年４月１日から令和１０年３月３１日までです。  

 以上、よろしくお願いします。 

○宮嵜議長 説明が終わりましたので、質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○宮嵜議長 ないようですから、これで質疑を終わります。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 
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○宮嵜議長 ないようですから、これで討論を終わります。 

 これより、議案第７３号を採決します。 

 お諮りします。 

 本案は原案のとおり決することに賛成の方はご起立願います。 

（賛成者起立） 

○宮嵜議長 ご着席願います。 

 起立全員です。 

 よって、議案第７３号は可決されました。 

 ここで、休憩します。後ろの時計で４５分再開です。 

（午前１０時３０分 休憩） 

（午前１０時４５分 再開） 

○宮嵜議長 それでは、休憩前に引き続き、会議を再開します。 

 次に、日程第１５ 議案第７４号を議題とします。 

 議案を朗読させます。 

 局長。 

○橋本事務局長 議案第７４号 甲良町過疎地域持続的発展計画の策定につき、

議決を求めることについて。 

 上記の議案を提出する。 

 令和４年１２月５日。 

 甲良町長。 

○宮嵜議長 本案に対する提案説明を求めます。 

 企画監理課長。 

○熊谷企画監理課長 甲良町過疎地域持続的発展計画の策定につき、議決を求

めることについて。 

 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法、令和３年法律第１９号

第８条第１項の規定により、甲良町過疎地域持続的発展計画を別冊のように定

めることについて、議会の議決を求める。 

 お開きいただきまして、別冊の方をご確認願います。甲良町持続可能な地域

づくり計画（甲良町過疎地域持続的発展計画）でございます。 

 さらにお開きいただきまして、目次をご確認いただきたいと思います。なお、

この計画につきましては、全員協議会等を通じまして皆様の方にも既にお手渡

しさせていただきまして、内容等を説明させていただいていた経緯もございま

すので、こちらにつきましては、記載の概要につきまして目次に基づきご説明

させていただきたいと思います。 

 まず、はじめにつきましては、本町が令和４年４月１日に過疎法に基づき、

過疎地域の指定をされ、この計画につきましては、令和４年から７年の４年間
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を計画期間とし、定めるといったことを位置づけております。 

 また、２ページからの基本的な事項につきましては、町の概況に基づき、自

然的な地域的な概況及び人口的な人口の推移等を掲げまして、こちらの持続的

発展計画の基本方針と目標をそれぞれ位置づけているものでございます。 

 また、１２ページ以降の１から１１につきましては、この過疎法の法律に基

づきまして、記載すべき１１項目につきまして、それぞれの現況と問題点、そ

れからその対策、それから計画等をそれぞれに基づきまして記載させていただ

いているものでございます。 

 また、最後の３８ページ以降の事業計画、過疎地域持続的発展特別事業分再

掲と記載させていただいております分につきましては、その前段で、１から１

１までに記載しました事業計画のうち、複数年において実施する事業につきま

して、改めて再度掲載しているところでございます。また、こちらの計画につ

きましては、この議会に提出する前に、県との事前協議を１１月末に了しまし

て、その内容に基づきまして法定の基本的な要件を備えていること、また、そ

の適格性を持っていることといったようなことをご確認いただいていることを

併せてご報告させていただきたいと思います。 

 また、こちらで議会承認いただきました後には、県の方に提出し、年明けに

は国の方へ提出させていただきたいといったような予定でおります。どうぞご

審議よろしくお願いいたします。 

○宮嵜議長 町長。 

○野瀬町長 お手元に、過疎の発展方針という資料をおつけさせていただきまし

た。全員協議会におきまして、西澤議員から、単独では甲良町、県内で一定の

総括をする必要があるのではないかというご質問をいただきまして、断片的な

お答えでしかできておりませんでしたので、資料に基づきまして、その内容説

明を補足的にさせていただきます。 

 まず、滋賀県過疎地域持続的発展方針、これについては本町が今、提案説明

しているのは、法律第８条に基づく市町村計画の定めを提案しておりますが、

第９条には都道府県計画を定めるという過疎法の条文がございまして、それに

基づいて滋賀県では、令和３年８月に、この発展方針が定められ、なお、令和

４年６月に甲良町が４月１日に選定された等がありまして、令和４年６月に一

部改定がなされた直近の県の計画でございます。中身はまたご覧いただくとし

て、ポイントだけ言わせていただきます。 

 １番の位置づけでありますが、ずっと下の方に方針といたしまして、令和３

年度から令和７年度前半の５カ年の設定ということで、過疎地域の持続的発展

を図るための県の大綱ということが言えます。それから、指定されている地域

は、その下に１ページから２ページにかけて、県内の指定された地域、区域が
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掲載されています。 

 ３ページをご覧いただきたいと思います。その指定された区域の２番の現状

と課題の（１）でありますが、過疎地域の人口動向でございます。ちょっと表

が小さいので見にくいんですけど、アの人口推移の国勢調査の表の右上にちょ

っと注釈が書いてありますが、パーセンテージの２段目です。上段は、昭和５

５年から令和２年の比較数値、それから下の段は令和７年から令和２年の数値

ということで、甲良町で言いますと、上段が２９．８％減っている。これは昭

和５５年、４０年前の人口から比べると２９％減っていると。そして、２５年

前、これが基準になるわけですが、２５年前からすると２５．８％減ったと。 

 過疎法では、２１％以上減ったら、過疎地認定しますよという基準でありま

すので、そういうことになります。したがって、２５年基準でいきますと、旧

愛東町の２２．８％から、それから一番高いのが、旧朽木村の４０．６％とい

う減少率で、それぞれ明記されております。それから、上段でいきますと、余

呉町が２番目ですが、４４．８％、朽木村４６．３％と、かなり減っていると

いう、旧町単位での数値が出ています。したがって、この一覧表でいきますと、

旧虎姫町から西浅井町までは、長浜市に合併していますので、長浜市の中には

一部、過疎地域があるという状況です。それから、高島市では一部の地域に過

疎地域があるということでございます。それから、東近江市では旧永源寺町、

愛東町がありまして、ご承知のように単独では甲良町ということでございます。

したがって、単独でいっていると永源寺、愛東、甲良、このエリアでは減少率

の高い町でございます。したがって、虎姫町から朽木村までは、令和３年４月

１日に一部過疎認定になりました。それから、東近江市の旧永源寺町から甲良

町までが、本年４月１日から過疎地域に認定されたという表でございます。 

 したがいまして、課題でありますが、１１ページ、これは県の計画のページ

をそのまま写しておりますので、過疎地域の課題（４）です。読み上げますと、

過疎地域は人口減少が続いており、県内でも高齢化率が特に高く、コミュニテ

ィー機能の低下により、集落の維持・活性化が困難な地域も出始めています。

それから農業等々対策が必要と書かれております。それから、その下、８行目

から、または１次、２次、第３次と書かれておりまして、企業立地条件不利、

最終的には地域資源の活用に新たな企業の創出、適地での企業誘致等により、

過疎地域でも魅力ある働く場の確保が求められていますと過疎地域の課題が

ありますので、この課題を今、熊谷課長が提案したように、甲良町にも、この

計画を立てて過疎対策、人口減少対策を図っていくという計画の議決をお願い

するものであります。 

 それから最後に、新聞記事を掲載しました。これは、県知事が北部振興と言

っておられまして、特に高島市、長浜市を中心的に、プロジェクトで振興を図
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る、いわゆる、一部過疎地域を含んだ北部の振興プロジェクトというのが、１

１月１日に立ち上げられたということでありますので、出だしには観光活性化、

企業誘致などを通じて、にぎわい創出ということでありますが、１１月１日に

町村会と県、いわゆる６町長と知事が県の幹部との行政会議が行われましたの

で、総括的には、会議の後、個別懇談をしましたので、総合企画部長の東部長

と知事公室長の中嶋室長に、甲良も忘れてもらってはあきませんよと、類似課

題があるので、北部の課題、このプロジェクト課題は甲良の課題であるという

ことで、県の過疎の発展計画に基づいて、甲良町も支援をお願いしたいという

要望をしているところでございます。 

 以上、西澤議員の質問のお答えにはなっているかどうかは分かりませんが、

補完的に説明させていただきました。 

 それから、もう１点は、やれることからやろう甲良のまちづくり、これは過

疎の今の課題で言われている最初の課題の出だしでありますが、集落コミュニ

ティーの機能低下ということで、今年度、まちづくり協議会を断続的に開いて、

地域課題の議論をいただいて、今後、体系的にはこうすればという集約をしま

したので、これの説明はしませんが、１３の集落と町が連携した、課題に向い

た集落コミュニティーの問題についても、今後、取組を進めるという資料でご

ざいます。 

 以上であります。 

○宮嵜議長 説明が終わりましたので、質疑はありませんか。 

 西澤議員。 

○西澤議員 今、るる説明がありましたけども、甲良で様々に課題があると思い

ますが、今、説明があったのが国、それから県の独自、それぞれの全体的な方

向があると思いますけれども、甲良は甲良で独自の課題があると思います。そ

こで、私は１１月１日に、９つの質問、意見を提出させていただきました。町

長宛てに。そのうちの３つ、ほとんどが採用する必要がありませんという回答

が、次の日にやってまいりました。という点で、この議案に関して聞きたいと

思います。 

 １つは、地域の持続的発展の基本方向と展開がされていますけども、単に甲

良町以外の過疎地域、部分地域は、大変交通不便で山の中、それから里、そう

いう点でも中心部から離れています。ところが、甲良の場合は、地域的にそう

でありません。ですから、その点、どういうように考えているのかというのを

きちんと知っておく必要があるというので、１番目を挙げました。 

 それから、２つ目に、内的発展を掲げています。しかし、地域おこし協力隊、

これを受け入れてきましたけども、個々に成果を残してくれている部分があり

ますけども、町全体で、そしたら人口減少に歯止めがかかるような取組がされ
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ているのかという点でも検証がされていません。２つ目の質問は、その検証を

地域おこし協力隊の検証を、たしか５人を受け入れてきたと思いますけども、

その数人受け入れてきて、どういう成果があって、どういう課題を残して、ど

ういう反省点があるのかというのを検証されているかどうかをお尋ねします。 

 それから、３つ目は、住民意識のアンケートがありました。甲良町のイメー

ジが悪い、町のイメージが悪いという回答が６割あったという報告がされてい

ます。その回答が一番多いんですよね。その中心点をどういうふうに考えてい

るのか、どう改善するのかということも、やはり今後の計画ですから、盛り込

む必要があると思いますけれども、その３点について見解をお尋ねします。 

○宮嵜議長 企画監理課長。 

○熊谷企画監理課長 ありがとうございます。西澤議員からいただいたご質問に

つきましては、町長とも協議させていただいた上で、メールの方で回答させて

いただいたところでございます。 

 まずもって、ちょっとおわびをさせていただかなくてはなりませんのは、期

限内にいただいておりましたら、もう少し計画に何らかを盛り込むというよう

な手続もできたやも、あったかもしれないんですが、こちらからお願いした期

限をちょっと過ぎてしまっていたといったようなことでの対応が、こういった

形になったといったことは、ちょっとご了解いただきたいなとまず申し添えた

いと思います。 

 まず、１点目の過疎の原因、背景につきましてご質問いただいておりまして、

ほかの地域との違いといえば、いわゆる甲良町の場合、平地過疎と一般に言わ

れておりまして、それ以外のところにつきましては、いわゆる山間部の山地過

疎といったような違いでいきますと、交通の利便性なりの違いというのは一定

あろうかと思うんですが、その過疎に対する原因、背景につきましては、当該

計画の６ページにおいて、その人口推移等につきまして原因を一定、記載させ

ていただいておりますので、さらなる原因につきましては、今後の中でまた考

えていきたいなとは考えておりますが、一定この６ページにおいて記載をさせ

ていただいておるといったようなこともご回答させていただいたところでござ

います。 

 それから２つ目に、地域おこし協力隊の件、それから住民意識の件、お尋ね

いただいているところなんですが、こちらにつきましても、議員からのご質問、

ご意見については、一定、今後の検討なり、課題なり、検証というのは必要で

あろうかなとは思うんですけれども、こちらの過疎計画の記載事項の基本的な

記載要件として書かざるを得ない、書かなくてはならないといったようなこと

の観点から見た場合に、現在この計画に盛り込む必要性というのは、一定ない

のかなといったようなことで記載は省略させていただきたいといったご回答を
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させていただいたところです。 

 なお、議員ご指摘の点については、今後、他地域の地域おこし協力隊の取組

状況でありますとか、住民意識の改善につきましては、総合計画の方にも記載

もありますので、その検証の中では、一定その場面を見て、今後も検証、それ

から取組といったものを検討はさせていただきたいなと思っております。 

○宮嵜議長 西澤議員。 

○西澤議員 今、回答いただきましたけれども、私は９つの項目の末尾に、計画

に反映するしないにかかわらず、ご回答、見解をいただきたいと述べています。

その点でも、大変、切り捨てた内容でした。 

 そこで、６番目に私が記入していますが、若年層、これは計画の中でもあり

ますけども、２０歳から３９歳の人口、これが７年間で３０％近い減少ですね。

今年の新生児、去年の新生児、そういう状況から見ますと、本当に深刻です。

ですから、ここにスポットを当てて、どういうように対策を取るのか、減少状

態を緩和するのかという点で、特化したやっぱり記述がどうしても甲良町の中

で必要だと私は思っています。その点で、大変不十分なところなんですけども、

この６項目の若年層が減少していくというところ、総合的な対策が必要だと思

いますけども、町長に見解をお尋ねしたいと思います。 

○宮嵜議長 町長。 

○野瀬町長 ９項目全ては回答できませんけれど、企画監理課長が申し上げまし

た基本であります。甲良の場合は平地過疎になりますので、県の担当課長も早

く脱却できる過疎計画にして対策に取り組みましょう、県も支援しますという

ことであります。もとより、いろんな要素が重なって、今日こういう減少状況

になっていると思うんですが、財政事情もそうだと思いますし、町の施策、そ

れから新たな居住地ができないという問題であったり、宅地も造成可能地域の

試みをやっているんですが、実際的には甲良町、具体施策につながっていない

という、施策が前へ進んでいないという点について過疎につながったと思いま

す。 

 したがって、若者、２０代３０代についても、アンケートがありましたよう

に、遠方へ流出でなくて、近隣市町へ流出しているということでありますので、

それらを意識して、若者のご意見を聞く、さらには、いったん出ている近隣地

域から、もう一回、甲良に戻ろうかという、そういう取組を進めなければなら

ないと思っておりますので、全く状況が、甲良の場合には、近隣地域への流出

ということになっておりますし、それから、地域おこし協力隊についても、募

集して、私が就任してからは新たな地域おこし協力隊は求めておりませんとい

うのは、以前はやりたい人、甲良に来たい人ということで、地域おこし協力隊

の本人の希望といいますか、何をやりたいかを審査して、地域おこし協力隊に、
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甲良へ入ってもらったということですが、今、１枚資料を出しましたけど、集

落支援員とか、甲良が求める人材は地域おこしというか、そういうテーマを行

政内発的にこういうテーマで募集したいんだと。そして、数年後にはあなたも

独立して、経営につながるようにという、そういうプランの見通しなくやった

ことでありますので、今、中断しておりますが、そういうことではなかったか

なと思います。１つずつ、背景、原因がありますが、トータル的にはこういう

状況に陥ったということでありますので、今、提示しています、甲良の過疎の

計画、それぞれを前進させる取組が必要だと思っています。 

○宮嵜議長 ほかにありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○宮嵜議長 ないようですから、これで質疑を終わります。 

 討論はありませんか。 

 西澤議員。 

○西澤議員 討論を行います。西澤です。過疎法の適用を受けた本町の現状をど

のように打開するかという取組に反対するわけでありません。反対の理由は主

に２点です。 

 １点目は、現状、事実のリアルな掌握と、県内他市町にはない人口激減への

深い危機感が、この計画には欠如していると考えます。また、その要因に対す

る分析、検証が表面しか触れられていません。 

 ２点目は、激減を招いた反省を込めた総括、検証を率直に行う必要があるに

もかかわらず、その総括がなされた形跡はほとんど見当たりません。具体的に

は、１１月１日、私は９点にわたって意見書を提出しました。しかし、町長か

らの回答は、ほとんど採用する必要なしというものでした。何事にも通じるこ

とですが、間違いや不十分な点は幾つも発生します。とりわけ、税金で成り立

っている自治体行政は、間違ったとき、恐れることなく、どこが間違いか、な

ぜ間違ったか、正直に振り返ることがとても大切だと思っています。 

 １つ、例を挙げれば、地域おこし協力隊を数人受け入れてきました。しかし、

個々には成果を残していただいた取組もありますが、定着されておられる方は

ゼロではないかと思います。様々な複雑な事情があると思いますが、町全体で

移住、定住、人口増加に全くつながっていないのが現実です。町政として深刻

に総括をすべきだと私は思います。そうでなければ次の前進、展望は望めない

のではないでしょうか。 

 もう１つ、反対する理由は、議案にある（過疎地域持続的発展特別事業分）

にある事項には、暮らし、零細業者の経営、そして、医療、介護など、過疎地

に暮らす住民、小零細企業者への直接支援がほとんどないことです。これでは、

ハード事業に偏り、過疎債という名の借金から抜け出せなくなる恐れさえある
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のではないでしょうか。有利な借入れがあるからといって、それに頼り過ぎな

いようにしなければならないと思います。 

 今、甲良町で必要なことは、予算も行政の力も思い切って子育てと教育に関

わる施策展開、事業展開に集中することが大事だと思います。甲良町は今、前

進する絶好のチャンスかもしれません。様々な困難を経験して、底からはい上

がるだけなのですから、先日、「少子化時代の自治体の役割」という講義を受

けてまいりましたが、藻谷先生は、「事実に基づくデータを偏見なく受け止め、

分析し、誠実に取り組めば、前進の道は開ける」という貴重で当たり前の教訓

を得たように私は思いました。 

 以上、計画の充実、補強、改善を求めて、今回の計画案には反対する討論と

させていただきます。 

 以上です。 

○宮嵜議長 ほかにありませんか。 

 岡田議員。 

○岡田議員 私の方はいったんは賛成討論とさせていただきます。甲良町過疎地

域持続的発展計画ということで、実は私も期限内のときに、今の課長の方に、

こういうことをしたらどうかとかいう細かい提案をしていたところ、国のまず

最初の発展計画については、ある程度の枠を広げて緩い感じでしないと、ちょ

っと補助金の方とかそういう支援の方も受けられないということをお聞きしま

して、今後、かなり詰めてきた内容になったときには各議員がそれぞれ思って

いる提案なり、そういうことを受け入れてもらえるように、お互い切磋琢磨し

ながら提案するのは、多分よいことだと思うので、そのときにはお力を貸して

いただきたいと思うんですけれども、今現在、国に提出するという点では、私、

前回ちょっと視察の方も行かせてもらったときに、その過疎法の適用を受けて

いるところの計画とかも聞きましたところ、こういった内容で、多分どこの市

町で行っても、ほぼこういうやわらかい感じの、大ざっぱにはなってしまって、

我々議員からしてみれば、こんなんで大丈夫なのかというそういうこともある

かと思いますが、いったんこれで何か通っていると。ただ、そうなると金太郎

あめのように同じような内容になってしまって、ちょっと残念なことになるの

で、これが通った後には、やっぱり今言われた、皆さん議員が持っておられる

ような細かい提案の方をさせていただきたいと思いますので、今回はいったん

賛成の方とさせていただきます。 

 以上です。 

○宮嵜議長 ほかにありませんか。 

 阪東議員。 

○阪東議員 おおむね賛成をさせていただきます。最初もらった、先月だったか
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な、そのときには一応、再掲のところがなくて、事業区分がはっきり、一般の

人に分かるかなと思ったんですけれども、そういうようなところもしっかり書

けて、恐らくインターネットで出しても、ほぼ理解ができるんと違うかなと思

います。ただ、いろんな面で目標値というものを書かれています。それに対し

てはやっぱり今後、各課がどこが担当するんやというものを見える形に、やっ

ぱりやっておくというのも重要なことだろうと思います。このとおりにいけば

いいんですけど、行けない場合がある。そういうところについての反省材料と

して見える化というところをしっかりしていただきたいと思います。よって、

いろんなところに課題はあるんですけれども、この議案については賛成させて

いただきたいと思います。 

○宮嵜議長 ほかにありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○宮嵜議長 ないようですから、これで討論を終わります。 

 これより、議案第７４号を採決します。 

 お諮りします。 

 本案は、原案のとおり決することに賛成の方はご起立願います。 

（賛成者起立） 

○宮嵜議長 ご着席願います。 

 起立多数です。 

 よって、議案第７４号は可決されました。 

 次に、日程第１６ 議案第７５号を議題とします。 

 議案を朗読させます。 

 局長。 

○橋本事務局長 議案第７５号 令和４年度甲良町一般会計補正予算（第６号）。 

 上記の議案を提出する。 

 令和４年１２月５日。 

 甲良町長。 

○宮嵜議長 本案に対する提案説明を求めます。 

 総務課参事。 

○村田総務課参事 議案第７５号 令和４年度甲良町一般会計補正予算（第６

号）について、ご説明を申し上げます。 

 予算書の方をお願いいたします。予算書をめくっていただきました、かがみ

文の方でございます。 

 甲良町一般会計補正予算（第６号）は、次に定めるところによるとしまして、

第１条におきまして、歳入歳出それぞれ４，１９９万４，０００円を追加し、

歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ４２億３３８万２，０００円とするも
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のでございます。 

 また、債務負担行為の補正としまして、債務負担行為の追加は、第２表債務

負担行為補正によりご説明申し上げます。 

 また、地方債の補正につきましては、第３表地方債補正により、ご説明を申

し上げます。 

 １ページの方をお願いいたします。 

 第１表でございます。歳入歳出予算補正でございます。 

 まず、歳入の部でございます。１４款、国庫支出金、補正額６９万５，００

０円の減額。１５款、県支出金、２９８万９，０００円の増。１６款、財産収

入、５０万円の増。１７款、寄附金１０万円の増。２１款、町債、３，９１０

万円の増。歳入合計４，１９９万４，０００円でございます。 

 おめくりください。歳出の部でございます。 

 ２款、総務費、補正額２３５万９，０００円の減。３款、民生費、５６５万

２，０００円の増。４款、衛生費、２６３万６，０００円の増。６款、農林水

産業費、４７５万５，０００円の増。８款、土木費、１，８６４万９，０００

円の増。９款、消防費、１０４万１，０００円の減。１０款、教育費、５０３

万８，０００円の減。１２款、公債費、１，８７４万円の増。歳出合計、４，

１９９万４，０００円。歳入歳出同額でございます。 

 おめくりください。第２表債務負担行為補正でございます。 

 追加の項目でございます。赤痢菌等検査委託、令和４年度から令和５年度ま

で、限度額３４万４，０００円。学校保健検査委託、令和４年度から令和５年

度まで、２６４万７，０００円。ミライシード、オクリンク・ムーブノート・

ドリルパーク使用料、令和４年度から令和７年度まで、４１２万５，０００円。

ｉフィルター使用料、令和４年度から令和７年度まで、５４万８，０００円、

保健衛生推進業務委託、令和４年度から令和５年度まで、１３７万１，０００

円。 

 次のページをお願いいたします。第３表地方債補正でございます。 

 まず、追加でございます。公共交通確保事業、ソフト事業、限度額１，７３

０万円。県営かんがい排水事業債、３１０万円。社会資本整備事業債、１，１

８０万円。道路新設改良事業債、４００万円。福祉医療助成事業、ソフト事業、

１，７７０万円。甲良中学校ＬＥＤ化事業債、２，０８０万円。せせらぎ夢空

間ＬＥＤ化事業債、１，５００万円。 

 続きまして、廃止でございます。起債の目的、公営事業債、県営かんがい排

水事業、限度額２８０万円の減額でございます。地方道路等整備事業債、３６

０万円の減額、公共事業等債、町道改良分、１，０６０万円の減額。学校教育

施設等整備事業債、１，８００万円の減額。公共施設等適正管理推進事業債１，
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５６０万円の減額廃止については、いずれも過疎対策事業債への変更のためで

ございます。 

 以上、説明を終わらせていただきます。 

○宮嵜議長 説明が終わりましたので、質疑はありませんか。 

 西澤議員。 

○西澤議員 説明書の１６ページですが、児童クラブの運営費で、補助金の返還、

２３２万２，０００円というのが計上されています。この内容をご説明くださ

い。 

○宮嵜議長 教育次長。 

○中川教育次長 補助金の返還、何で返還が起こったかということです。これは、

令和２年度の補助金に対してです。補助金申請をするのが、令和２年度までは

年間保育数というのがありまして、年間２５０日以上、児童クラブを開けると

いうのが１つの基準でありまして、それ以前は、そこまでは開けないだろうと

いうことで補助金申請をしていました。この令和２年度のときに、土曜日の保

育の準備をするのもカウントできますよと、県の指導なりがありまして、限度

額を上げて補助金を頂きましょうということで申請をさせてもらった経緯があ

ります。その後、会計検査の方が県の方に入りまして、やっぱりその考え方は

ちょっとおかしいですよというような指摘をされたので、その分を返金してく

ださいということで、甲良町がこの金額を返金されています。あと、やっぱり

同じように指導されているので、幾つかの市町も該当があると聞いています。 

○宮嵜議長 西澤議員。 

○西澤議員 １つは、今、回答のあった補助金の返還金、令和２年度の分の返還

を今、行うということなのか、それも１つです。それから、限度額にいかない

取組だったので返還が生じたということなのか、その点、１つ。それから、も

う１つは、町長にお尋ねします。 

 もう１点は、今、コロナと物価高が非常に、どの住民も町民もかかってきて

います。その点で、福祉灯油だとか、そういう生活支援というのをこの補正予

算で盛り込もうかどうかという点を考えたのかどうか、その点、お聞きいたし

ます。そして、９月議会には補聴器の、これはもう一般質問で挙げていますけ

ども、その予算化をどういうように考えたのか、町長には２点。教育委員会に

は、その点をお聞きします。 

○宮嵜議長 教育次長。 

○中川教育次長 年度につきましては、令和２年度分です。基準については、年

間２５０日以上、開所していなかったということで基準を満たしていないとい

うことで返還です。 

 以上です。 
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○宮嵜議長 町長。 

○野瀬町長 灯油等対策でございますが、これは、国が原油高に対する措置をし

ておりますので、個別の市町で個別に取り組むということの予算は上げており

ません。 

 それから、補聴器の問題については、一般質問の中で個別具体的に。この予

算には上げておりません。 

○宮嵜議長 ほかにありませんか。 

 西澤議員。 

○西澤議員 最後に。私が聞いているのは、福祉灯油を限定していません。こう

いう状況の中で、物価高が急激に進んでいます。そういう中で、暮らし支援の

点、どう考えたのかというところで、お答え願いたいと思います。 

○宮嵜議長 町長。 

○野瀬町長 財政脆弱ということでありますので、コロナ対応の地方創生臨時交

付金が国庫補助金で来ておりますので、かなり盛りだくさんのメニューを甲良

町もやっておりますので、全体的には個別にはできておりませんが、全体そう

いう施策の中で取組を進めてきたということでございます。 

○宮嵜議長 ほかにありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○宮嵜議長 ないようですから、これで質疑を終わります。 

 次に、日程第１７ 議案第７６号を議題とします。 

 議案を朗読させます。 

 局長。 

○橋本事務局長 議案第７６号 令和４年度甲良町墓地公園事業特別会計補正

予算（第２号）。 

 上記の議案を提出する。 

 令和４年１２月５日。 

 甲良町長。 

○宮嵜議長 本案に対する提案説明を求めます。 

 住民人権課長。 

○宮川住民人権課長 それでは、予算書の表紙裏面をご覧ください。 

 令和４年度甲良町墓地公園事業特別会計補正予算（第２号）でございます。

歳入歳出予算、第１条、歳入歳出それぞれ７４万４，０００円を追加し、歳入

歳出それぞれ１５８万４，０００円とするものでございます。 

 第１表歳入歳出予算補正につきましては、次ページで説明させていただきま

す。 

 それでは、１ページをご覧ください。 
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 歳入です。２款、使用料及び手数料、補正額６９万円。３款、諸収入、５万

４，０００円。歳入合計７４万４，０００円。 

 ２ページをご覧ください。 

 歳出。１款、墓地公園管理費、補正額５万４，０００円。２款、諸支出金６

９万円。歳出合計につきましては、歳入合計と同額でございます。よろしくお

願いいたします。 

○宮嵜議長 説明が終わりましたので、質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○宮嵜議長 ないようですから、これで質疑を終わります。 

 次に、日程第１８ 同意第４号を議題とします。 

 議案を朗読させます。 

 局長。 

○橋本事務局長 同意第４号 甲良町公平委員会委員の選任につき、同意を求

めることについて。 

 上記の議案を提出する。 

 令和４年１２月５日。 

 甲良町長。 

○宮嵜議長 本案に対する提案説明を求めます。 

 町長。 

○野瀬町長 同意第４号 甲良町公平委員会委員の選任につきまして、同意を

お願いすることでございます。 

 甲良町公平委員会委員のうち、１名の方が任期満了になります。したがいま

して、新たに次の方につきまして、地方公務員法第９条の２第２項の規定によ

りまして、議会の議決をお願いするものであります。 

 住所、滋賀県彦根市駅東町１番４（１１０６号）。氏名、丸山真央氏。生年

月日、昭和５１年２月２９日。 

 全協のときに、４号関連の議案概要書をお配りさせております。滋賀県立大

学の教授でございます。公平委員さんの４番で構成委員と、それから新たにお

代わりいただいている方、事案が発生しますと専門的知見等々が必要となって

きましたので、今までの町内選出の委員さんは、過去の経歴から、そういう適

任者というお願いをしてまいりましたが、弁護士さんなり、大学の教授なりと

いうことで、任期満了に伴うときには、新たな選任変えをお願いしてきたこと

でございます。大学教授について、人格高潔ということで適任者であるという

ことで判断させていただきましたので、どうぞよろしくお願い申し上げます。  

○宮嵜議長 説明が終わりましたので、質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 
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○宮嵜議長 ないようですから、これで質疑を終わります。 

 討論はありませんか。 

 西澤議員。 

○西澤議員 公平委員さんは、甲良町内の職員の方々のパワハラ、セクハラ、そ

れにかかわらず、職場の環境の整備等に、任務としてはその範囲ですけども、

昨今、そういう問題が各地で起きています。そういう点でも、職員の皆さんが

気持ちよく、そして対等に地方公務員として、憲法に定められた法と良心に基

づいて仕事ができる、こういう環境がつくれるように、訴えやすい、それから

提起があった場合には公平な対応、それから職場環境の根本的なところも見て

いただいて改善の処置の提言などをしていただけると本当にありがたいと思い

ますし、そういう期待を込めて賛成討論とします。 

○宮嵜議長 ほかにありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○宮嵜議長 ないようですから、これで討論を終わります。 

 これより同意第４号を採決します。 

 お諮りします。 

 本案は原案のとおり同意することに賛成の方はご起立願います。 

（賛成者起立） 

○宮嵜議長 ご着席願います。 

 起立全員です。 

 よって、同意第４号は同意されました。 

 次に、日程第１９ 請願第３号を議題とします。 

 本請願については、紹介議員の西沢議員から提案説明を求めます。 

 西澤議員。 

○西澤議員 それでは、提案説明をさせていただきます。請願書を読み上げます。 

 甲良町議会議長、宮嵜光一様。 

 請願団体、団体名、彦根民主商工会。 

 住所、彦根市小泉町６７３の３、北庄ビル２階。 

 代表者、会長、永田英紀さんとなっています。 

 表題は、「消費税インボイス制度実施の中止を求める」との意見書の提出を

求める請願書。 

 請願趣旨。私どもは、彦根市、多賀町、甲良町、豊郷町の中小業者で組織す

る団体です。新型コロナ危機の収束や景気回復が見通せない中で、来年１０月

から、インボイス制度（適格請求書等保存方式）が実施されようとしています。

この制度は、新たに税務署に申請・登録した事業者登録番号を記載した請求書

（インボイス）を発行し、相手事業者は、事業者登録番号が記載された請求書
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と領収書をもらわなければ、消費税の仕入れ控除ができなくなる制度です。 

 インボイス制度を登録すると、現在、免税事業者の小規模農家やフリーラン

スにとっても、シルバー人材センターで働く高齢者にとっても、消費税の納税

義務が生じます。１１月７日の全中連による財務省交渉では、税制第二課から

は、「免税点制度は、事務負担軽減の点から設けているもの、インボイス制度

では、買い手の求めに応じてインボイス発行義務、写しの保存義務が生じる。

そうした義務を免税業者に課すのは、事務負担の軽減の趣旨から適当でない」

との回答も得ています。 

 免税業者を取引から排除しかねない、インボイス制度は、事業者間の取引慣

行を崩し、免税点制度を実質的に廃止するものです。仕入れや経費に含まれる

消費税を価格や単価に転嫁できなければ、ベンチャーもフリーランスも育ちま

せん。 

 コロナ禍で、食料品や輸入原材料の高騰が続き、地域経済が疲弊する中で、

中小企業・自営業者の経営危機が深まっており、事務負担増と増税になるイン

ボイス制度に対応できる状況ではありません。多くの中小企業団体や税理士団

体も「凍結」「延期」「見直し」を表明し、現状での実施に踏み切ることに懸

念の声を上げています。現在、コロナ危機を乗り越えて、新しく構築すべき経

済・社会においても、地域に根差して活動する中小業者の存在が不可欠です。

「税制で商売を潰すな」の願いを込め、以下の事項を請願します。 

 請願事項。「消費税インボイス制度実施の中止を求める」との意見書を地方

自治法９９条の規定に基づいて、関係省庁に提出されたい。この内容です。 

 若干、付け足して補足をさせていただきますと、声優さんが、今日の大きな

ところで私どもの新聞に掲載されています。私は全然分かりませんが、大人気

アニメの「ＳＰＹ×ＦＡＭＩＬＹ」の声優、甲斐田裕子さん、これはマスコミ

でもよく出ておられるそうです。その点でも、フリーランスの方が声を上げて、

延期ないしは中止もありますけども、見直しをしてほしいというのが大きな声

になっています。 

 これは全協でもご説明いただきましたけども、やはり、既に影響が広がって

います、出ています。甲良町で見ますと、零細企業がひしめいていますし、全

国でも中小業者の数というのは６割、７割。そこで働いている労働者というの

は、全体の労働者の７割、８割を占めるという統計にもあります。その点でも、

甲良町でこのインボイス制度が実施されると、中というよりも小零細建設業者

の苦境が大変目に見えてまいります。事務負担はもちろんですし、実質１，０

００万円以下は非課税という申告の義務がないのが、実質的なインボイス制度

を導入することによって、申告義務が出てまいります。既に、私は３件ほどの

苦情を聞いていますが、このインボイスに登録しなかったら、お前は下請に入
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れたらへんと言われているケースが出ています。建設業というのは、大手があ

って、その下請、又請けで二重、三重、四重の下請構造です。そういうとこか

ら見ると、元請さんが施主さんから徴収した消費税を丸々かぶらないために支

払った経費、それから下請代金に含まれる消費税は差し引く、こういうのが消

費税の仕組みですけども、そのことが活用できなくなってしまう。つまり、イ

ンボイスが発行してもらえる下請さんでなければ、そうなっちゃうわけですよ

ね。そういう危険を回避する上でも、政府の再考を求めるという意見書をぜひ

提出したい。意見書は今日、可決いただきますと、中身はいろいろ精査し、そ

して、皆さんの合意が得られる内容で、緩い場合もございますし、その点、工

夫をしたいと思いますので、ぜひともご賛同のほどよろしくお願いいたします。  

○宮嵜議長 ここでお諮りします。 

 これより、審査願います。請願第３号については、会議規則第９２条第２項

の規定により、委員会の付託を省略したいと思いますが、これにご異議ござい

ませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○宮嵜議長 異議がありませんので、委員会への付託を省略することに決定しま

した。 

 説明が終わりましたので、質疑はありませんか。 

 阪東議員。 

○阪東議員 今ほど西澤議員の方から、このインボイス制度というものについて

は、全ては悪くないと思うんですけれども、やはり今、説明を受けました部分

に対しては、少しちょっと見直してほしいなという感じを私も思っております。

基本的にその見直しというのが、私の思うのは、今回のインボイス制度という

のは、基本的に本則課税者というのと、簡易課税者、今ほどおっしゃいました

免税事業者の１，０００万円以下の事業者が大きく影響を受けるというところ

になります。特に、我々農業法人は５，０００万円以上あるので、一応インボ

イスのナンバーをいただきました。ただ、その組合員に労務の対価を支払いし

ています。給与制でしてはる部分もあるんですけれども、中にはやはり従事分

量配当でされているところが沢山あろうかと思います。給料については、消費

税は非課税なので、仕入れ税額の控除はできませんが、従事分量配当というの

は、消費税の課税仕入れとして仕入れ税控除ができておりまして、今でもでき

ておるんですけど、これが従事分量配当制度が、農業法人の最大のメリットや

ったんです。基本的には従事分量配当で、例えば１万円支払いますよというと

ころが、実際はその１０％というのが、基本的に控除されとったというところ

になります。一応、それが適格請求書を支払っていただこうと思うと、個人が

ナンバーを受けんとあかんという、このしょうもない、どういうのか制度にな
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って、非常に困るわけです。基本的には当然、将来的には全てのものに消費税

を頂こうという国の制度だと思っています。 

 ただ、今の制度については、来年の１０月１日から３年間は８０％控除は認

められます。その間が終わって、また向こう３年間は５０％の控除がいただけ

ると。６年先には、確実にその消費税を取るというところで、やはり零細企業

のところについては、本当に冷酷なところになって。今さらというか、今まで

そういう課税制度をつくっておいて、今さらというところがあるので、私とし

ては、全部が悪いということはないんですけれども、見直しをしてほしいなと

思うんですけど、西澤議員の見解を求めたいと思います。 

○宮嵜議長 西澤議員。 

○西澤議員 お答えします。阪東議員の発言された内容も、まさにそのとおりだ

と思いますね。増税をしていく、網かけが広過ぎる点でも、それから、事務負

担の煩雑さ、それから、これは飲食業の業種を例に見ますと、例えば企業さん

が接待で連れてこられた、ないしは個人業者が接待のため、仕事を取りたいた

めに接待する。接待費で、経費と引かんならんですよね。そういうことから見

ても、適格証明書をその都度、発行せんならん。それからそれを受ける企業側

も、それに対応するシステムの機械を導入する必要があります。聞くところに

よると、その機械の導入は、安うても２０万円、３０万円、高いですといろい

ろ自動的に発行ができる、処理ができるというようになると、さらに高額にな

ってきます。ですから、フリーランスの方、売上そのものが３００万円以下の

方が、統計でも７割、８割がその３００万円以下だと。１，０００万円を超え

る事業者いうのは、本当に少ないというのが実態だというのが報告されました。

そういう点でも、見直しをこの間かけていく、その論議を政府内で、国会内で

ぜひしてほしいというのが、私たちの願いでありますし、そのとおりだと私は

思います。 

 以上です。 

○宮嵜議長 ほかにありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○宮嵜議長 ないようですから、これで質疑を終わります。 

 討論はありませんか。 

 阪東議員。 

○阪東議員 今ほど説明をさせていただいたんですけど、例えば小売業者さんだ

けではなくて、やっぱり我々、本当に零細、この免税点、この点は何の点かと

いうのを調べたんですけど、それは、前もってもらうというふうな、消費税は、

最終の消費税が消費を払うというわけでもなく、その前の段階でもらうという

形のものらしいです。そういうようなところが、やっぱり一農家まで、そうい
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うふうなところが来るという。委託料も全部そうやという形になってくると、

ちょっとやっぱり見直しはお願いしたいということで、賛成討論とさせていた

だきます。 

○宮嵜議長 ほかにありませんか。 

 木村議員。 

○木村議員 賛成討論をさせていただきます。今１，０００万円云々という話が

出ていましたけど、私の記憶でいくと、一番最初、消費税ができたときには、

たしか３，０００万円というような数字があったと思うんですけど、途中で１，

０００万円になったと。簡単に言うと、以前やっておりました私の仕事では、

３，０００万円のときは関係なかったのに１，０００万円になったら引っかか

ってしまったという部分があります。その仕事は辞めて、別の仕事になってい

るんですけど、今の仕事はもう本当に１，０００万円どころか、数十分の１の

金額しかないのに、このインボイスが発行されたら関係してくるというような

ことを思いますので、見直しという部分で賛成したいと思います。 

○宮嵜議長 ほかにありませんか。 

 野瀬議員。 

○野瀬議員 今、討論がありましたとおり、私も中小企業に対しては問題がある

と思います。見直しは必要だと思います。ただ、今回、この請願見ると、中止

を求めるということなので、私はこの中止を求めるということに対しては反対

したいと思います。中小の企業に対しての見直し、これは確かに必要だと思い

ますけども、中止については、反対。この請願自身が中止を求めるという請願

になっておりますので、これに関しては、私は反対したいと思います。 

○宮嵜議長 ほかにありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○宮嵜議長 ないようですから、これで討論を終わります。 

 これより、請願第３号を採決します。 

 お諮りします。 

 本請願を採択することに賛成の方はご起立願います。 

（賛成者起立） 

○宮嵜議長 ご着席願います。 

 起立多数です。 

 よって、請願第３号は採択することに決定しました。 

 ここで、昼休憩にします。 

 次の日程は、１時２０分から木村議員の一般質問に入ります。１３時２０分

です。 

（午前１１時５０分 休憩） 
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（午後 １時２０分 再開） 

○宮嵜議長 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 それでは次に、日程第２０ 一般質問を行います。 

 発言通告書が提出されていますので、これより許しますが、発言時間につい

て申し上げます。諸般の都合により、本日の質問時間については、会議規則第

５６条第１項の規定により、１人４０分以内とします。ただし、質問の途中で

あれば多少の延長も認めますので、質問者は時間が来れば簡潔にまとめて質問

してください。なお、答弁する人も、簡潔明瞭に答弁をお願いします。 

 それでは、８番 木村議員の一般質問を許します。 

 ８番 木村議員。 

○木村議員 そしたら、議長の許可を得ましたので、一般質問をさせていただき

ます。通告書に従ってやらせていただきますので、よろしくお願いします。  

 まず、第１項目として、甲良町産業集積地の進捗ということで、前からも言

っていますけど、もう既に８年ほどたってしまいました。前に、今まで興味を

持って問合せがあった、あるいは来られたという業者があったかと思うんです

けど、ここに来てどれくらいの問い合わせが、業者が来られたかということを

聞きたいと思います。これは、募集要領が変更になると、去年の１１月１２月

だったと思うんですけど、それ以前の話をちょっとお聞かせ願いたいです。 

○宮嵜議長 企画監理課長。 

○熊谷企画監理課長 募集要領の改正につきましては、令和４年８月に募集要領

を改正していますので、その間で申し上げますと、私が企画監理課長に着任し

ましたのが、令和３年４月でございますので、令和３年４月から令和４年８月

までの１年５カ月の間で申し上げますと、計６社から直接、役場にお越しいた

だくなり、電話での対応なり、問合せがあったといったような状況でございま

す。その６社のうち、現地見学の申出自体はございませんでした。一緒に同行

するといったような意味での現地見学がなく、近くで自分で見てみるよとか、

通りがかりで、そこなら行ってみるよというようなお話あったんですけども、

現地見学に同行するといった意味での申出は、１社もございませんでした。 

 以上です。 

○宮嵜議長 木村議員。 

○木村議員 今、答弁してくださったんですけど、課長が就任される前は分から

んということですか。 

○宮嵜議長 企画監理課長。 

○熊谷企画監理課長 詳細は分からないということと、それから連絡先等のデー

タがちょっと残っておりませんでしたので、今申し上げた６社の中には、過去

からずっとお問合せがあって、さらに今も希望があるのでということで、ご意
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思があって問合せをいただいているので、今、その間で進出希望を持って、お

問合せがあったという意味では、私が着任した令和３年４月以降といったよう

なことで、６社というのは申し上げたところです。 

○宮嵜議長 木村議員。 

○木村議員 そうですか。ちょっと想像していた数からいうたら全然少なくてび

っくりした次第でございますが。そしたら、その次の２番の方に行かせてもら

いますけど、前回の何月やと言われたら、ちょっと私も忘れちゃったんですけ

ど、多分、今課長が申された去年の８月に、いわゆる募集要領を変更したとい

うことを言ってくださったので、その後やったと思うんですけど、たしかそれ

までに来られていたとこへも、募集要領の新しい版を再度、送られたように聞

いていたんですけど、合っていますか。 

○宮嵜議長 企画監理課長。 

○熊谷企画監理課長 今申し上げました、これまで問合せをいただいていました

６社の会社さんにつきましては、役場で対面でお話しするなり、また郵送なり、

電話なりで、募集要領を改正し、今後、募集をしていくよと、再募集するよと

いったような旨のご連絡を差し上げたところです。 

○宮嵜議長 木村議員。 

○木村議員 それに対する反応としては、どうだったのか。 

○宮嵜議長 企画監理課長。 

○熊谷企画監理課長 ６社の方全てではなかったのですが、多くの方が検討して

みるよといったような意味で、全く意思がないよということではなかったです。

８月の時点で６社に連絡した時点では、一定の興味をお持ちいただいていたと

理解しています。 

○宮嵜議長 木村議員。 

○木村議員 分かりました。ありがとうございます。そうしましたら、次に３番

ですけど、募集要領変更後の問合せの状況は、先日の全協で２社ほどあったん

ですが、要は事業形態がそぐわなくて云々ということを言われたように思った

んですけど、再度お聞きします。募集要領変更以降、問合せの状況、現地見学

があったらあったで教えてほしいです。 

○宮嵜議長 企画監理課長。 

○熊谷企画監理課長 令和４年８月の募集要領改正といったような時期を捉え

ますと、それ以前ですと６社、それ以降ですと１社、トータルでは７社からの

問合せがあったといったようなことでございます。 

○木村議員 現地見学はなしですか。 

○熊谷企画監理課長 なしです。 

○宮嵜議長 木村議員。 
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○木村議員 そうしますと、次に、早速４番になってまいりましたけど、ちょっ

とこの４番の質問は、私の勉強不足で、過去に何度も質問してきたが、進出企

業への優遇措置のことを聞きたいという思いで書いたんですが、募集要領を変

えられたとき、それをもらったのが僕のあれでいくと、去年の１１月と書いて

あるので、１１月にもらっていた分をちょっと読み直して勉強したところ、ア

クセス道路とか、上下水道関係の方は優遇措置をされるように思ったもんやか

らこう書いたんですけれど、もう１回、昨晩ですけど、調べ直した結果、その

優遇措置もないようなことになっておるので、再度聞きます。今は優遇措置と

してはないんですか。 

○宮嵜議長 企画監理課長。 

○熊谷企画監理課長 いわゆる優遇措置全般で申し上げますと、まず、税関係に

関する優遇措置は現時点ではございませんが、こちらの奨励金という制度が、

過去にもあり今現在も生きているものとしてございます。こちらは、固定資産

総額が３億円以上、かつ工場の敷地面積が１万平米以上、かつ従業員が３０人

を超える場合の立地企業に対して、最大固定資産税と同額の奨励金が、最大３

年間支給されるといったような奨励金制度がございます。議員おっしゃってい

ただいたアクセス道路や上下水道については、進出企業側の負担といったよう

なことで位置づけているものでございます。 

○宮嵜議長 町長。 

○野瀬町長 直近の情報は、企画監理課長が申し上げたとおりでございます。午

前の議案第７４号過疎の計画で、今後の主要施策の過疎事業にのるという前提

で、大枠、事業化をするという予定の計画を立てておりますが、その中で、地

域活性化のための産業振興と雇用創出という項目で、具体には１７ページ、後

ほどご覧いただきたいと思うんですが、新たな産業誘致に向け、事業用地の活

用に係る公募を進める。引き続いて公募を進めるということと、本町への進出

企業に対して既存の工場設置奨励制度拡充、今申し上げた制度を拡充の検討

と、固定資産税に関わる制度検討を進めますということですから、一応、さら

に今後、検討していくということも書いておりますので、その検討を同時進行

で進めると。 

 とにもかくにも、進出企業を必死になって公募して、いい企業に来ていただ

くということでありますが、ひとまず、私は３０７号だけの進入口で、それは

町の事業負担で上下水道、道路の整備という当初の計画であったんですが、そ

れだけではアクセスが悪いので、池寺側へも抜けるルートで、今、議会で説明

をして、そうすると、上下水道、道路整備費が３億円、４億円かさむという概

算でありましたので、そんな予定事業を町が先行してやるんかということであ

りましたので、ひとまず、募集要領の中では、企業負担でお願いするという要
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綱に、今現在なっているところでございます。 

 ただ、議員質問の優遇措置からいうと、町が事業主体になれば、過疎対策事

業債、いわゆる１００％充当の７０％、財源が手当てできるという起債であり

ますので、進出企業が具体になれば、財政負担の問題で個別具体の協定書等を

結ばないといけませんので、当然、町が事業主体でという、基本は企業負担で

ありますけれど、どう事業を展開するとそれが適用できるんかとか、個別の事

業、進出者と協議をすることになると思います。ただ、そんなことができるん

かということになりますが、町が事業主体でないと起債は借りられないという、

これはもうそのとおりでありますので、町が負担した財源を町がひとまず支出

して、協定書の中で企業が財源負担をするということなど、窓口の県が企業誘

致を進め、甲良町の企業誘致についても後押しをしてもらっていますので、財

源的な問題については担当課と、あるいは県の誘致推進室と起債発行の課と十

分、協議をしながら進めていきたいと思っています。 

○宮嵜議長 木村議員。 

○木村議員 ご丁寧な説明ありがとうございました。ただいま説明を受けた段で

は、例えば興味のある企業さんが、今後、来られた場合、相談に来られた場合

には、今、町長が説明された部分はしゃべれるような、しゃべれんような、僕

はしゃべれへんのじゃないかと思ったんですけど、それは説明されるんですか。 

○宮嵜議長 町長。 

○野瀬町長 具体になったときのその話で、今は税の優遇措置であったり、個別

の町の優遇措置という面では提示はできておりませんので、それを募集すると

同時に、それらの中身については、行政の構えとして条件整備、検討を始める

ということにしたいと思っております。 

○宮嵜議長 木村議員。 

○木村議員 募集要領、平成２８年、２９年にはできたと思うんですけど、以前

のやつですね。それには優遇措置として、上下水道とか進入道路云々というよ

うなことは町でやりますというようなことが書かれていて、その前に、まず、

あの場所を無償で提供するという話があったわけですよね。それが新しい募集

要領に変わってから、いろんなことを調べた結果、無償では駄目なんだと、有

償にということで再度募集をしてきた。それとプラス、今言うた上下水道なり、

アクセス道路なりのことも、企業の方でお願いしますというふうに、新しい募

集要領にはなっているわけですけど、私は進出したいなという企業にはもちろ

んなれんですけども、もしもそういうような立場になってきたときには、何と

いうのかな、いわゆる募集される方からの中身で、何かこんなメリットがある

やんけここはというようなことがあると、いろいろともっと突っ込んで考えて

いきたいと思うんやけど、今の場合には、もしも初回の募集要領をご存じの方
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やったら、何やえらい急激に変わったなというようなことを思われたとしたら、

これはちょっと進出しようかというような思いにはならんかと思うんですけど、

その点どう考えられますか。 

○宮嵜議長 企画監理課長。 

○熊谷企画監理課長 今、６社、プラス１社、計７社とのお付き合いといいます

か、お問合せがある中で、今、木村議員におっしゃっていただいているような

お話の中で、土地は譲渡でなく購入ですよという話を併せてしております。そ

の中で、あの地域はご存じのように、山林のああいったような状態ですので、

彦根市のど真ん中の一等地というわけではございませんので、その土地価格に

ついて、購入することについて、それがあるからもうやめておこうかという話

じゃなく、造成費とか、もう億からの費用から考えると、そういった土地購入

費というのは、そういう大きな壁にはならないよといったようなお話はいただ

いているところです。 

○宮嵜議長 木村議員。 

○木村議員 前回の質問の中に、町が考えておられる平米単価なり、坪単価なり

をちょっと聞いたことがあったんですけど、あのときの答弁はなかったんです

が、今も金額的なことは言えるか言えんか。 

○宮嵜議長 企画監理課長。 

○熊谷企画監理課長 こちらの今の募集の形態が、いわゆるプロポーザル方式、

事業計画に基づいて企業さんを選ぼうというやり方をしております。片や、入

札方式で金額の一番高いところに取ってもらおうというやり方も、一方ではあ

ります。そういった場合、入札方式でいくんであれば、平米単価幾らといった

ような議論というのは詰めていく必要があろうかと思うんですが、事業計画の

中身をプロポーザル方式で選択するといった立場を取っておりますので、今そ

の価格について幾らを設定してという議論はしておりません。ただし、最低の

ところで言えば、一定、固定資産評価額といったようなものは１つの基準、目

安にはなってこようかなと、下限の目安になってこようかなといったことは、

一般論として言えるかなと考えております。 

 以上です。 

○宮嵜議長 木村議員。 

○木村議員 ありがとうございます。そうしましたら、何か難しい進出企業の対

応をしていってもらわなあかんやなとは思うんですけど、先ほど言いましたよ

うに、寄贈を受けてから８年もたってしまいます。だから、その間に課長が就

任される以前のことはちょっと何か分からないという部分があったんですけ

ど、課長が就任してからの企業数を答えてもらいましたので、そこが、さっき

も言いました８年もたっていますので、何かいわゆる実現するような方向の話
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があってもええんじゃないかとは思っておりますので、何とか頑張ってほしい

と思います。 

 そしたら、次行きます。前回の質問で、開発する態度を見せてほしいという

ような質問の部分があったかと思うんですけど、そのときに、県内の工業団地

が少ない状況を鑑みて、県の企業立地推進室の後押しにより進めていくと答弁

をもらえたんですが、今現状はどういうような状況ですか。 

○宮嵜議長 企画監理課長。 

○熊谷企画監理課長 県の企業立地推進室とは、今回の募集要領の改正、それか

ら再募集といったような経過につきましても、ご報告をしながら連携を図って

いるところでございます。県からは、甲良町の産業集積地の当該地については、

県内には大規模な開発候補地が、非常に今現状少ないといったようなことで、

当該地は交通アクセス、また面積規模からも非常に優位性があるだろうといっ

たような意味で、企業から県へ問合せがあった場合には、ぜひ紹介していきた

いといったようなお話を聞いておりますので、引き続き、県と連携を取りなが

ら、企業募集といったようなことに努めていきたいなと考えております。 

○宮嵜議長 木村議員。 

○木村議員 そのとおりで進めていっていただきたいと思うんですけど、全国と

いうか全世界的と言った方がいいのかな。コロナ、コロナの時代になってしま

いまして、例えば池寺に大きな、元近泉という工場の空き地があって、そこを

更地にして、いつでもどうぞというような体制を取ってくださっておるんです

けど、いかんせん、そこにもいい話がないという、このごろの世情ですね。コ

ロナ、コロナの世情で、何かタイミングを逸しられたんかなという話も聞いて

おるんですけど、そういった中で、今の寄贈を受けた甲良町の持ち物の南部集

積地、面積は大きいんですけど、多分、想像ですけど、もう８年もたって、何

年くらいのときか知らんけど、１回か２回か除草をされたように聞いておった

んですけど、それがもうそれから多分３、４年、３年はたってしまったと思う

んです。だから、私も行ってはいないですけど、元の木阿弥で雑草が生え放題

に生えているように思います。そんなところへ業者さんをというのは、ちょっ

と難しい問題があるかなあと思うんですけど、ここですわというようなとこだ

けでも言ってもらわなあかんので、何とかクリアをしてもらいたいなという部

分がありますので、先ほどの答弁のとおり、前へ前へ進めていって、一日も早

く進出企業が決まっていくように望んでおるんですが。 

 ただ、あそこの場所、面積は記憶で約２９万坪やったと思うんです。８万８，

０００坪ぐらいの敷地があって、形状的に南側は何て言うのかな、アメリカ合

衆国の地図みたいなような形をすぐに僕は思い出すんですけど、フロリダとい

うところが下に垂れておるところに、池寺としても何かできないかなというよ
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うな計画をしたことがあったんですけど、いつぞやの質問の回答に、あの場所

は傾斜が急過ぎて、手がつけられないというような答弁をもらったように思っ

ています。ですから、あの部分を除いてあと残り、その部分からいうたら上側、

北側にどれくらいの平米数、坪数が残るかは知りませんけど、多分、２３、４

万平米やったと思うんですけど、それを一括にと考えておられるのか、分割で

でもと考えておられるのか、ちょっと聞いておきたいと思います。 

○宮嵜議長 企画監理課長。 

○熊谷企画監理課長 今、私がここで決め事を発言するのは非常に難しい部分も

あるんですけれども、やはり一括でといったようなことでのお話ということが

まず大前提かなと。その一括というのが無理だと、もうやめておこうと、その

次の段階でどういう分割のやり方をするのかといったような議論を踏んでいく

のかなとは考えております。 

○宮嵜議長 木村議員。 

○木村議員 分かりました。ありがとうございます。 

 それでは、６番目に移らせていただきたいと思います。いろんな自治体に行

って、研修をやらせてもらって、また、個人的にもよく聞く話なんですけど、

どの自治体でもやっぱり企業誘致のことを積極的に考えておられるように思い

ます。先ほど町長の方から、過疎地域持続的発展方針の中に、これは新聞記事

の方で、県北部のことをちょっと書いてあったんですけど、ここもやっぱり企

業誘致のことを書いておられます。やはり、自治体としては企業誘致をして、

それなりの税金関係というか、あるいは町の発展を考えていくというのは自治

体の姿だったと思います。ですから、彦根市も今年３月か２月かだったと思う

んですけど、沢山の財政調整基金を取り崩して、いろんな事業をやっていくと

いうような新聞記事が載っておりました。その中で、どうしたらどうやって回

収、補填を考えているのかというときには、やはりやっぱり企業誘致をしてい

きたいというようなことが新聞記事に載っておりました。 

 本町の議会は令和２年の９月に決議を、あそこの開発を早くしてくれという

ような決議をしました。改めて聞きます。前回も聞きました。開発する態度、

やる気と書いていますけども、それを見せてほしいということを前回も聞きま

したけど、もう一度、再度聞きたいと思います。やる気を見せてほしいという

ことです。 

○宮嵜議長 企画監理課長。 

○熊谷企画監理課長 企業誘致によりまして、町経済が発展することは望ましい

姿であると考えております。今後も、そのための誘致活動に力を注いでいきた

いと考えております。なお、今回、募集はなかったんですけども、とある企業

さんからは、進出意向のある企業と折衝を重ねており、一定の感触を持ってい
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るんだけれども、現時点では開発に着手できる、応募できるまでの段階に至っ

ていないんだといったような意味で、タイミングがちょっと今ではないのかな

といったようなお話を聞いたりもしております。引き続き、そういった聞取り

調査を続ける中で、県の指導を仰ぎながら、再募集の方法や時期といったよう

なことを引き続き検討していきたいなと考えております。 

○宮嵜議長 木村議員。 

○木村議員 ありがとうございます。これちょっと町長に聞いておきたいなとい

う部分があるんですけど、コストコという八日市に今どんどんどんどん、いわ

ゆる造成が始まっておる部分があるんですけど、コストコという話を東近江が

聞いておりますのに、かなり前から進出してくださいみたいなことを行政の方

が言っておられるというようなニュースを聞いたことあるんです。ですから、

甲良町においては、ほんまに軽いうわさという表現をせなしゃあないのかなと

思うんですけど、軽いうわさですけど、町長にも企業をどこどこが何とかいう

ようなお話があるようなことをちょっとうわさとして聞いておるんですけど、

町長の中にそういうような思いがある企業があるというようなことをうわさで

聞いていましたので、これは通告していませんので申し訳ないけど、もしも答

弁がいただければちょっと一言お願いしたいんですけど。 

○宮嵜議長 町長。 

○野瀬町長 就任した２９年１１月ですが、その当時、企業と連携を取りながら、

開発をしていただけそうな接触企業がありましたので、そこは、ご挨拶にはま

ず行っております。その後、公募という方向になりましたので、今は引き続い

て、今の路線で公募を続けて、企業誘致を進めてきた。もちろん、企画監理課

長が申しました県の企業誘致推進室と常に連携し、さらには、ずっと議会に報

告しておりますが、議会と協議しながらという、その前提の中で推進をしてい

きたいと思っています。 

○宮嵜議長 木村議員。 

○木村議員 ありがとうございました。すいません。そしたらその１番目の産業

集積地の一件は終わらせていただきたいと思います。 

 その次に、学校給食ということでお尋ねしたいと思います。新しい給食セン

ターで、１日に最高、何食分ぐらい作れて、現状、甲良町も含めてですけど、

１日何食ぐらい作っておられるのかをお尋ねしたいと思います。 

○宮嵜議長 教育次長。 

○中川教育次長 彦根の給食センターにちょっと確認しました。給食センターの

施設で、最大１日、５，０００食です。作るのは可能です。現在は、４，１３

０食を作っておりまして、そのうち甲良町分が５７０食です。 

 以上です。 
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○宮嵜議長 木村議員。 

○木村議員 ありがとうございました。そしたら、２番目に聞こうとしていた甲

良の学校にはどれくらいですかということを聞こうとしたんですけど、２番の

１項目を教えていただいたので結構です。 

 それと、残食というのがあろうかと思うんです。毎日、毎日、完食というこ

とはちょっと考えにくいので、それを聞いておきたいんですけど、どういうよ

うな表現方法でもいいんですけど、残食はどれくらいあるかなということです。  

○宮嵜議長 教育次長。 

○中川教育次長 令和４年度の直近の調査で、キログラムベースです。彦根の給

食センター全体、各学校の平均ですが、１５．１１％です。ちなみに、甲良中

学校が２４．９２％、これが１０月３日から１３日の調査です。甲良東小学校

が１７．１２％、これが１０月３１日から１１月１１日の調査。甲良町西小学

校は２．８６％、１０月３１日から１１月１１日調査の結果です。 

 以上です。 

○宮嵜議長 木村議員。 

○木村議員 ありがとうございます。ひかえたんですけど、今言ってくださった

のは、期間的には全部一緒やったんかな、ひょっとして西がえらい少ないな、

いわゆる沢山およばれしておられるなとふっと思ったんですけど、これ期間は

一緒でしたっけ。 

○宮嵜議長 教育次長。 

○中川教育次長 学校によって調査時期が違います。中学校は、１０月３日から

１０月１３日です。甲良町の小学校２つは、１０月３１日から１１月１１日の

間の調査です。 

○宮嵜議長 木村議員。 

○木村議員 ありがとうございました。そしたら、小学校だけだと東と西でかな

りの差があったということでオーケーですね。分かりました。 

 ３番になるんですけど、各地に給食センターというのが、ここは今おっしゃ

いました彦根給食センターということになるんですけど、この情報によると、

この地区の残食が多いと聞いております。今、聞きましたら１５．１１％とい

う報告をしてくださったんですけど、その１５．１１％がどんなんかというの

は、ぴんとこないんですけれど、この地区においては多いと。よその地区、県

内にどれくらいあるんかちょっと分かりませんけど、簡単に言うたら、米原と

か長浜とかの方はおいしくって、イコール残食は少ないと聞いております。で

も、この彦根の地区になると、ようけ残ってある、あんまりおいしくないみた

いな話が聞こえてきたんですけれど。 

 これはおいしい、おいしくないのはもうちょっとわからへんねんけど、以前
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に私があるところで、あれは給食委員会というたんかな、ちょっと忘れちゃっ

たんですけど、そういう委員会の場所がありました。東西小学校とそれから中

学校の関連のＰＴＡの会長とか副会長とか、先生とかが集まっての会議だった

と思うんですけれど、僕は経験がなかったんですけど、それ以前にはその場に

給食を出されて皆さんと食べていただいて、ああでもないこうでもないみたい

な話があったかと聞いているんですが、僕がやらせてもらったときには残念な

がらなかって、今現在は、こういう給食のチェックというのはどういうふうに

されているのか、お聞きしたいです。 

○宮嵜議長 教育次長。 

○中川教育次長 給食のチェック、給食を一緒に食べるようなことは、甲良町の

給食センターがあるときは、過去、そういう委員さんがいてやっていたように

は聞いています。彦根の方にちょっと確認させてもらったら、ちょっと現在そ

ういうことではなしに、仮にですが、ちょっと給食の試食を議員さんがしてみ

たいんやとか、そういうような要望なりそういうのがありますと、何か申し込

んでいただくと実費負担になりますが、そういう場を提供させてもらえるとい

うような話は聞いております。 

○宮嵜議長 木村議員。 

○木村議員 分かりました。そういうときが来ない方がいいんですけど、ひょっ

として、１回ちょっとチェックしてみようかと思ったときにはまた、それなり

のことを次長にお願いしたいと思います。 

 各給食センターには、栄養士さんがおられて、その栄養士さんが、１週間な

り１カ月なりの献立を考えて、いろんなことをやっていてくださるんだろうな

と想像するんですけど、そしたら、その栄養士さんというのは、今言いました

けど、米原とか長浜が何かおいしいとかいうて聞いておるので、そっちの方の

栄養士さんがいいのかと。そしたら、彦根の方の栄養士さんがもう一つなんか

となってしまうんですけど、僕はそんなことを思っていませんので、栄養士さ

んは栄養士さんで、それなりの皆さんの体にいいものを考えてやっておられる

と思いますので。だけど、今言いました残食が平均１５．１１％と言ってくだ

さったんですけど、１５．１１％が多いのか少ないのかと言われたら分からん

のですけど、何か私が思うのに、この残食が多かったらやっぱりあまりよろし

くないと。少なかったら、そこそこみんな好んで食べてはんねやなというよう

なことを考えますので、今も言われた、議員がチェックに行かんならんという

ようなことがない方がうれしいので、次長の方でそんな話が、木村という議員

がしとったぞというようなことをちょっと頭に置いといてもらって、彦根の給

食センターの方で、どういうパターンでかもしらんですけど、会議の場所か何

かでおっしゃってくれはって、残食が減っていく方向になれば一番うれしいと
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いうことで、ひとつそれはお願いです。お願いしておきます。よろしくどうぞ。  

 そうすると、次、４番目になるんですけど、町では今年の９月、それから、

来年、年度末まで無償となったんですけど、これは、９月以前、今回の９月の

決算議会のときには、いつもやったら各項目で滞納の状況を知らせてもらって

いたような気がするんですけど、今年はなかったように思うので聞きますけど、

給食の部分で滞納というのは、９月以前の分がまだ残っておるのか、もうなく

なったのか、お聞かせ願いたい。世帯数で言うたら何世帯ぐらい、あるいは金

額はどれぐらいの滞納が残っとるということをお聞きしたいと思います。 

○宮嵜議長 教育次長。 

○中川教育次長 令和４年１１月２５日現在で整理させてもらいましたら、子ど

もの数ですが、未納の子どもの数でいきますと２１人です。そのうちの１２人

分は、納付の誓約ができておりますということです。金額にして１８９万３，

１４０円が未納金の金額で、収納率が１４．５４％です。 

○宮嵜議長 木村議員。 

○木村議員 今、最後に言ってくださった１４．５４％、収納率ということはど

ういうことですか、これ。 

○宮嵜議長 教育次長。 

○中川教育次長 よろしいですか。 

○木村議員 ごめんなさい。滞納の残っておる分の収納率ということですね。す

みません、分かりました。ちょっと理解ができました。分かりました。  

 これは以前、甲良町は甲良町だけの独自の給食センターというのがありまし

て、そこでいわゆる機器が非常に老朽化して、新しく変えるとしたらごっつい

お金が要るんやというようなことと、それから彦根のセンターの方でやった方

がということがあったもんやから、その移るときに、僕、ちょうど監査委員を

させてもらっていたときに、これでもう滞納は残っとる分だけで、新しいなっ

たら何とか解消できるんちゃうかなとは思っていたんですけど、今聞いたら、

まだ残っているような部分がありますので、これは誓約はもちろんしてもらっ

た方がいいんですけど、まだ誓約にもかかっていない人が何人かおられるとい

うことになるので、以前に、今ここにおられない議員の方が、こんな給食費、

あのときは給食費はもらっていたとこですから、給食費もらわんと、極端に言

うたら提供するなというようなことを言われたことがありましたけど、それは

そんなこといかんので、いわゆる追及していかな、出していかなあかんなとは

思うんですけど、悲しいかな、やっぱり滞納があってしまうと。 

 それから、いろいろと子どもへの給付金でいいのかな、１万円とか１万５，

０００円のあれがあるんですけど、それも利用できずに、この給食費のことだ

けじゃないので、なかなかこっちに回ってこないんじゃないかなとは思うので、
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それは仕方ないです。でも、誓約書をまだまだ取れていない方がおられるよう

に報告されたので、また頑張って誓約だけでも、いわゆるどれぐらいかかるか

というのは別にして、誓約だけでも何とか取ってほしいなと思いますので、ひ

とつ頑張ってください。 

 そうすると、５番目になりますが、今言いました、今年の９月から今年度い

っぱい３月までは無償になったんですけど、その無償になって、来年度以降は

どういうふうに考えておられるか、お聞きしたいです。 

○宮嵜議長 教育次長。 

○中川教育次長 来年度についても、物価高騰が想定されますので、来年度につ

いても無償化ということで予算要求させていただいていますので、また、議会

の方で議論されたいと思います。 

 それ以降、令和６年度については、物価高騰や、そのとき、そのときの社会

情勢を今まで鑑みますし、そのときの財政面のこともあるので、その時点、そ

の時点でどうするかいうのは検討していきたいと思っております。 

○宮嵜議長 木村議員。 

○木村議員 そうですか、今、次長の方から物価高騰がと言われましたので、現

実、物価高騰になっております。まだまだ上がるようなことを聞いております

ので、それはそのとおりだから、物価高騰が収まるのがいつか、物価が下がる

のがいつかというのはもう未知の世界で分からないんですが、それまでは頑張

っていただきたいとは思うんですけど、実際、無償になったというのは、それ

はいいのはいいんですけれど、僕の個人的な思いでいうたら、無償というより

も、例えば１割でも５％でもいいです、やっぱり取った方がいいんじゃないか

と思います。なぜかというと、以前も言ったようなことなんですけど、あると

ころがコーヒーをサービスするということで、あのときには１杯５、６０円の

サービスだったんですけど、それをサービスすると言われたんですよ。そした

ら、何が起こったかいうたら、カップ入りのコーヒーなんですけど、このカッ

プがそこらじゅうにずっと並んだんですよ。ずっと、残ったんです、ちょっと

ずつ。ちょっとずつ残って、ただやからというようなことがあったので、この

給食にしたって、全面１００％無償化というのは、僕自身は個人的にはあまり

うれしくないんですけれど、ただ、無償と有償と比べたときに、やっぱりあの

ときの有償の方が、ちょっとした金額がついていましたので、それやったら無

償の方がいいんじゃないかということで賛成はしたんですけど、個人的には、

今言うたように１００％無償というよりも、９５％無償とか、５％は何とか集

めるとかした方がいいんじゃないかと、個人的な考えがありますけど、それは

それで、また、滞納につながったらあんまりよろしくないので、自分で自問自

答している部分がありますけど、そんなことでございます。 
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 そうしましたら、この項目の一番最後の、今回の大規模の給食、いわゆる彦

根給食センターというようなことと、以前にあった甲良町の給食センターとい

うようなことで考えると、お互いにメリットあるいはデメリットがあるように

は思うんですけど、何か考えておられることありますか、見解をお聞きしたい。 

○宮嵜議長 教育次長。 

○中川教育次長 すみません。大規模給食と小規模給食のメリット、デメリット

ということでちょっと整理させてもらったのが、彦根市の給食センターを大規

模と捉えて、彦根市の場合は各自校式でやっているので、それを小規模式と捉

えてメリット、デメリットをちょっと整理させてもらいました。それの回答で

よろしいでしょうか。 

○木村議員 結構です。おおきに。 

○中川教育次長 まず、自校式でのメリットは、配送の手間がなく、適温で提供

できる。学校と調理員とのコミュニケーションが取れる。独自のメニューに対

応できる。食中毒が発生しても、被害は最小限にとめられると、これが自校式

のメリットです。自校式のデメリットが、各校で給食調理室の施設、設備の維

持管理が必要であると。各学校ごとの調理員の配置、衛生管理が必要やと、そ

ういう管理をせなあかんと。食物アレルギーの対応や異物混入の防止等につい

て、学校ごと、個別ごとの管理が出てくるので、それが手間がかかるというこ

とです。 

 センター方式にした場合、メリットですが、大量調理により、作業効率がよ

く、無駄が減らせる。管理の一元化によって、衛生管理、食物アレルギーの対

応、異物混入の防止等を徹底できる。保温できる食缶、保冷剤を使用するので、

適温で提供が可能やと。センター方式のデメリットですが、給食運搬に係る経

費がかかると、配送料などです。料理から喫食までの時間は、自校方式よりも

長くかかると。食中毒が発生した場合は、被害が自校方式よりはちょっと多く

なるのではないかと考えております。 

○宮嵜議長 木村議員。 

○木村議員 ありがとうございました。今思ったんですけど、今の答弁の中にも

ありましたけど、いわゆる彦根のセンターから作って一番遠いところはどこま

で配っておられるのか分からんのですけど、料理が冷める、冷めんというのが

あるんですけれど、それは、甲良においては、問題は発生しておりませんか。 

○宮嵜議長 教育長。 

○青山教育長 私も給食は中学校の方で食べますけども、そう多くは、そういう

ことは聞いていません。食缶等も保温できるやつなので。 

○宮嵜議長 木村議員。 

○木村議員 分かりました。いろいろメリット、デメリット、おっしゃってくだ
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さったので、そのとおりなんだなと思いましたので、現実、今、彦根の給食セ

ンターとなっておりますので、そのように、いい方に考えていっておられると

思うので、その部分にはお任せという部分があります。 

 そうしましたら、最後の項目に行きたいと思います。いじめ不登校という問

題についてちょっとお尋ねします。この問題、私自身久しぶりに上げたんです

けど、まず１番。昨年度の全国小学校で認知したいじめの件数が約５０万件と

新聞紙上に載っていました。これは軽いものを含めてと書いてあったので、そ

のとおり書いたんですけど、何が軽いものかというのは、中身はちょっとよく

分かっていないんですけど。暴力行為が４万８，０００件、過去最高だったと

載っておりました。中学校のいじめが約１０万件、暴力行為は約２万５，００

０件と書いてありました。本町では、小学校、中学校、どんな状況ですか。 

○宮嵜議長 学校教育課長。 

○寺田学校教育課長 昨年度の生徒指導の問題の調査の結果ごとに報告させて

もらいます。小学校のいじめ件数、認知件数といいます。これが、冷やかし程

度を含めまして、年間２校で１７８件となっています。また、中学校の方は１

３件となっています。それから、小学校の暴力事案の件数ですけれども、これ

が１４６件、これも軽く押されたとかいう程度を含みます。中学校の方は１１

件ということで、これは器物損壊も含まれています。 

 以上です。 

○宮嵜議長 木村議員。 

○木村議員 ありがとうございます。最初に、全国の規模のことが載っておりま

したので、そういうふうにお話しさせていただきましたけど、いじめ認知件数

と言われましたか、小学校で１７８件。その中身は、いわゆる軽いとこから、

ちょっと重たいとこまであるのかなと思うんですけど、あるいは暴力行為とい

うのもあるように報告を受けましたので、小学校でのいじめ行為とか暴力行為

と、中学校に行ってからのいじめ行為、暴力行為というのは、中身が大分違い

ます。いわゆる、個人も小学校と中学校とではかなりの差があろうかと思うの

で、減って当たり前だなとは思うんですけど、逆に中学校でのいじめ件数とか

暴力件数は少ない数字は言ってくださったんですけれど、これはあってはなら

ないことだと思うんですけど、対策としては、どのようにされておられるんで

すかね。 

○宮嵜議長 学校教育課長。 

○寺田学校教育課長 中学校の場合は、いろんな学年の教師が見ています。これ

はもう休み時間から、授業中から、常に学年で空き教師が、職員室に戻らず、

その学年の廊下、教室をくまなく動き回り、生徒を見ており、そういう行為が

ないように、事前に防止しているという状況が続いています。 
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○宮嵜議長 木村議員。 

○木村議員 ありがとうございます。そうしましたら、２番なんですけど、いじ

め問題という部分での担当が、どうやら新聞でいきますと、各校におられるよ

うなことが載っておったんですけど、甲良もあるんですか。あったら、どなた

が担当してくださっているんですかという質問でございます。 

○宮嵜議長 学校教育課長。 

○寺田学校教育課長 各学校には、生徒指導担当教員がおります。それから、い

じめに関しましては、教育相談担当教師がいます。この２名が連携を取りまし

て、このいじめの問題に当たっているというところです。 

○宮嵜議長 木村議員。 

○木村議員 分かりました。ありがとうございました。３番の質問に移らせてい

ただきたいと思います。不登校というのが、また載っておりました。全国の小

中学校で約２４万５，０００人の不登校者がおるというようなことが新聞紙上

に載っておりました。本校の状況を教えていただきたいと思います。不登校。 

○宮嵜議長 学校教育課長。 

○寺田学校教育課長 これも小学校、中学校、分けて報告させてもらいます。ま

ず、年間９０日、１年間９０日以上休むという生徒につきましては、小学校は

１名、それから中学校は２名となっています。それから、もう１つ、指標で年

間に３０日以上という指標があります。これでいきますと、小学校の３０日以

上が１３名、それから、中学校の方は１７名という結果になっています。 

○宮嵜議長 木村議員。 

○木村議員 ありがとうございます。そうすると、最初に聞いた９０日間以上の

人が小中で１人、２人という数字をおっしゃってくださったんですけど、３０

日になると、１３人とか１７人とか、ちょっと数が増えちゃったんですけど、

後のフォローはどのようにしてくださっているんかな。 

○宮嵜議長 学校教育課長。 

○寺田学校教育課長 フォローにつきましては、各担任、それから、学年担当の

教師が、ほぼ毎日家庭訪問等をしていますし、長い子には、タブレットがあり

ますので、タブレットを貸出ししまして、それで授業に代わる学習をしている

という状況で、学習面では一応フォローしているというふうになっております。 

○宮嵜議長 木村議員。 

○木村議員 今、言ってくれたんですけど、タブレットを渡してというようなこ

となんですけど、タブレットやったら、もちろん家でできると言えばできるん

ですけど、やらはるんですかね。タブレットを渡して、何というのか、授業を

しておられると思うんですけど、それは問題といえば問題はなしなんですか、

大丈夫なんですかね。コロナで、タブレットで家で勉強しているということが、
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小学校、中学校だけじゃなく、大学まででいろいろとあった今日この頃のコロ

ナ状況ですけど、タブレットで小中、オーケーなんですか。 

○宮嵜議長 学校教育課長。 

○寺田学校教育課長 オーケーというのは、学習面の中身ということですか。 

○木村議員 はい。 

○寺田学校教育課長 もちろん、タブレット学習だけではもちろん不十分ですけ

ども、例えば小学校ですと、コロナで休んでいるという子に対しては、授業の

様子をタブレットで映しまして、生で配信して、各家でそれを見て学習すると。

その後また、教師が家庭訪問をしたときに、フォローしながらという、あるい

は登校してきたときに、そのノートの提出を求めたりとかいう形で、学習の保

障をしているということがあります。 

○宮嵜議長 木村議員。 

○木村議員 ありがとうございます。そういう方法もあるというようなことだけ、

ちょっと覚えておきたいと思いますが、先ほど報告がありました３０日以上と

いうことで、小学校１３人、中学校１７人と言ってくれはったけど、今現在も

この数字ですか。もう今現在は、かなり解消されているか、どっちなんでしょ

う。 

○宮嵜議長 学校教育課長。 

○寺田学校教育課長 ちょっと今現在の数字を集めていませんので、これは昨年

度の状況ですけども、変わらない状況かなということで、例えば、コロナが不

安で休んでいるという子が、実は小学校ですと１３名中８名がそのコロナ不安

になっています。中学校ですと、１７名中３名はコロナ不安なっています。そ

の辺の数字は減ってきているかなと。昨年の今頃の状況ですと、学校に行かす

とコロナにかかってしまってという不安があって、親御さんが行くなというこ

とがあったんですけども、それは若干減っていますので、改善傾向にあると考

えています。 

○宮嵜議長 木村議員。 

○木村議員 分かりました。そうしましたら、また機会がありましたら、今年の

ことを来年にでもまた聞くかもしれませんので、それがゼロ近くの数字になっ

た方がうれしいので、そうなっていることを祈って、この質問を終わります。  

 次、４番目です。以前、スマホの持込み問題を私、取り上げさせてもらった

ことがあるんです。そのときには、スマホは学校に持っていったら駄目だとい

う時代で、保護者の許可があったら持っていくだけ持っていって、本体は学校

が預かるというような答弁があったように思います。でも、いつの間にか知ら

んけど、１人１台のタブレットという時代になってしまっております。ですか

ら、いじめ問題につながったのではないかというような質問をしたことがあっ
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たんですが、ここのところ１人１台タブレットを持つようになったということ

で、ネットのいじめも、全国で新聞に載っていますけど、２万件を超えたとい

うようなことを書いてありました。本町では、タブレット、スマホのいじめと

いうのは、状況はどうでしょう。 

○宮嵜議長 学校教育課長。 

○寺田学校教育課長 タブレットを授業中使っていますけれども、そのタブレッ

トで、チャットといって会話的なことができんことはないんですけども、セキ

ュリティーが大分上がっていますので、自分がしたいな、送りたいなという相

手を特定できない。相手の住所が分からないという状況にあるので、ほぼ不可

能ということもありますし、学校の方でも細かい指導を随時やっていますので、

そういうことが今、現在起こっていないという状況です。 

○宮嵜議長 木村議員。 

○木村議員 ありがとうございます。そうしましたら、次、５番。タブレットは

１人１台ずつ配られておるんですけど、使用の頻度の問題がちょっと新聞にま

た載っておったのでお聞きしたいんですけど、学校内のネットワークの環境問

題とか、いわゆる先生方だと思うんですけど、先生方の研修する、勉強する機

会が少ないようなことが載っておりましたけど、本町ではどんな様子でしょう

か。 

○宮嵜議長 学校教育課長。 

○寺田学校教育課長 まず、タブレットの使用頻度についてですけれども、これ

は基本的に毎時間、タブレットを子どもは使っています。ですので、使用頻度

については問題ないかなと思っていますし、中学校なんかだと、５教科以外の

教科でも、体育だとか家庭だとかでも使っていますので、かなり有効に使わせ

ていただいております。 

 それから、校内ネットワーク環境ですけども、昨年の１２月に各校とも通信

容量のアップと、それからルーターというのを新しくしてもらいましたので、

これについても、現在ところ問題なく動いているという状況です。 

 それから、最後に研修機会ですけども、本町では、ＩＣＴ支援員さんを雇っ

ていただきまして、この方が毎週１日は、各学校を回ってもらっています。教

師の技量に合わせて、この支援員さんが適切に指導してもらっているというこ

とがあったり、学校の研修会の講師役をしたりとかということで、それについ

ても十分じゃないかなとは考えております。 

 以上です。 

○宮嵜議長 木村議員。 

○木村議員 ありがとうございます。そうしましたら、最後になります。４番で、

スマホのことを言ったんですけど、これも新聞に載っておりました。スマホに
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よるＳＮＳ、私はやったことない部分ですけど、ソーシャルネットワークシス

テムか何か言うんですかね。ＳＮＳによるいじめのことが載っておったんです

けど、この関係での本町の状況はどうですやろ。 

○宮嵜議長 学校教育課長。 

○寺田学校教育課長 スマホは、多くの生徒が持っている状況があります。その

ＳＮＳを使っているという生徒も多いんですけども、学校におきましては、各

教員が細かなみとりと教育相談とか、それから、保護者との連携を密にやって

おりまして、いじめにつながらないような最善の努力をしているところです。

ですので、現在のところ、本年度、各校からの生徒指導の報告には、この件数

は上がっていないというところでございます。 

○宮嵜議長 木村議員。 

○木村議員 ありがとうございました。そうしましたら、最後ですけど、学校関

係のこと、給食の関係と今のいじめ、不登校の問題について、いろいろと質問

させていただきましたけど、また、ご時世にも、全国的なものにももちろんよ

るんですけど、今、情けないというか、コロナ、コロナで何でもかんでも解決、

解決じゃないんですけど利用する、コロナということを利用するような風潮が

ありますけど、それも一難去ったときに、またどんなことが起こるかというこ

とをちょっと考えておるんですけど、何事もなく普通に過ごしていければと思

いまして、本日の質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。  

○宮嵜議長 木村議員の一般質問が終わりました。 

 次に、７番 丸山議員の一般質問を許します。 

 ７番 丸山議員。 

○丸山議員 それでは、早速質問に入りたいと思います。東小学校の学校の施設

の修繕についてということですが、ちょっとひと月、ふた月ぐらい前になるか

な、東小学校の川掃除の方にちょっと寄せていただいたときに、学校長としゃ

べったところ、正門横の石垣がちょっと、コンクリートが道に外れているよう

で危険な状態でないかなということをちょっと聞いたんですが、今朝方ちょっ

と教育長に聞きますと、何かビオトープのときにやり直した経過があるという

ことを聞きましたが、それにしてもちょっと私も気になったもんで、また昼休

みちょっとのぞいてきたんですが、確かに石というか、昔の、私らが子どもの

頃から積んである、昔の私の時代の小学校の正門側ですよね。だから、もう古

いんです、確かに。石を積んで、その隙間を何かコンクリで埋めてあるという

ような感じの石でありますので、確かに老朽化とか、古いのは古いので、危険

な状態は危険な状態だと思います。 

 それと、今言うてる、その石の裏側に何か木をようけ植えてあるんですよね。

その木は枯れかけているんやけど、何か根だけ張っていっている。根だけがど
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んどん広がっている。ただ、そういった意味で、石を押していくいうのかな。

どうしても上の切石なんかも見てきたけど、やっぱり大分ずれておる。まっす

ぐじゃなく、もうつながっている状態じゃない、全く縁が切れている。そうい

う事もありましたので、危険では確かにあるということでありますので、やっ

ぱり、たちまち、また地盤もよく、いまだ地震とかで災害はないんですが、な

ってからでは遅いので、何か今、即今、やっぱりやばいというか、危ない箇所

に関しては修繕をお願いしたいなという思いでありますが、どうですか。 

○宮嵜議長 教育次長。 

○中川教育次長 今、議員が言われたとおりであります。議員に場所を聞いて、

校長先生立会いの下、現場を確認させてもらいました。今、言われたとおりで

ありまして、なかなか大規模改修まではちょっと今の時点ではということもあ

りますので、現場を見ていくと、道路側溝のところも一部壊れていますので、

一応、建設課の方とちょっとしゃべらせてもらって、そこを修理するときに一

緒に目地詰めなんかを石の間にできるとええかなとは思っております。 

○宮嵜議長 丸山議員。 

○丸山議員 すいません、早急にというとあれだけど、即今、私も今見た感じ、

何べんも言いますが、もう私の子どもの頃からあのままの状態ですので、今ど

きやっぱり修繕するにつけて、もうやっぱりやり直す、新しくやり直していく

方がいいんじゃないかなと思うので、危ない箇所に関しては、たちまち見て、

直していただきたいなという思いです。 

 というのは、甲良中学校の前、昔と違って明るくて、何か物すごい見通しが

よくなって、学校ももちろん新しくはなっているんですが、やっぱりあの美し

いコンクリートでフェンスをつけただけで、何か学校が新しく見える。そんな

感じで、今、東小学校にしても立派な学校でありますが、もう今の表の石垣と

いうか、昔のころの、図書館になっておりますが、図書館の玄関先が今の旧の

県道、今、町道になりましたけど、あれがそうなんですけど、やっぱりもう今

の時代に似合わない。もう何か木の根っこだけがぱっと張って、枯れ葉が全部

水路に落ちます。やっぱりああいうのは、もう徐々に、もう修繕はそこそこに、

修繕と書いてありますけど、修繕はそこそこにしていただき、今言うビオトー

プかな、もう正直言うてはやらないというか、もう意味がないような感じがす

るので、あれを後はやっぱりきちっとやっていただいて撤去して、やっぱり駐

車場が、今、目の前に図書館があるので、運動会とかそういう何かあったとき

は図書館の駐車場を利用させていただいていると思うんですよ。東小学校の場

合はね。やっぱりそういうのを考えると、後は駐車場にできるような、樹木を

起こして、やっぱり新しいブロックで明るい外壁にしていただきたいなという

思いなんですが、そういうふうにできたら、これからお金をかけていただきた
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いなという思いなんですが。その辺、もう私も古いものに金をかけてもあかん

ので、新しくなっていく方にお金をかけていただきたいなという思いなんです

けど、教育長、いけますか。 

○宮嵜議長 教育長。 

○青山教育長 ありがとうございます。私も回らせていただいて、東小学校のち

ょうど校舎の北側になると思うんですが、暗いので、ビオトープの保全が何か

今うまくできていませんし、数年前にビオトープが、平和堂が補助金を出して

やってくれということでやったとこなんです。今、丸山議員がおっしゃるよう

に、今後ちょっと何年かかるか分かりませんけど、先の長期の計画で、やっぱ

り東小の周辺、修繕していかなきゃならないと思っていますので、今後の計画

の中に入れたいと思っています。 

○宮嵜議長 丸山議員。 

○丸山議員 すいません。そういったことで、やっぱり明るくなるような、今ど

きの外壁にしていただきたいなという思いであります。 

 それとプラス、同じように見ておったら、グラウンド排水溝がＵ字溝がずっ

と並んであるんですけど、それも今言うている、もう何十年も植わっている樹

木、木の数も見ていると多いんかな。多いというか、もう間がないぐらい、松

の木なんかでも、物すごい太くなって、立派というか大きくなっているんです

が、その根がずっと張って、見たらＵ字溝が浮き上がっているんですよね。浮

き上がっていたら、そこでもう水が流れませんよね。そこにまた、グラウンド

の砂とかなんとか、枯れ草とかが詰まって、結局もうグランドの排水はもう全

然できていない状態。あれとしては、もう間引いていくというか、グラウンド

の木、例えばずっと並んでいたから、間、間でも間引いていくということはで

きひんのかな。あれは、やっぱり昔の人が植えたもんで、抜くということがで

きひんのかどうか、ちょっと分からんけど、あのままでは排水が全くできてな

い状態なんですよ。その辺どうですか。 

○宮嵜議長 教育次長。 

○中川教育次長 この件も教頭先生が担当やったみたいで、教頭先生と一緒に回

ったら、今言われたように、Ｕ字溝がグラウンドに。 

○丸山議員 並んでいますよね。 

○中川教育次長 実際、もう土で埋まったり、枯れ葉で埋まったりしています。

ちょっとこういう話があるよという話をさせてもらって、それはもう先生方の

理想は、今、議員が言われるように、すかっときれいにしてほしいというのが、

実際、そういう話が出ています。ただ、そうなると先ほども言いましたけど、

大規模改修になるので、即今どうのこうのいうのはもう実際無理なので、いっ

たんはＵ字溝に土が埋まっているので、一ぺんその土を取ってもらえんかと、
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枯れ葉とか。いったん、そういうふうにして清掃していただいて、実態を一ぺ

ん把握してもらうかというような話を教頭先生として、いったん出してもらう

かという話になりましたので、いっぺん掃除してもらって、ちょっと様子を見

るというようなことで、学校の方とは話ができております。 

○宮嵜議長 丸山議員。 

○丸山議員 次長、もちろん排水の掃除ももちろんなんですが、今言うように、

したところが、もう木の根っこが延びてしまって、Ｕ字溝が浮いているような

状態なんですよね。だから、掃除しても水が流れへんさかいに、やっぱりすぐ

埋まるんじゃないかなあという思いなんですよ。あれを逆に、めくらというか、

中学校のグラウンドなんかはしてあると思うんですよ。目くら暗渠というて、

穴の開いたパイプをずっと埋めて、周りを砂利で埋めて、水がそこへ吸ってい

く。そういうものに切り替えていかんと、今の状態、樹木が抜けないというの

やったら、やっぱりそういうような他の方法を考えていかんといかんのじゃな

いかなとは思うんですよ。 

 それはやっぱり、私も何回か、２年ほどコロナ禍では学校には行ってへんの

ですが、運動会とかの国旗なんか上げますよね。あの国旗も上がっていたら、

上の方は木で、全然見えへんぐらいになるんです、上の方まで上がっていくと

ね。だからやっぱり、あれはもうやっぱり間引いて、もうあれも大規模という

か、もう枝払いというか、もうあれも間引いていかないといけないなという感

覚でいるんですよ。今、もしあの川の掃除をするとか、排水路の掃除をすると

いうのは、学校内でできるんですか。もしするとなった場合は。業者に頼むと

いうか。 

○宮嵜議長 丸山議員。何とか暗渠、不適切発言になりますので。 

○丸山議員 目くら暗渠、あかんて。 

○宮嵜議長 差別発言になります。気をつけてください。 

○丸山議員 そうですか。すみません。暗渠と言わなあかんの。すみません。 

○宮嵜議長 その前の言葉が不適切です。 

○丸山議員 申し訳ない。 

○宮嵜議長 教育次長。 

○中川教育次長 Ｕ字溝の掃除の話は、ＰＴＡの活動とかのときに、今年はやっ

てもらおうかというようなことで、いったん掃除してもらうと、どこのＵ字溝

がこういうふうに傷んでいるというのがはっきりするので、いうようなことで、

そういう確認を今年度はしてもらおうかというような話にはなっております。  

○宮嵜議長 丸山議員。 

○丸山議員 すいません、ちょっと少し前の発言に、申し訳なく、ちょっと間違

った発言してしまったことは、非常に申し訳ないと思いますので、先にこれは
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すみませんでした。謝っておきます。 

 そういうことで、掃除をすれば何か見えてくるとこもあるかもしれんので、

即今、それで迂回というか、できて流れるんであれば、またそのような方向で

もいいと思うんですが、昔から私たち子どもの頃は、１年に一ぺんぐらいは、

私らが子どものころには中庭に琵琶湖の形をした水槽とかがありまして、それ

は子どもで掃除をしたことが、一ぺん水を抜いて、子どもだけで掃除をする。

もう１つの中庭には、ビニールハウスかそんなところで栽培したというような。

今の小学校の新しい正門側に、アヒルが池にいてたり、昔はそういうことがし

てあったので、そういうのは子どもの頃に、やっぱりこの授業の一環というか、

そういう掃除もしたこともあるんですが、取りあえず掃除をするということで

やってみたら、それは駄目だと私も言えませんので、取りあえず掃除をしてい

くいう方向で、まず、水が通れば一番いいんですが、その辺、何とかええよう

に検討していただきたいなと思います。 

 しかし、最初に言うた、正門横のやっぱり石垣が積んであることに関しては、

やっぱり子どもとかに、もしあんな石がころがったりすると、具合が悪いし、

毎年、毎年言われていた、石が積んである、植えてある木の枯れ葉が必ず水路

に落ちる。そこへまた、泥が落ちてきて詰まって、もう大変なあれになります

ので、その辺も、先ほども言いましたが、大規模改修まで言いませんので、危

険箇所に関しては修繕していただきたい。今後は、やっぱり明るい外壁になる

ようにお願いをして、この質問を終わりたいと思います。 

 次に、２番の保育園の通園バスについての、園児の置き去り事件とか事故、

事件やね、これ。事件とかそんな感じになっておりますが、テレビなんかでも、

ずっと報道されておりますが、保育園バスの園児の置き去りということで、昨

年は福岡県、本年度は静岡県でテレビ報道でもやっておりました。まだこれ以

上なくなるというとこまでいきませんでしたが、小学生ぐらいの子どもがバス

の中で横になっていたら、目が開いたらバスが止まっていた。それは何か親御

さんに携帯電話をかけて、何か自力で脱出できたというようなことをテレビの

報道なんかで私も見たんですが、その後に続いて、何かお父さんが３人の子ど

もを学校に２人は降ろしてあって、１人の子どもは自分のワンボックスカーの

後ろで、降ろしたつもりであったというか、そんな事件で亡くなっているとい

う、こんなことがあってはいかんことなんですが、実質やっぱりこういうこと

がありますので、こういうようなことが報道されておりますが、やっぱりこん

なことを国や県から、何か報道を見ていると、子どもにボタンを押せるように

とかいうことを言うてますけど、何歳児の子がバスに乗っておられるのか分か

りませんので、その子は自力でボタンを押せる状態なのかどうかも分かりませ

んので、何か国や県からの指導があったのか。それにつけての何か補助金を出
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すからこれをつけてくださいとかいうあれがあったのか、ちょっと聞かせてい

ただきたい。 

○宮嵜議長 教育次長。 

○中川教育次長 国や県からの指導ということで、国の方からは、バスの送迎に

当たっての安全管理の徹底についてという項目で、４点ほど通知が来ていまし

て、１つは子どもの欠席連絡等の出欠状況に関する情報について、保護者への

速やかな確認及び職員間における情報共有を徹底しなさいと。 

 ２つ目は、登園時や散歩等の園外活動の前後等、場面の切替わりにおける子

どもの人数確認について、ダブルチェックの体制を取るなどを徹底してくださ

いと。 

 ３つ目が、送迎バスを運行する場合において、事故防止に努める観点から、

運転を担当する職員のほかに、子どもの対応ができる職員の同乗を求めること

が望ましい。子どもの乗車時及び座席や人数の確認を実施し、その内容を職員

間で共有しなさいと。 

 ４つ目が、学校安全計画危機管理マニュアルについて随時見直し、必要に応

じて改定しなさいというような、４項目の指導の文書が来ております。 

 県の方からは、１０月２０日に両保育園を送迎バスの利用施設ということ

で、保育園実地調査が入りました。そこで、調査を受けております。この時点

では、何も問題ないと言われております。 

 国の支援としては、送迎用のバスの安全装置の導入の支援、こういう補助金

がありますよと、つくりましたよと。登園管理システムの導入支援、子どもの

見守りタグ、ＧＰＳの導入支援、安全管理マニュアルの研修支援等をメニュー

として用意しましたよというような連絡が来ております。 

○宮嵜議長 丸山議員。 

○丸山議員 そしたら、テレビなんかで報道されているように、今聞いておりま

すと、例えば何か降りるときの、先ほど私も言いましたけど、ブザーをつける

とかいうようなことに関しては、例えば私たちの方の保育園バス、西、東と２

台ありますけど、そういうように何かそういう機械的なものをつけるとなった

場合は補助金が下りるという思いでよろしいですか。つけた場合は。 

○宮嵜議長 教育次長。 

○中川教育次長 そういう支援があるということですので、そういうふうにはな

ると思います。 

○宮嵜議長 丸山議員。 

○丸山議員 そしたら、町内としましては、そういうあれが出るということにな

ったら、今後そういうのを活用して何か機械をつけていく方向で、町内の園の

バスにはつける方向でいっているんですか、その辺ちょっと聞かせて。それか、
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ほかに方法があるのか。 

○宮嵜議長 教育次長。 

○中川教育次長 一応、教育委員会の中で協議しているのは、そういう装置をつ

けるというような話もありましたし、バスの耐用年数がもう結構古いので、今

回の過疎計画の中にそういう項目を挙げさせてもらっていますので、基本的に

は過疎計画、ここ４年の計画なので、その中で対応できるのかどうかというよ

うなことを中で協議していかなあかんかなと思います。 

○宮嵜議長 丸山議員。 

○丸山議員 分かりました。そういうようなことで、やっぱり私もほとんど２番

の問題と一緒なんですが、やっぱり町としても、こんなことは絶対にあっては

いかんということでありますが、私がずっと見ている中では、西保育園も東保

育園に関しても、必ず園長先生が乗っているときとか、園長先生が乗れないと

きは保育士が乗っているのも見かけるんですが、私たちの町では最低限のチェ

ックの仕方はどのようにやっているかいうのをちょっと聞きたいのは、という

のは、中には先生に聞くと、やっぱりバスに乗った瞬間に、子どもは疲れてい

るのかどうか知らんけど、やっぱりごろんと横になって寝転ぶ子供がいるそう

なんです、何人かね。そうなると、正直、５人乗せたけど、４人しか降りなく

ても、５人とも降りたような感覚のときもある、ないとは言えませんというの

を聞いたことがあるんですよ。確かに、確認してきたところね。確かにそやけ

ど、今、私が聞いているところでは、園に行って聞いたところは、必ず後ろの

座席から最後まで確認をしていますということは聞いているんですが、それ以

外に何か対応されているのかどうか、それだけ。 

○宮嵜議長 教育次長。 

○中川教育次長 通常はそういうふうに対応したり、いろんな対応をしています

が、それをちょっと明文化してもらって、ちょっとこういうふうにマニュアル

をつくってもらっています。 

○丸山議員 両園に。 

○中川教育次長 両園に。このマニュアルがある前からは、それぞれやっている

行為なんですけど、漏れないようにマニュアルをつくって明文化してもらって、

これで今対応してもらっているということと、朝９時半までに欠席の連絡がな

い家には、何か園の方から電話しているそうです。どうですかというようなこ

とで確認していますし、教室内のホワイトボードに、園児の出席状況を書いて、

職員間で共有しているというようなこともしております。あと、代理で教育委

員会の事務局が運転に行ったりするときに、そのマニュアルどおりにできてい

るかというのは確認させてもらっています。 

 以上です。 



－75－ 

○宮嵜議長 丸山議員。 

○丸山議員 教育次長、どこの学校というか、どこの園でも多分マニュアルいう

のは作成されてあると思うんですが、そのマニュアルがどこまで守られるかと

いうか、どこまでできているかいうのが問題のとこだと思うんです、まずはね。

だから、そういった意味で、私も信じていますというか、園の保育士のことは、

みんないい人に来ていただいて、もちろん運転手さんも一緒ですけど、確認な

んかずっとやってくれているというのは聞いておりますし、このマニュアルが

あるんですが、やっぱり、今のところ大丈夫なんですが、やっぱりこういうこ

とがあってはいかんので、今後も気をつけてやっていただきたいなというのが

思いでありますが。 

 やっぱり、ほんまにあってはないような事件が立て続けにありまして、今言

うてる、静岡県であった後ですよね。あった後に、また、小学生の子どもが携

帯電話を使えるような子どもだったので、携帯でお母さんに電話して、自力で

出られたので、まだ命は助かったというものの、自分の親が子どもを忘れてい

たとか、考えられない事件が起きているんですよ。だから、やっぱりこんなこ

とが町であってはいかんので、何とか気をつけていただきたいなと。 

 私が一度、テレビの報道なんかで見たことを教育長の方に一言、こういうこ

とを即今やっているよというのを言うたことがあると思うんですが、子どもを

乗せたときに、そこで靴を脱いでいただく。これはテレビで報道されたことを

私が今、聞いて言うんですが、バスに乗ったときに、５人か１０人かわかりま

せんが、必ず靴を脱いでもらう。靴を脱いで、バスにずっと座っていってもら

う。降りたら、もちろん自分の靴をはいて降りますよね。靴が余ってなんだら、

絶対全部子どもが降りましたよと確認もできるし、もちろん目視でチェックす

るのが一番いいと思うんですが、そういうようなお金もかからず、一番簡単に、

今のところできる方法というのが、そんな報道をテレビでやっていたので、ま

た、そういうようなことも、また、園の方にお願いをしておきたいなという思

いであります。 

 そういうことで、一般質問は終わりますが、我が町でそういうことがないよ

うに、マニュアルをきちっと。 

○宮嵜議長 教育長。 

○青山教育長 ご心配いただきましたとおり、園だけじゃなくて、小学校、中学

校の預かっている子どもたちの安全というのは、やっぱり一に考えなあきませ

んので、この事件、事故が勃発したとき、当初、校園長会を開きまして、すぐ

に確認をさせてもろうたのは、朝の登下校ももちろんですが、学校に登園、登

校している最中も子どもの把握をしてくれと言ったら、言い方は悪いですが、

居場所確認をしてくれということは徹底しましたので、今もそれは毎日、確認
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させていただいているんですけども、今後も徹底して子どもの安全を確保した

いと思います。 

 以上です。 

○宮嵜議長 丸山議員。 

○丸山議員 教育長、ありがとうございます。私が今、園のことも言うておりま

すが、前も一般質問させていただいたと思いますが、小学校の子どもの数もか

なり減っております。そういった中で、隣の多賀町なんかは小学校の子どもも

バス通学、犬上ダムの方からずっとやっています、遠いところ。やっぱり昔、

私が子どもの頃には６年生のお兄さん、お姉さんが何人かいてて、小学校１年

生の子どもの手を繋いで学校に連れていってくれたという記憶があるんです

が、今、子どもの数が少ない。そこでもって高学年の方がおられる班がないと

いうか、だから集団登校みたいなことを小学校でもやっているんですが、やっ

ぱり集団登校となりますと時間に守れないと置いていかれる。もちろんそうで

すよね。８時に学校に着こうと思ったら、７時３０分に出発せんと学校に間に

合わへんから、どんどん行きますよね。そういった中で、やっぱり今後、私た

ちの町でもこんだけ人口が減ってきて、子どもの数が減ってくると、園だけで

なしに、小学校のバス通学もうちは考えていかなくてはならないような町にな

ってきたので、その辺、安全を第一に考えて、今後もお願いしたいなと思いま

す。 

 これで、私の質問を終わりたいと思います。 

○宮嵜議長 丸山議員の一般質問は終わりました。 

 ここで、しばらく休憩します。後ろの時計で、３時１０分から建部議員の一

般質問に入ります。 

（午後 ２時５２分 休憩） 

（午後 ３時１０分 再開） 

○宮嵜議長 それでは、休憩前に引き続き、会議を再開します。 

 次に、９番 建部議員の一般質問を許します。 

 ９番 建部議員。 

○建部議員 それでは、私から一般質問させていただきます。今日は、大きくは

３つの内容でもって質問させていただきます。 

 まず、１つ目の国の臨時給付金対象外世帯への５万円給付事業の執行を問う

ということでの質問でございます。議員必携の１１ページを見ると、議員の責

務、そして、使命、職責、そういったものが書かれていました。そこで、ちょ

っと２つほど抜き書きをしたんですが、地方公共団体の長、すなわち町長は、

議会の議決を得た上で、もろもろの事務、事業を執行することとされ、独断専

行を許さない建前が取られているということが書かれていました。このことは、
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さきの再議に付されて可決しました件、裏返して言えば、議会の議決を尊重す

る、そして、それを執行しないという独断専行は許されないというふうにも取

れるんです。もう１つ、議会は、いかに住民の福祉を考え、住民の立場に立っ

て判断しなければならない、こういったことが、この議員必携の、まず、議会

の使命、職責の中に書かれておりました。 

 そこで、議会の議決について、町長は異議がある、異論がある場合は、再議

に付することができるという、これは地方自治法第１７６条に掲げております。

これは町長の拒否権として、この再議が認められているわけです。さきの９月

の議会で、臨時給付金の対象外世帯への５万円給付の修正案を、補正予算の修

正を出させてもらって可決された。町長はそれに異論があるというので、再議

に付されました。特別多数決による３分の２の賛成を得て、議決されました。

そのことをめぐって、執行するやの、しないやのという話が飛び交いました。

そのときに、町長の談話が新聞で発表されていました。町長は、執行するか否

か、また、スケジュールをどうするかなど、慎重に考えたいと、そのように新

聞には応じていました。そこで、いつ執行するのか、いや執行しないつもりか

というのを聞くんですが、若干、ちょっと文句をつけます。 

 私が、議員の皆さんと１０月１８、１９日と、兵庫県の方の議員の視察研修

に行きました。そのときに、１９日、総務課長から私宛てに、帰ってきたら相

談したいことがあると、協議したいことがあるので、ぜひとも総務課に寄って

ほしいというので、研修が終わった後、私は議会の議員控室まで来ました。そ

こには、総務課長と前総務課長、今、教育次長ですが、２人おりました。この

臨時給付金の対象外の５万円給付の執行について、実は関係課長会を開いた

と。町長の意向は執行したくない、そういう姿勢を示しています。でも、関係

課長会の課長の意見は、もう既にこのことは町民が知っている、町民が関心を

持って見ている。それを執行しないわけにはいかない。ぜひとも執行すべきだ

という、関係課長会の意向でありました。町長は、それを飲んだか、飲まない

か。でも、渋々であっても執行せざるを得ない状況に来ていました。 

 そこで、その２人の課長が、その執行についての相談と、もう１つは、国の

給付金を、俗にいう補助金を使うことによって、それは２００万円という所得

制限、要するに２００万円以下の所得の世帯に対して５万円の給付をすると。

それは、国の給付金を頂いてということですので、これは甲良町からその分の

お金は出しません。要するに、約４００世帯、５万円ですから、２，０００万

円が国から出ることになった。私は、５，５００万円の予算を修正し、そのう

ち２，０００万円ですから、あと３，５００万円で済むなという話。ですから、

今度の１０月２８日の臨時会には、その２００万円の所得制限のある４００世

帯、２，０００万円の補正予算を見ているのでという話。その後に、その残り
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の人、対象外の人の給付については、申請がなかっても、もう自動的に町の方

からその５万円を給付するという方法はどうですかと私に聞かれましたので、

中には辞退をされる方もおる。辞退をするというのも、その人の権利の一つで

すから、ですから、必ずしも皆さんが希望していただくというわけじゃない、

中にはやはり、いや私は結構ですという辞退をされる方にまで、もう全て機械

的にその人の口座に振り込むのか、ちょっと無駄があるなという話をしていま

した。でも、そのとき２人の課長は事務の省力化、要するに、その申請をもら

って、そして、口座を確認して、そして、その人の口座に振り込んでいくとい

う事務量を考えると、やはり、もう皆さんに一律に給付をする事務にしたいと

いう意向を示しました。私はそのときは、もうどちらでもいいよと。いずれに

しても、対象外の人に５万円の給付が実施されるなら、よろしく頼むと言って、

その場は別れたんですが、実はこういう話が、１０月１９日の夕方に、この役

場の議員控室であったんです。 

 そうしていると何かだんだん、実はその話が、この臨時会、１０月２８日、

その２００万円の所得制限をして、その人たち４００世帯に５万円を給付する

ということが、各新聞社の受け止め方が非常に違っていた。読売新聞さんは、

２００万円の所得制限の５万円給付で決着と書いていましたね。私たちは、５，

５００万円の要求をしてというか、少なくとも対象外全員にという議決を再議

でもってしている。なのに、町が１０月２８日に出してきた２００万円の所得

制限、そちらの方が優先されるような言い方、そういう新聞発表がありました。

それでもって、２００万円世帯の所得制限で決着というようなことが、町民の

間に出ていまして、それはおかしいという町民からの批判もいろいろありまし

た。 

 そこで、私は今回、そういうことじゃないよと。現に課長２人が、事前の協

議の中で、町長は執行しないと言っていたけれども、関係課長会でぜひとも執

行するべきだという課長の意見でもって、これを執行することになったと。た

だ、その事務処理については、もう全ての人に一律にという方法でどうですか

というとこまでの話を事務方では進めてきていた。それがいつの間にか、２０

０万円の所得制限のそれだけになってしまった。そこで、町長。町長の胸の内

は執行したくないという思いがあったんだろうけど、この事業、執行するんで

すか、しないんですか。聞かせてください。 

○宮嵜議長 町長。 

○野瀬町長 質問の補強として、１つに議員の使命、職責についてのご説明、そ

れから２つには、福祉の立場から連続線上で、１０月１９日の課長を介しての

課長調整というお話がありました。受けまして、再度、一般質問いただきまし

たので、町長として回答の整理をいたしたところでございます。いわゆる、当
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初の５，５００万円の５万円、非課税世帯の支給は一般財源であります。議決

については、再議をもって、さらに３分の２の可決という経過があります。そ

して、課長の意見の、支給をするというところらへんについては、ちょっと私

の捉え方は違っていたわけですが、いずれにしても、住民税２００万円未満の

生活応援給付金事業、これは１０月２８日の臨時会での補正予算で通していた

だいたわけでございます。 

 したがって、建部議員おっしゃったように、その当初の議決と、２００万円

未満世帯の給付事業、３，５００万円残っていますよということの説明であり

ますが、一方で、町民福祉という町民の立場でどうするんだということをおっ

しゃいましたので、町にもこの件で投書がありましたし、それから、ヤフーニ

ュースのコメントもありました。少し紹介させていただきます。「希望者に給

付とあるが、お金が欲しくない人はないし、みんながもらいたいに決まってい

る」「赤字財政なのに、なぜこのような給付をするのか。大なり小なり、貯蓄

に回す恐れがある」「甲良町は、ほかに考えなきゃならないことがあるでしょ

う」「財源の厳しいのに、どうするんや」などでありました。振り返ってみま

すと、令和４年度の当初に、町として財政危機宣言をいたしまして、目下、財

政健全化への取組を進めておりまして、少なからず一般財源という手当となる

と、財政の影響を考慮しなければなりません。 

 したがって、町長としては、５号補正予算、いわゆる１０月２８日の低所得

者支援の臨時給付金、いわゆる２００万円未満世帯の方に給付をする事業につ

いてでありますが、４年度については、この事業をもって終わりとさせていた

だきたい。ご理解いただきますようお願い申し上げます。そして、令和４年度、

新型コロナウイルス感染症対応臨時地方創生交付金を充当した２６事業、総事

業費１億４，２０７万２，０００円の事業についても、完遂をいたしたいと考

えております。重ねてご理解いただきますよう、お願い申し上げます。 

○宮嵜議長 建部議員。 

○建部議員 町長。ばかげた答弁するんじゃないよ。この件は、議会で再議にか

けて、そして、特別多数決でもって議決した内容。その議決されたのを、いつ

取消手続があった。それなのに、それは執行しない。やっと本音が出たね。今、

誰かの投書か何かを読んでいたけど、町民さん、人それぞれ意見がある。財政

危機宣言を出したというものの、町長、あんたこれは大きな誤算だよ。令和４

年３月３１日までの、俗に言う令和３年度内における財政調整基金３億１，０

４６万円しかなかった。その時点で、町長は財政危機宣言を出した。早まり過

ぎたというか、早とちりというか。その半年後の９月議会、決算、令和３年度

の、もう最終の言うたら決算ですから、出てきました。何と財政調整基金が、

２億６，４８６万円も増えたんだ。結局は、町長は３億１，０００万円しかな
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い、財政危機宣言を出したけど、決算によると、そのときの財政調整基金は５

億９３３万円もある。その３年度末、令和４年３月３１日に、そういう決算の

見込みを立てていれば、こんなミスはない。その年度末に、僅か基金が３億円

しかない、それでもって、滋賀県における町６町は１０億円の調整基金を持た

ないかん。２万数千人の日野町やら愛荘町と同じように、６，４００人の甲良

町も１０億円という基金を持たなきゃいかんということで、財政危機宣言出し

た。これは間違いでしたね。早まり過ぎました。実のこと、その年度末には、

５億９３３万円の基金があった。そういう中で、危機宣言を出しました。それ

でもって、町民さんは赤字決算の、また赤字の甲良町に、なぜそういう給付金

を出すのか、５，５００万円ものという、一部ではそういう批判もあったでし

ょう。でも、９月議会の修正案は、そういう対象外の方々にも、せめて子育て

世帯、非課税世帯が１０万円プラス５万円という給付金を頂いている。その３

分の１額、２分の１額の、せめて５万円でもというので、９月に修正予算を出

した。それも、再議に付されて、３分の２という多数決でもって、その議会の

議決が無視されるということは、町長どういうことか。 

 後でも言いますが、町長は、議会には謙虚で真摯に誠意を持って対応します

と、文書にまで書いて、そのことを議会で言われた。その姿勢と裏腹じゃない

のか。これは断じて許すことはできません。課長２人が、事前の打合せに来た

ときに、町長は執行しないと言ったけど、その課長会では、やはり町民が知っ

ているし、関心を持っている。町民に対する、私の言葉で言えば裏切り、背信

行為だよ、これは。何のために関係課長会をもって、どうしようかという相談

をした。そのときには、こういう形で執行したいというのまで、提案してきた。

それが一夜にして変わってきている。前から言っているね。朝令暮改、朝言っ

たことが夕方には変わる。町長には信念がない。優柔不断、おのれの信念、中

心、芯がない。言った言葉に責任を持たない。それが、夕方には変わる。今日、

夕方言ったことがあくる朝には変わるという、そういう性格の持ち主、町長。

その町長には、もう任しとけないんだ。いずれにしても、私はここで、いつ執

行するのか、いや、しないつもりかということを聞こうとしたら、もう結果的

にはしないということの返事をもらったので、これに対する私は対抗措置を考

える。 

 続いて２番目。町長の給与減額をめぐる知事裁定が棄却されたことを問う

と。これについては、もうご承知のように知事の裁定は、本件審査の申立てに

は理由がないから本件審査の申立てを棄却すると。町長提案の本件条例案につ

いて否決すること自体が議会の権限を超え、また、法令に違反するものと判断

できる事情はないと解すべきであると書かれて、結局は、町長の申立ては棄却

された。さらに、第６の付言には、町長と町議会が真摯に協議し、建設的な議
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論を重ねることが望まれると、そういうことまでつけてあった。そのときも、

町長は新聞には、裁定書の中身を熟読し、適切な判断をしていくとコメントし

ている。町長、その結論をどうするかという判断、結論は出たのかな。聞かせ

てください。 

○宮嵜議長 町長。 

○野瀬町長 さきの質問のコメントをしておきます。確かに財政調査基金は、決

算によって積立金ができましたので、３億１，０００万円が積み上がって、５

億９００万円ということであります。もう一つ、危機宣言のときには、経常収

支比率、実質公債比率が高いという甲良町は非常に財政が脆弱だと、構造的に

厳しいということもありまして、全体的に危機宣言をして改善に取り組むとい

うスタンスで臨んでいるわけであります。 

 それから、ただいまのご質問でございますが、私は、議会の権限を超え、法

令に違反するとして、県知事に２度目の審査申立てをいたしました。内容は今

ご説明いただいたとおりで、しかし、今回は議員発議ではなくて、町長提案の

議案を議会の議決事項として議決権を行使したまでとして、申立てが棄却され

たところでございます。私としては残念でありますが、この知事裁定を受け止

めているところでございます。 

 それから付言につきましては、記されているとおりでありますが、知事申立

てに至った経緯については、事態解決に至らなかったので申立てを行ったとい

う背景がありまして、この付言については客観的に書かれておりますが、町長

と議会の関係は、すぐさま協議改善とは今後もなっていかないと思っています。  

○宮嵜議長 建部議員。 

○建部議員 今の答弁の前に、先ほどの財政基金の話を出しました。これは中日

新聞、湖東の１市４町の平成２１年度の決算、経常収支比率いずれも改善とな

って新聞報道されている。その中に甲良町はどうかといったら、甲良町は実質

収支は１億３，０００万円の黒字となったと書いてある。実際、甲良町、黒字

だよ。それを赤字決算だと言って、財政危機宣言を出して町民をあおっている。

甲良町の実態はそうなの。町長、その認識はないのか。 

○宮嵜議長 町長。 

○野瀬町長 厳しいから財政危機宣言をいたしましたので、単年度、予算、決算

では繰越金があり、余剰金が出て、そういう結果になったということでありま

すので、今後、それが急速に改善するというということではなくて、年次、年

次合わせて、財政の健全化をめざしていくという基本的な方向は、それで間違

っていないと思っています。 

○宮嵜議長 建部議員。 

○建部議員 いずれにしても、財政危機宣言を出したのは、ちょっと早とちりと
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いうか、早まり過ぎた。実際の甲良町における令和３年度の決算というのは、

そんな状況じゃなかった。少なくとも３億円しかない貯金が５億円を超える貯

金ができていたという結果になっているという読みが甘かったというのは、町

長、そのことは自覚せないかんと。 

 それで今のこの２番目の件。要するに、実は自治法では１７６条第７項に、

裁定に不服があるときは、裁定のあった日から６０日以内に裁判所に出訴する

ことができるとあるんですが、先ほどの言葉からいえば、町長はもうそれをす

る必要がないと考えているんですか。 

○宮嵜議長 町長。 

○野瀬町長 出訴はいたしません。 

○宮嵜議長 建部議員。 

○建部議員 当たり前だろう、できることじゃない。いずれにしても、これとて

町長は議会に対して、その裁定を謙虚に受け止めて、議会にご迷惑をおかけし

ましたという謝罪ぐらいは一言言っとかないかん、今までに。こうして再議に

までかけ、そして知事に訴えている。それが、棄却された。そして、自分とし

ても、そういう思うことがあったなら、議会に対して、こういうことで議会の

皆さんに迷惑かけたと、なぜその一言が言えんかったのか。どうだ。 

○宮嵜議長 町長。 

○野瀬町長 そこまで気が回っておりませんし、それから、申立てについては、

ルールでやらせていただいたと思っております。 

○宮嵜議長 建部議員。 

○建部議員 これも私はあきれて、物が言えなかったんですが、前のときの裁定

で味をしめて、次もやったら勝てるかなあというような思いで出した。それが

棄却された。町長、いい勉強したな。 

 次、３つ目に行きます。野瀬町長の進退を改めて問う。先ほどのことがある

んですが、７月の臨時会において、町長の辞職勧告決議を出しました。９対１

で可決されました。どういう内容で辞職勧告決議をしたか。この甲良の議会だ

よりの９８号で、そのことが克明に書いてあります。甲良町長の辞職勧告決議、

理由は約８つほど挙げてずっと書いています。もう今の町長では、この町政を

進めていくのは困難であると、もう町の発展は町長でなし得ない。直ちに、辞

職することを強く勧告するという提起をしたら、９対１で、それが出てきてい

る。その７月に出された勧告から、今で５カ月たとうとしていますけど、その

間に、さきの２件というのは、国の臨時給付金の対象外の５万円の件、そして、

町長が知事の審査申立てをした件、いずれにしても、町長に対する、ましてや

再議までかけて、そういう議会の決議の重み、そういったことが、完全に無視

されたと、その行為、そして、知事に裁定を仰いだその件についても、欲の塊、
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自分の給料を元に戻したいという単なる金銭的な欲求のために、こういう審査

申立てをしたと、そういうこと。 

 ここでは、７月以降、２件等の事件が惹起と書いているんですが、もう１つ

ある。私はこの質問の通告書は、１１月２２日に出しています。正式には、町

長は、議会運営委員会と２日に行われた全員協議会でその報告がされている。

それは、車検切れの公用自動車の運行について。議会の事務局からは、これは

新聞発表１１月１７日にやっています。新聞発表する前に、議員さんに一言、

耳に入れたいというので、１６日に各議員に車検切れの公用自動車を運行して

いましたと。内容は細かくは言いません。ただ、そういう事件がありましたと

いうことだけが、各議員に届いた。でも、正式には議会の運営委員会といって

も僅か５人、議長含めて６人の場です。正式には、この前の２日の全員協議会

で、実はこの話も、町長は挨拶の中で車検切れの公用自動車を運行していまし

た、誠に申し訳ないですという挨拶の中でおわびをしたという。西澤議員が、

総務課長そして担当２人が、３人が立っている中で町長がなぜ立たないんだと、

西澤議員から指摘があった。まさにそのとおり。正式にこうして議会に報告す

るとき、町長自らが率先して立って、誠に申し訳ない、今後こういうことは一

切ないという決意を述べないかん、そこに。それを総務課長に言わせて、担当

２人が後ろで立っている。本当に町長、あんたこれ、西澤議員が指摘したよう

に、本当に責任を感じているのか。 

 私は、この件は昔から総務課に総務主任という係を置いて、実はそういう消

防関係の事務をやらせていた。その担当が、責任があるのは間違いない。結局、

その担当の職務怠慢、要するに与えられた自分の職務の自覚と、その責任がな

い。それから起こってきている問題。もちろんその担当者が一番悪いよ。悪い

けれども、甲良という、今から１４年前に、町長が苦い経験のある官製談合疑

惑事件があったとき、中日新聞のある記者が、甲良町には独特な風土があると、

いい風土じゃないよ、悪しき風土。要するに、官製談合疑惑事件のような、そ

ういうものを犯す風土がある。これは、役場の中に、そういう職場環境、風土

があると言われた。確かにそう。今の甲良町には職務怠慢、そして、そういう

責任のなさ、仕事がスムーズにまともにできないという、そういう職員もいる。

その中で、そういう悪しき風土が培われてきたと思う。 

 だけど、町長は５年前、行政力の再生、職員力のアップを公約に掲げて、そ

れをやってきた。実際に何もやってない。この５年間、町職員の能力アップに

対する取組、町長、そういう思いで職員の指導監督をしてきたか。一切ないだ

ろう、そういうことが。この件は確かに担当者の責任があるけれども、そうい

う職場環境なり、そういう風土を改善してこなかった町長に一番責任があるん

だよ。町長が行政力の再生など、職員力のアップと言いながら、何の取組もし
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ないで、そういう職場環境の改善もしない。職員の能力アップ、どうしたの。

それの町長の指導監督が一番の原因だよ。もちろん担当者も悪い。悪いけど、

担当者がそういうことをぬかってきたという風土をつくってきた、環境をつく

ってきたというのは、これはもう全ての職員に言えることだけど、そういう甲

良町の役場の環境、風土というのがある。その改善に取り組んでこなかった町

長に一番責任があると私は考えている。 

 担当職員の長期休暇、復職後もその執行状況が確認されない。確かに、その

職員の職務の在り方、仕事の在り方、その仕事に対する義務感、責任感、そう

いったものが欠落している。そういう職員に育ててきた町長にも責任があると

いう、そういう自覚を持っているか、町長。答えなさい。 

○宮嵜議長 町長。 

○野瀬町長 大変申し訳ありません。私の謝罪の仕方が不適切だったというご指

摘も含めて、今回の車検切れについてもおわびを申し上げましたが、根底的に

は、次々と問題を発生させているという点については、改めて大変申し訳なく

思っているところでございます。 

○宮嵜議長 建部議員。 

○建部議員 上２件と今の公用車の車検切れの件、この３件が、実はその７月以

降、町長に出てきている話。７月の時点で、辞職勧告決議を議会が出して、９

対１で可決された。それから、町長、努力をされて、何とか名誉回復、行政力

の再生なり、職員力のアップに努めてきたかと思うと、そうじゃない。結果的

には、より悪い方向に町長、進んでいる。もうこれ以上、町長に任せるわけに

いかない。直ちに、この議会でもって、町長の辞職を強く求めますが、町長、

どうですか。 

○宮嵜議長 町長。 

○野瀬町長 質問、いろいろいただきました。基本的には、議会に対しては、議

員が申されましたように、誠心誠意、向き合わせていただいていると思ってお

ります。ただ、給付金事業、それから、知事裁定の件、それから車検切れ、３

つ、ご指摘をいただいているところです。今までもそうですが、当然、行政実

務というのは、法令遵守というのは、基本中の基本でありますので、これから

も法令を逸脱しないという基本中の基本で、行政運営に当たらせていただきた

いと思っています。したがいまして、今後も本町の課題に取り組んで、それぞ

れの課題が前進するよう一層努力してまいりたいと思っております。どうぞよ

ろしくお願いします。 

○宮嵜議長 建部議員。 

○建部議員 町長、もうあんたには無理なんだ、できない。限界。要するに、そ

れだけの、口では視点をちょっとそらしてべらべらとしゃべることがある。だ
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けど、あんたの発言なり、あんたそのものに芯がない。要するに、これをしま

す、あれをしますと言っても、したためしがない。この５年間、何をした。自

分はこれをしましたという業績になるようなことが何か１つあるか。何もでき

ていないんだよ。もうこれ以上待てない。私は、この件については、また、議

員さんと相談します。でも、私は１２月、この議会を限りに辞職することを強

く求めて、質問を終わります。 

○宮嵜議長 建部議員の一般質問が終わりました。 

 ここで５分間休憩します。 

（午後 ３時５８分 休憩） 

（午後 ４時０３分 再開） 

○宮嵜議長 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 次に、６番 阪東議員の一般質問を許します。 

 ６番 阪東議員。 

○阪東議員 議長のお許しをいただきましたので、通告書に従いまして、質問の

方をさせていただきます。 

 まず、１番目に、除雪対応に問うというところで、昨年、年末年始は積雪が

過去に例を見ない降雪で、１２月２７日から国道８号線も５０キロメートルの

停滞ということで、近江鉄道も脱線したという、再開のめどが立たないほど大

雪に恵まれて、恵まれてというか交通が混乱いたしました。また、被害の方も

当地区については、ハウスの倒壊や、そして住宅のひさしの折れなどが多数発

生しました。建設業や区の団体の皆さん、町民の皆さんが除雪に協力されて、

他の市町からしますと、除雪状況がかなり進んで、町内は大きな混乱がなくて、

よかったなと思っております。そういった中で、昨年の状況を踏まえまして、

質問の方をさせていただきます。 

 まず、①に、今年度、除雪業者の準備はどうかというところで、お聞きをし

ます。延長距離は昨年と変わりますかということと、業者選定数は幾つになっ

ているかというところについて、お聞きしたいと思います。 

○宮嵜議長 建設水道課長補佐。 

○寺居建設水道課長補佐 今年度におきましては、各集落からの協力もお願いし

つつ、町の除雪路線としては延長で４１．５キロメートルでございます。委託

業者につきましても、１３社で契約を予定しております。延長距離につきまし

ては、今年度から集落での協力をしていただくのも含めますと、昨年度と同等

の除雪延長距離ということで見込んでおります。よろしくお願いいたします。  

○宮嵜議長 阪東議員。 

○阪東議員 是が非でもできるだけ区の要望なり、またお願いもあると思うので、

支障は起こさないように検討をお願いしたいと思っております。 
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 今年の３月議会で、私の一般質問より、２の方を質問させていただきました。

町長の方から、今後、集落のお願いがあると、また、集落からの要望も聞いて

いきたいというところで、建設水道課の方に自治会との協議をしていく場を設

けるという回答がありました。そういった中で、除雪の体制を確立するという

ふうな会合であります。今、私が聞いておりますところについては、余りプラ

ス方向に進んでないんかなと、３月議会、この前、一応、区の方にちょっと行

きまして、先月の２９日に一応、路線のところとかを、機械も含めて調査を依

頼されとるみたいなんですけれども、あまりにもちょっと遅いなと思っており

ます。もっと早くして進めて、できるだけ区の皆さんやら、協力いただく道は

ここやでという形のものをやっぱり先に出しとかんとあかん。そんな形で調査

をしとかんとあかんと思うんですけど、そういうような形がなぜ、ここに来て

そんな形になってきているんかというところについては、どのように考えられ

ておるかと思います。 

○宮嵜議長 建設水道課長補佐。 

○寺居建設水道課長補佐 すいません。まず、今年に入りまして、５月のまちづ

くり協議会と、あと８月に区長会を開催させていただきまして、その中で路線

の見直しや集落へのお願いをいたしました。その中で、１０月に入ってからに

なりますけれども、各集落への戸別訪問ということで始めさせていただいたと

ころでございます。そういった中で、町が実施する路線と集落要望、あと除雪

の作業の実施に向けた内容の確認を行いました。生活道路、通学路を含めまし

て、通行を確保することで命や暮らしを守る体制ということで、町が実施する

路線、集落が協力していただける路線、そういった意見交換ができたというこ

とについては、よかったと感じております。 

 また、今年度は除雪作業の費用、人件費の部分になってはまいりますが、除

雪機械の規格に応じて、町が支払いをさせていただくということで、集落の中

で一定の理解をさせていただけたと思っております。また、準備金ということ

で、この冬場に向けての準備ということで、１集落当たり１０万円とあと世帯

数に応じた金額の方を契約なりさせていただきながら支払いをと思っておりま

す。 

 今ほど、議員がおっしゃった対応が遅いということにつきましては、始まり

が１０月になったことも含めまして、遅くなったことに対しては、申し訳ござ

いません。ただ、これから冬場、本番を迎えますので、これに向けて全力で対

応していきたいと思っております。 

○宮嵜議長 阪東議員。 

○阪東議員 よろしくお願いします。先日、集落の動向という、こういうチラシ

をもらいました。やはり、人件費の問題や機械をどないするんかという問題、
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各集落で問題が沢山あります。除雪の路線ができる範疇、業者でできる範疇と、

業者に中へ入ってきてもらって危ない部分もあろうかと思うので、そこら辺に

ついては、要はもう少し早くやって、業者との整合も必要やったん違うかなと

思います。 

 もう１つ、やっぱり重要なのは、自治会でやっていくというところで、やっ

ぱり保険の関係もやっぱり重要だと思います。事故が起こってはならないんで

すけども、そういう対応も、逆にアドバイスというか、こういう保険も入って

くださいねというところに対して、アドバイスをしてあげないと、不安なとこ

ろが沢山あろうかと思いますので、その点についても、今後、決めていただき

たいなと思います。 

 うちの区長も言うとったんですけれども、やっぱり１３集落あるので、やっ

ぱり公平に見方をしてほしいということを言っていましたので、字でできるこ

とについては、できるだけ頑張りたいと。そういうような形についても公平に

見てくださいねというところで、この場で言っておいてくださいという形があ

りましたので、伝えておきます。 

 同じく、３月議会で③の方に、野瀬議員の方から農業機械のアタッチメント

を使って除雪も集落で対応して、その対応の中のアタッチメントも、やっぱり

そういうような形で、全額じゃなくて一定の助成もやっぱり考えてほしいとい

う形を言われていましたんですけど、その辺については、今後考えていくんか、

もう考えているんか、ちょっとお願いします。 

○宮嵜議長 建設水道課長補佐。 

○寺居建設水道課長補佐 各集落へのヒアリングを基に、今ほどおっしゃってい

ただきました農業用機械の附属品、アタッチメントなどにつきまして、また、

小型除雪機械の購入などにつきましては、補助内容でありましたり、補助率の

検討を行っておりまして、令和５年度に補助制度の活用ができるようにという

ことで進めたいと思っております。 

○宮嵜議長 阪東議員。 

○阪東議員 ④の方で、最近、異常気象ということで、今年度も昨年と同様の場

合に、また、除雪の資金の手当てというものが不安な状況になってくるんです

けど、県や国の対応はどうかというところをお聞きしたいんですけれども、こ

れについては、やってみんと分からんというところになるんでしょうかね。 

○宮嵜議長 建設水道課長補佐。 

○寺居建設水道課長補佐 建設水道課といたしましては、現時点では県や国から

の支援等について通知はございませんが、昨年に引き続きまして、甲良町とし

ては除雪の補助といったところで、財政支援の要請は行っていきたいなと思っ

ております。 
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○宮嵜議長 阪東議員。 

○阪東議員 昨年というか、今年は除雪が約１億円ほど、甲良町はかかっている

ということで、そういった意味で、正月の三が日、年末というところに対して

も、やっぱりそういうコストが上がっているという形は分かるんですけれども、

ある反面、豊郷の職員さんに聞くと、３，５００万円ぐらいで済んどるという

ところを言われています。ただ、路線の長さとか、そういうのが違うので、一

概に比較はできんのですけれども、大体そういう業者選定というか、そういう

中でしっかりやってくれはった業者とか、やっぱりそういうような形のものを

今後はやっぱりよく見て、あまりにもコストがかかり過ぎているとか、そうい

うところがあったのか、なかったのか、僕は分かりませんけれども、そういう

面についても、やっぱりどさくさに紛れてコストが上がらないように気をつけ

ていただきたいなと思っております。その点については、いかがですか。 

○宮嵜議長 建設水道課長補佐。 

○寺居建設水道課長補佐 例年ですけれども、除雪作業をしていただく際には、

日報も出していただいておりますし、あと作業日誌、あと写真等で確認をさせ

ていただいておりますが、そういった面も含めて、チェック体制は整えていき

たいと思っております。現地についても、実際、降りましたら、パトロールを

含めてはやっておりますので、その点、例年、変わらず進めていきたいと思っ

ております。 

○宮嵜議長 阪東議員。 

○阪東議員 ありがとうございます。続いて２番の、町道農免道路の除草につい

て伺っていきたいと思います。昨年の前半まで、下之郷区民全員によりまして、

豊郷の境界まで草刈りというか、除草を行ってきました。基本的には、年３回

から４回という頻度で行ってきたわけなんですけれども、その除草機械による

飛び石で度々、事故で区長さんが苦労されてきました。本当に除草をやるとい

うことについては、早朝より、除草の予告を示す三角コーンとか、そういうよ

うな設置で準備をされて、これも毎回やってこられたということで。過去、私

の一般質問で、要は日曜日はあまり交通量が少ないんですけど、１時間だけで

も警察と協力して、そういう要望ができませんかという形をこの場で言ったこ

とがあります。回答としてもできませんという、あっけなくこう断られたんで

すけれども、今後、やっぱりそれは、私が言うてるのは、区長さんの意見も聞

いていますし、今後そういうところを否定されていくのが続いていくと、私も

もう毎回、自治会の会合に毎月出ているんですけれども、こういう意見でした

わということで、だんだんもうやっても嫌気になってくるというところになる

ので、基本的にはやっぱりある程度は、少なくても導きをやっぱりこの役場の

方についてはしていただきたいと思います。 
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 集落の善意という形のものが、何かもうその一言で無意味にされているとい

うところですね。過去は活動の中でとは言うても、もう対価というか、お金を

もらっていたという、美化運動という形のもので助成金をもらっていました。

ほんで近年までは、今のいう農免道路のところについても「まるごと」で、若

干認められていたというところで、法面やから、それはやっぱりそういう田ん

ぼに入るというところも、要はもう認識したらいいんやけども、かんかちこん

で水路しかあかんという形のものも、それも何か却下されたみたいです。だか

ら、いろんな当時の区長さんは、皆に説明せんとあかんわけでしょ、区民の皆

さんに。こういう金については、こういうおかげでもらっているんですよとい

う説明があってしかり。そういう形も同じことを言うてはります。だから、も

うやっぱりそういう形で飽きが来たというところが、現実やと思います。 

 通告書に戻りますけど、ＪＡのカントリーの上の町道の法面の草丈が、本当

に今、交差点の見通しがきかないほど長く伸びております。この間も私が見て

いました事故寸前、昨日もちょっと見ていたら、事故寸前なところがありまし

た。特に今、車はやっぱり草丈があると止まるんですけど、自転車とか人とか

は分かりにくいんです、草丈があると。そういうところについては、やっぱり

しっかり刈ってあげるということが重要やと思います。やっぱり車の農免道路

の方はかなり車のスピードも出ていますし、草丈が高いと事故の原因になると

思います。そういったところで、やっぱり道路管理者としては、戻されたとい

うところもあるんやけれども、やっぱり発生死亡事故が発生しないように解決

してほしいと思うんですけど、その点については。 

○宮嵜議長 建設水道課長補佐。 

○寺居建設水道課長補佐 今ほどの町道池寺下之郷線になりますけれども、これ

については、農業作業期間も含めて周辺農地、集落も含めて、所有者の方々に

は除草をいただいているところ、先ほどおっしゃっていただいた、協力してい

ただいております。町の方としましても、交差点付近を含めまして、町道の除

草作業ということで、集落が実施していただいているのとは別に、年１回の実

施を行いながら、そういった交差点の見通しが悪いところも含めての事故対応

ということでやってまいりたいと思っておりますので、よろしくお願いいたし

ます。 

○宮嵜議長 阪東議員。 

○阪東議員 我々の次の次の世代で、今の言う２５歳から４０歳までの人、仕事

に出てはる人ね。これ、ミレニアム世代という形になってきているんですけど、

その人らはもうできるだけしたくない世代がもう多くなって、２５歳までのＺ

世代にいったら、なおさらもうやりたくないというところが続いてくると思い

ます。今まで築いた村づくりという形については、本来であればそういうよう
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な形のやっぱり助成をしながら、今も助成の金額のベースが違うんですが、そ

ういう助成をしながらそんなところを守っていくというところがあればよかっ

たんやけれども、もう何か全部切り捨てていってしまっていると。逆に言うた

ら、金の切れ目は縁の切れ目というか、そういうような形につながっているん

と違うんかなと思っています。 

 そういう意味で、今後やっぱりそんなできるだけ危ないところについては、

改善していくというのが本来の姿であろうかと思うので、やっぱり除草対策に

しても、次のところに移りますけれども、やっぱり拡張対策もやっぱり必要じ

ゃないかなと思っております。アクションプログラムという形についても、野

瀬町長の方から以前、聞かせていただいて、あそこの道路については、もう少

し改良が、幅員も含めてしますよというところもお伺いしているんですけれど

も、頓挫しておるという、計画すらどうなっているかという形については分か

らないんですけれども、今後の見通しは、これが済めば草刈りはせんでもいい

ので、そういう見通しはいかがかなとお聞きします。 

○宮嵜議長 建設水道課長補佐。 

○寺居建設水道課長補佐 現在、滋賀県の道路整備アクションプログラム２０２

３年版というのを今、見直しをしていただいております。その中で、甲良町の

単独事業の中で、今ちょうど池寺下之郷線の道路改良を事業継続という形で乗

せていただくようにお願いしております。また、その中で道路整備の内容を含

めてですけれども、国道８号バイパスの整備計画によりまして、町道の整備内

容にも大きく影響を受けることから、現在は概略設計を行っておりますが、８

号バイパスの事業の進捗に合わせまして、詳細設計など事業を進めていきたい

と考えております。 

○宮嵜議長 阪東議員。 

○阪東議員 県も助成してくれる部分なので、またよろしくお願いしたいと思い

ます。 

 それと続いて、３番目にいきたいと思っております。農業支援施策について

伺っていきます。前回、議会において、２２歳、大学生代までの家庭に米を支

援するということで施策を発表されました。それらの支援の中には、米あまり

の時代の価格低迷において、少しでも農家の皆さんの力になりたいということ

でしたけれども、内容としては、大変、農家にとっては賛成していただけると

思います。そういう中で、今年の場合は何分にも企画されましたことが急で、

全ての甲良の認定農家が参加できていないという形で聞いております。今後は

やっぱり、常に公平さを重んじ、土壇場企画というのはあんまり好ましくない

ん違うかなという形のもので、前もってやっぱり企画して、お願いやらしてい

くとまた思います。ほかの町では、その人数に応じて１つとかという、世帯に
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１つなんだけど、そういうふうな形も考えられておりますので、そういうよう

なところについてもやっぱり今後は考えていってもらいたいなと思います。 

 ①の、先日、米あまりで大学生まで家庭に支給をされましたが、その反応と、

特にそのときに言われた、拒否された家庭はどうするのということを言われて

いましたけれども、そういうようなところがあったのか、なかったのか。また、

そういうふうな、今の期をきっかけにして、年間計画として今後可能なのか、

一応、お聞かせ願いたいと思います。 

○宮嵜議長 企画監理課長。 

○熊谷企画監理課長 まず、反応でございますけれども、対象世帯６４４世帯に

対して、１１月末現在で６３７世帯に支給を行っております。この個別の配送

をお願いしました甲良町シルバー人材センターからは、配送先の多くのお宅で、

ありがとうとお礼の言葉をいただきましたよというお声を聞いておるところで

ございます。また、辞退につきましては、１１月末現在で５世帯から辞退の申

出をいただいたところです。 

 また、年次計画につきましては、今回はコロナ禍の影響を受けた甲良米の販

売不振に悩む町内農家と、それから電力、ガス、食料品などの価格高騰によっ

て生活が困窮する町内の子育て世帯の支援と、この双方を支援することを目的

として、国の臨時的な交付金を受けて町としても緊急かつ時限的に実施させて

いただいたものでございますので、現時点では、来年度、継続的な実施といっ

たところまでは想定はしておらないところです。 

○宮嵜議長 阪東議員。 

○阪東議員 なかなか米も値上がりがしないというところで、やっぱりそういう

ようなところについては、農家もありがたいなと思ってはると思います。そう

いう中で、国の方の基金から拠出でやってもらえば一番いいんですけれども、

そういうような形については、そちらの方に矛先を向けるような手段というの

も、やっぱり考えていただきたいなと思います。 

 次の質問に移らせてもらいます。②で、他の町では、米価下落によって、議

会の動議によって、町が１袋について５００円の補填をしてはります。これは、

動議のやつについては愛荘町がやっていますし、多賀の方も５００円を今年、

補填しています。また、多賀の方は大型特殊免許支援を積極的に実施され、担

い手が絶えないようにしておると思います。本町は、基幹産業が農業と土木と

言いながら、何の支援もないのがどうなのかと思っております。また、このよ

うな積極的な心配りこそ、やっぱりいろんな意味で糸口がほぐれるのではない

かなと思います。多賀ではやっぱり５００円、一般の農家も供出農家も、証明

ができれば５００円をということで、非常に町長に感謝をされたと。やっぱり、

甲良町長もやはり感謝をされるように努力をお願いしたいと思っております。
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町長、いかがでしょうか。 

○宮嵜議長 町長。 

○野瀬町長 現状、産業課長が調査をしておりますので、それを踏まえて答弁さ

せていただきますが、今現在は、緊急的に企画課長が答弁した内容でございま

して、継続的にというのは、私は米価がどういう推移をしているかという、農

協の買取価格は買取価格であるんですが、農協が全農へ納める相対取引価格と

いう、その推移が３年から４年度の米価については、コシヒカリ、滋賀県では

５００円程度、上がっているということでありますが、水準がいったん落ち込

みが大きいので、その水準で比較というわけにはいきませんけど、大幅な下落

というところまでいったときには、何らかの対策が要ると思うんですが、３年

度と４年産米が少し上がったという点については、今現在、補填というのは、

ちょっと甲良町としては考えておりません。具体は、産業課長が調べておりま

すので、答弁をさせます。 

○宮嵜議長 産業課長。 

○西村産業課長 一応、産業課長答弁なっていますので。議員おっしゃるとおり、

特に多賀町では一俵１，０００円上乗せということで、特に多賀町なんかはな

かなか農業の経営継続には難しいということで、町の方針として何とか継続し

てほしいという思いを持って、令和３年度も実施されたということを聞いてお

ります。甲良町におきましては、既に予算化されているのが、新型コロナの地

方創生臨時交付金の範囲内ではございますが、燃油高騰対策と肥料高騰対策、

これの取組のみとなっておりまして、なかなか限られた予算の配分の中での取

組ですので、米価下落という部分については、現在のところ予算措置はしてお

りません。 

 先ほど、企画の課長の方から答弁がございました、子育て世代へのお米の配

布という部分で、特に今回は時期的に、おっしゃるとおり、突然急な施策とい

うことでございましたが、いろんなところにちょっと声をかけさせていただい

たんですが、一応、甲良集落営農組合の甲良連合、それから、株式会社澤農園

さんのご協力をいただいて実施させていただいたというところでございます。  

 以上です。 

○宮嵜議長 阪東議員。 

○阪東議員 そういうような事業については、やっぱり先ほども言いましたよう

に、公平さも含めて考えていっていただきたいと思います。 

 それと、４番目の方に移らせていただきます。農地・環境と農業を問うとい

うところで、ちょっと中身が分かりにくいかなと思っております。農業という

のは、３つの課題があると言われています。 

 １つ目は、農業人口の減少と高齢化にあるというのが現実。２つ目は、若者、
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それがもう流出して、担い手不足になっているというところです。３つ目は、

ＴＰＰ、またはＦＴＡの国際競争力にさらされているということで、価格低迷

が続いて維持できないというところですね。農産物の関税撤廃というのが農産

物であるんですが、その８０％ぐらい現在進んでいるらしいです。若者でテレ

ビとかで言われているのは起業すると、若い子が起業するという形のもので、

毎年、その起業者は増えているんやけれども、それと引き続いてやめている人

が沢山いるということで、起業する人がいる割には、思ったように農家人口が

増えていないというのが現実です。 

 そのような中で、農地の荒廃が、今後この甲良にも懸念されるように思いま

す。農地が荒廃するということについては、多様な生物生息にいろんな環境が

侵されていって、ひいては、人間の生活環境にも悪影響を及ぼすと思っており

ます。そういうことがまた推測できるということです。これらをやっぱり措置

していくという形について、維持していくためには、農業は単なる生産活動で

終わらせてはいけないと思います。重要な環境等との役目を果たしていると思

います。 

 そこで、町長の方に質問をさせていただきます。全国で高齢化や米価の下落

を背景に、水田や里山が多く荒廃、荒れ地に変わっております。甲良について

も他人事ではないと思いますので、その考え方、甲良町は中山間地で、ひっく

るめて呼ばれていると思うんですけれども、言わば中間地でありますが、農業

人口についてもかなり減少して、これから荒れ地も続出するのではないかなと

思っています。特に、もう白地の辺りは、面積が小さい、大型機械が入れない

というところについて、水の水利も利便性が悪いということで、ますますもう、

身近な集落の近くからもう荒れ地になっていくという形が懸念されます。そう

いったところについては、町長、どういうふうに考えられて、思っておられる

か。 

○宮嵜議長 町長。 

○野瀬町長 ３つの原因を述べていただきました。まさしく、そのとおりだと思

います。３つ目の価格の国際競争、これは輸入であったりＴＰＰであったり、

国際連携というところで、政府が日本の農業、あるいは今でこそ担い手農業、

集落営農の２本柱みたいな担い手という大くくりでやられておりますが、価格

面でいくと、それは大規模な外国の生産地からすると、それはやむを得ないと

いうことですが、それを日本流にどうこなしていくかというふうになっていく

と思います。 

 ただ、甲良町、中山間地域には指定されていない地域でありますので、人口

減少、高齢化、それから、若者の後継者が育っていかないという課題がありま

す。それから、甲良は耕作がない地域やということで、長年きましたが、一部、
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条件が悪い農地、あるいはおっしゃいました圃場整備がやられていない水利不

便地等々について、やっぱり耕作地が雑木化している現象が、農業委員会の調

査でもデータが出ておりますので、今後どうするか、今までは食糧増産で、農

地をどんどん開いて、優良農地を守っていくんだということで、懸命に農業者

が生産地拡大をされてきたんですが、そういうことでない現状をつぶさに見て

も、甲良町の農政だけではなくて、ＪＡであったり、県であったり、それから、

実際困っておられる集落営農法人と課題をつぶせるような課題解決の議論と

方向を出していかなければならない。関係機関とも知恵を絞っていきたいと思

っています。 

○宮嵜議長 阪東議員。 

○阪東議員 ありがとうございます。続いて、産業課長に伺います。国は、平成

１５年、特定農業団体から甲良は出発しまして、今は農業法人という形になっ

て、また、株式会社というところで担い手集約というところに、一気にかじを

取ってしまったというところにあります。最近では、新聞では半農半Ｘという

ところまで、あらゆる担い手を認めるという形が出てきました。その背景は、

やっぱりどうやったんかという形を伺いたいんですけれども、今後、やっぱり

甲良町も担い手だけでは環境は守れませんよと私は言いたい。やっぱり、父ち

ゃん母ちゃん農業、いろんな息子に田畑を渡して、それを継承している農業に

ついても、やっぱり重要ではないかと。要は半農半Ｘで半分農業で半分何か、

要は食いっぱぐれの仕事をしなさいという意味なんですね。そういうところに

対しては、やっぱりちょっと形を変えていかんとあかんなと私は思うんですけ

れども、担い手集約ばっかりやっていたら、担い手が、人が足らんようになっ

てくる形になるので、やっぱり即戦力のある、父ちゃん母ちゃんの次期世代の

担い手はかなんと言うとるけれども、取りあえずやれやというところがないと、

やっぱりうまくいかんと思うので、そういうところも甲良としては面倒を見て

いかんとあかんのと違うかなと思うんやけれども、その点については、どうで

しょうかね。 

○宮嵜議長 産業課長。 

○西村産業課長 まず、担い手集約の、そういった背景からでございますが、高

齢化、人口減少が進展する中で、農地を持続性を持って最大限利用していくた

めには、農地利用を担う人の確保と育成を図ることが重要だと考えられており

ます。このため、農地を将来にわたって持続的に利用すると見込まれる人とし

て、多様な経営体と継続的に農地利用を行う中小規模の経営体、作業機械を共

同で行う等しつつ、農業を副業的に営む半農半Ｘの形態など、認定農業者等と

ともに積極的に位置づけ、農地その利用を後押しすることとされてきておりま

す。県としましても、中山間地域等において担い手が不足する地域においては、
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農業農村を支える多様な人材が必要と考え、地域内の農業を担うものとして、

半農半Ｘも位置づけられているところでございます。また、人口減少問題、農

業者後継者問題を抱える甲良町としましても、有効な施策の１つであると考え

ておりますが、実際に検討していくためには、町と農業者等で、例えば受入体

制を整備する等、そういった整備が必要となってこようかと思います。いきな

り半農半Ｘとなりますと、甲良に住んで、そういう取組を行うということでご

ざいますが、移住とセットになった考え方もございますが、まずは、農業を通

して甲良町に関わっていただき、将来は甲良町に住んで農業等を行っていただ

けるような体制が必要かなと思います。現状は、まだそれについての協議等は

行っておりませんが、新規就農者支援の担当課としましては、まず、情報収集

に努めたいと考えております。 

 以上です。 

○宮嵜議長 阪東議員。 

○阪東議員 今のおっしゃったところが、３の方になります。農業と、やっぱり

環境と河川と３つの分野の維持管理は、生物多様性に大きく関わってきており

ます。生物が生息する環境づくりに、農家がやっぱり大きな役割を関わってい

ます。今後、甲良の農業が直面する課題に、今から県や国と協議し、本来の農

村が必要とする計画づくりをすべきと考えております。持続可能な発展計画の

中には、そういうような細かなところが書かれていません。それを先ほどの言

われた、大ざっぱに書かれているんですけども、そういうようなところについ

ても、やはり今後はしっかりと我々甲良の状況を説明できる、国や県とのパイ

プをつないでほしいと思いますが、いかがですか。 

○宮嵜議長 産業課長。 

○西村産業課長 みどりの食料システム法に基づき、現在、滋賀県みどりの食料

システム基本計画が全国で初めて国に同意され、運用開始されているところで

あります。この基本計画は、滋賀県及び県内１９市町が合同で作成したという

ところで、法に基づく国の同意を得ており、本町も作成に関わったところでご

ざいます。本町独自ということではありませんが、全国に先駆け、県域での取

組が今後、展開されようとしております。また、基本計画の内容としましては、

滋賀県環境こだわり農業推進基本計画をベースに作成されておりまして、農業

環境面に配慮した環境こだわり農業の生産、また、化学肥料の低減等、生物多

様性にも配慮した農産物の生産方法となっております。こういった地道な取組

があり、日本農業遺産、世界農業遺産にも認定されたものと考えております。  

 以上です。 

○宮嵜議長 阪東議員。 

○阪東議員 取りあえず国や県と連携しながら、今の基礎のところをやっぱりし
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っかり守って、次の世代に向けた計画づくりというのをお願いします。  

 次に、５番目に図書の発注について問います。町の図書館は、出版物を収集、

保存し、様々なサービスを通じて、町民の人々に提供する基本的な役割は今も

変わらないと思っております。これに加えて、最近ではインターネットや電子

情報へのアクセスを提供していかんとあかんと考えております。電子情報を発

信する、あるいは保存するとともに、これからの町の図書館ということも大き

な重要な役目であるかなと思っております。図書館は、本屋さんとか、そうい

う他のメディアの提供手段と比べて、出版物を発表されたものを正確で体系的

な知識、情報を蓄積し、保存して提供するとともに、マスコミやインターネッ

トが提供する情報、取りあえず新聞とかそういうようなものについて、またい

つでも提供できるようにするという重要な役目を持っておると思います。そう

いったところで、毎年、多くのこの甲良も多くの本を購入されています。ちょ

っとまだ私も監査に出させてもらっているんですけれども、１回ちょっと確認

させてもらったという時点ですか、その時期と、時期がどういうふうにまたが

っているのか。また、購入に当たっての図書の選定、当然、図書を買うに当た

っては、町民のニーズとか、また先生方のニーズとかいろいろあろうかと思う

んですけども、そういう起案をどのようにされて、契約というか注文書を出さ

れて購入されますと。購入されたら、町民へ、こういう新刊が入ってきまして、

こういう内容でしたよという形についての周知をどのような方法でされている

かという形を伺いたいということなんです。 

○宮嵜議長 社会教育課長。 

○望月社会教育課長 まず、購入時期につきましては、ほぼ毎週金曜日に発注

し、年間５０回程度です。購入までのプロセスにつきましては、図書館利用者

のニーズに応えながら、図書館司書５人が１週間ずつ、発行書籍のリストを基

に図書の選定の方を行っております。あと、町民さんへの周知につきましては、

毎月発行する図書館だよりに新刊図書の紹介と、あと図書館ホームページに掲

載しております。また、図書館に入った入り口に、新刊図書のコーナーを設置

しております。 

 以上です。 

○宮嵜議長 阪東議員。 

○阪東議員 ということは、これが欲しいというインプットの情報というのは、

要は町民の皆さんとかがしているということになるんですかね。 

○宮嵜議長 社会教育課長。 

○望月社会教育課長 図書館の利用者につきましては、よく新聞に本の紹介が載

っているかと思うんですけれども、そこを見たり、ホームページ、ネット情報

ですので、そちらを見て図書館の方に来られる方が多いですので、その方々の
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利用の興味、関心にスピーディーに対応するために、毎週発注させていただい

ております。 

 以上です。 

○宮嵜議長 阪東議員。 

○阪東議員 そういうふうに、いろんなニーズに従ってできておればいいんです

けれども、全然一度も開かない本があるのか、ないのか、それは何かで見たら

分かると思うんやけれども、そういう形が起こってないんかなというのが、そ

ういうような懸念の材料が１件と、もう１つはやっぱりその５０回ぐらいの回

数があるので、業者の言いなりになっていないんかなと。言うたら、こういう

ものが欲しいというのと、向こうからこういうものが提供できますよというも

のと２つあると思うんですよ。要は、向こうから提供するという形にはなって

いないですよね。 

○宮嵜議長 社会教育課長。 

○望月社会教育課長 そのようになっておりません。図書館司書が相談しなが

ら、本の選定をさせてもらっています。 

○宮嵜議長 阪東議員。 

○阪東議員 いや、また、そういうふうなところを現場で、監査といいながら、

やっぱり現場に見に行かないと本来の姿は分からないので、一応確認もさせて

もらいたいと思います。そういうところが極めて心配りされているんかなとい

う形のもので伺いました。 

 １点、やっぱり発注しますやろ、こういう見積りが来ますやろ。発注をしま

すやろ。そういう感覚が教育長まで印鑑が要ります、当然。これは教育長まで

印鑑が行くプロセス、やっぱり教育長も何かこんなん要らんと違うんかとか言

わはると思うんやけれども、そういうプロセスの日にちというか、注文書を出

す前にそういう協議をして、その間というのはどれぐらいあるんですかね。教

育長が印鑑を押されるまで。 

○宮嵜議長 社会教育課長。 

○望月社会教育課長 期間はまでは、ちょっと把握はできていないんですけれど

も、一応、図書館長の専決事項で、資料の選択及び収集に関することとうたわ

れていますので、それで選定させてもらって、ちょっとまとめて後でちょっと

起案という形を取らせてもらっております。 

 以上です。 

○宮嵜議長 阪東議員。 

○阪東議員 できるだけ、教育長の方にも指導をもらって、発注してください。

印鑑を見ていると、すすっと、こんなん普通、我々から考えられないほどのス

ピードで承認をされたので、そういうような形がないように。これは、向こう
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の締切りもあるさかいに、こうなっているのか分からんけれども、そうやけど、

見積りが出てから購入までのスピードというのが早過ぎる。そういうところに

ついても、十分に協議で注意しながら、本と言いながら物すごい価格で、年間

買うてますので、十分に注意されたいと思います。 

 次に、６番の知事裁定は建部議員から詳しくご説明がありましたので、１つ

は、付言という言葉はあまり、僕は今までこういう言葉を聞かされていないん

ですけれども、こういうふうなところで悪影響を及ぼすことについては、やっ

ぱり両者、協議しながら建設的な意見を望まれると。これは、基本的にはこん

なんいつまでもやっていると、もう町民が非常に迷惑しますよという形を付言

で呈しているというところなので、そういうようなところで、先ほど町長もお

っしゃいましたけど、そういう中で、ひいては町民の皆さんに心配をかけない

ように、町長としては、どういうふうなところで受け止めをされているか、こ

れ１点だけお聞きしたいと思います。 

○宮嵜議長 町長。 

○野瀬町長 私の給与条例改正に係る件でございますので、この件については、

阪東議員が議長のときにお骨折りいただいたことで、それ以降、続いていると

いうことでございまして、客観的に県が見ての付言だと思っております。私と

しては、給与条例改正であるだけに、ここに書いている真摯に協議し、建設的

な議論が望まれるという、この一文は客観的な見方でありますが、私としては、

今後、容易ではないなと思っているところであります。 

○宮嵜議長 阪東議員。 

○阪東議員 ありがとうございます。取りあえず、一応、そのように受け止めて

おきます。本日は、この職員の皆さんには質問の方、ご回答いただきまして、

ありがとうございます。これで私の質問とさせていただきます。ありがとうご

ざいました。 

○宮嵜議長 阪東議員の一般質問が終わりました。 

 以上で、本日の日程は全て終了しました。 

 本日はこれをもって散会します。ご苦労さまでした。 

（午後 ４時５７分 散会） 
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